
第 12号議案

令 和 ４ 年 ６ 月 1 7日 
総 務 課 
任 用 給 与 課 
審 査 課 

東京都人事委員会規則の一部改正等について 

（人事管理関係・任用関係・給与関係・勤務時間関係・相談関係） 

標記の件について、下記Ⅰの東京都人事委員会規則の一部改正等については別添

１のとおり新設及び一部改正し、施行する。 

下記Ⅱの東京都規則等の一部改正については、申請（別添２）のとおり承認・同

意し、下記Ⅲの人事委員会承認事項の廃止については、申請（別添３）のとおり承

認する。 

記 

Ⅰ 東京都人事委員会規則の一部改正等（別添１） 

１ 職員の定年等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

２ 職員の休職の事由等に関する規則の一部を改正する規則 

３ 職員からの苦情相談に関する規則の一部を改正する規則 

４ 職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則 

５ 職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の一部を改正する

規則 

６ 職員の給与に関する条例附則第十項等に規定する定年の引上げに伴う給与

の特例措置に関する規則＜新設＞ 

７ 初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則 

８ 「初任給調整手当に関する規則の運用について」の一部改正について 

９ 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

10 「初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について」の一部改正につい

て 

11 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則 

12 東京都職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則 
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Ⅱ 東京都規則等の一部改正（別添２） 

１ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

２ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

３ 職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

４ 学校職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

５ 地域手当に関する規則の一部を改正する規則 

６ 学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則 

７ 職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則 

８ 学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則 

９ 警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程の一部改正 

10 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（知事） 

11 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（教育） 

12 職員の給与に関する規程の一部改正（議会） 

13 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（監査） 

14 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（選挙管理委員会） 

15 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（人事委員会） 

16 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（警視） 

17 東京消防庁職員の給料の特別調整額に関する規程の一部改正 

18 管理職手当支給に関する規則の一部を改正する規則 

19 特地勤務手当等支給規程の一部改正（知事） 

20 東京都教育委員会職員の特地勤務手当等支給規程の一部改正 

21 都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程の一部改正 

22 東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程の一部改正 

23 特地勤務手当等支給規程の一部改正（警視） 

24 職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則 

25 学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則 

26 職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

27 学校職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

28 職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

29 学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

30 学校職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則 

31 義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則 

32 教職調整額に関する規則の一部を改正する規則 
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33 産業教育手当支給に関する規則の一部を改正する規則 

34 定時制通信教育手当支給に関する規則の一部を改正する規則 

35 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

36 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の一部を改

正する規則 

Ⅲ 人事委員会承認事項の廃止（別添３） 

１ 東京消防庁災害救急情報センターにおいて救急隊指導医の業務に従事する職

員の服務及び給与の取扱いについて＜廃止＞ 
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Ⅰ 東京都人事委員会規則の一部改正等 

１ 職員の定年等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

地方公務員法等の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目
該 当 条 文 内 容 

施 設 等 の 範 囲 
（移設のため削除） 

改正前の第２条 

条例で該当する条が移設されたため、あわせて第４条に移設 

このことに伴い、以下の条ずれが発生 

改正前   改正後 

第３条 → 第２条 

第４条 → 第３条 

勤 務 延 長 

第２条第３項（新設） 

【管理監督職勤務上限年齢制等の導入に伴う新設】 

異動期間を延長されている職員を勤務延長する際の人事委員会への承認の

申請については、人事委員会が定める様式により行うことを規定 

管理監督職から除

かれる職 

第４条（新設） 

【管理監督職勤務上限年齢制の導入に伴う新設】 

○ 第１項及び第３項

条例で該当する条が移設されたことに伴い、改正前の第２条の規定を

移設 

○ 第２項

管理監督職勤務上限年齢制の適用除外となる職として、条例で「人事

委員会規則で定める職」とされているものを規定（退職日に限り臨時的

に置かれる職 等） 

管理監督職勤務上

限年齢による降任
第５条（新設） 

【管理監督職勤務上限年齢制の導入に伴う新設】 

管理監督職勤務上限年齢制による降任を行う場合には、職員に発令通知書

を交付することを規定 

管理監督職への任

用の制限の特例 

第６条（新設） 

【管理監督職勤務上限年齢制の導入に伴う新設】 

○ 異動期間の延長に係る規定（第１項～第３項）

異動期間を延長する場合において、発令通知書を交付すること、職員

の同意は書面によること、人事委員会への承認の申請については人事委

員会が定める様式により行うことを規定 

○ 特定管理監督職群を規定（第４項）

・行政系の出先機関の部長

・行政系の出先機関の課長

・行政専門職

・都立学校等の校長

・都立学校等の副校長

・運輸系の出先機関の課長

異動期間の延長に

係る状況の報告 

第７条（新設） 

【管理監督職勤務上限年齢制の導入に伴う新設】 

異動期間の延長の状況を人事委員会に報告することを規定 
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定 年 前 再 任 用 

第８条（新設） 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う新設】 

○ 定年前再任用短時間勤務職員の採用選考に用いる情報を規定

・人事評価の結果その他勤務実績

・職務遂行に必要とされる経験又資格の有無等

○ 定年前再任用を行う場合には、職員に発令通知書を交付することを規

定

施 行 期 日 

附則第１条 

令和５年４月１日 

勤務延長に関する

経過措置 

附則第２条 

【勤務延長に関する経過措置】 

○ 施行日前に勤務延長された者についても、施行日後の勤務延長職員と

同様に本則第２条、第３条の手続を行うことを規定

○ 改正条例附則第２条の人事委員会規則で定める職及び職員を規定

職：基準日（定年が段階的に引き上がる２年に１度の年の４月１日）

以後に設置されたまたは名称が変更された職 

職員：上記の職が基準日の前日に設置されていたと仮定した場合に適

用される定年に達している職員 

暫 定 再 任 用 

附則第３条 

【暫定再任用制度の導入に伴う新設】 

○ 暫定再任用職員の採用選考に用いる情報を規定

・人事評価の結果その他勤務実績

・職務遂行に必要とされる経験又資格の有無等

○ 暫定再任用を行う場合において、職員の同意は書面によること、職員

に発令通知書を交付することを規定

改正条例附則第八

条の人事委員会規

則で定める短時間

勤務の職、人事委

員会規則で定める

者及び定年前再任

用短時間勤務職員 

附則第４条 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う新設】 

 改正条例附則第８条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職、人事委員

会規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員を規定 

短時間勤務の職：基準日以後に設置されたまたは名称が変更された短時間

勤務の職 

者・定年前再任用短時間勤務職員：上記の職が基準日の前日に設置されて

いたと仮定した場合に適用される定年に達している者・定年前再任用

短時間勤務職員 

文 言 整 備 

第２条第４項 

○ 第３項の新設により第４項の文言を整備

「東京都人事委員会（以下「人事委員会」という。）」→「人事委員会」 

「前項」→「第２項」 

第３条 ○ 見出し「状況の報告」→「勤務延長に係る状況の報告」

○ 「勤務延長の状況」→「勤務延長（条例第４条第１項ただし書の規定

による人事委員会の承認を得たものを除く。）の事由及び期限の状況」

本体附則第２項 ○ 「第３条」→「第２条」

別表第１ 

  第２ 

○ 「（第２条第１項関係）」→「（第４条第１項関係）」

○ 「（第２条第２項関係）」→「（第４条第３項関係）」
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２ 職員の休職の事由等に関する規則の一部を改正する規則 

地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項 目 
該 当 条 文 内 容 

休 職 の 事 由 

第２条 

【定年前再任用短時間勤務制導入に伴う改正等】 

○ 「法第28条の５第１項」→「法第22条の４第１項」

○ 「一に」→「いずれかに」

施 行 期 日 

附則第１項 

令和５年４月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

【暫定再任用制度導入に伴う経過措置】 

暫定再任用短時間勤務職員について、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して規則を適用 

３ 職員からの苦情相談に関する規則の一部を改正する規則 

地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

離職した職員であ

っても相談を受け

る事項 

第２条第２号 

【定年前再任用短時間勤務制導入に伴う改正】 

「法第28条の４又は第28条の５」→「法第22条の４」 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和５年４月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

【暫定再任用制度導入に伴う経過措置】 

 暫定再任用職員について、定年前再任用短時間勤務職員とみなして規則を

適用 
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４ 職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則 

地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

定年前再任用短時

間勤務職員及び育

児短時間勤務職員

等に係る通勤手当

の減額 

第８条の２ 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定整備】 

見出し「再任用短時間勤務職員」→「定年前再任用短時間勤務職員」 

施 行 期 日 

附則 

令和５年４月１日 

５ 職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の一部を改正す

る規則 

地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 

内 容 

島しよ等における

退職者の旅費 

第３条の２ 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定整備】 

○ 地方公務員法「第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６

第１項若しくは第２項」→「第22条の４第１項」

○ 「再任用職員（再任用の採用に関する」→「定年前再任用短時間勤務

職員（地方公務員法第22条の４第１項の」

別 表 第 １ 【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定整備】 

「再任用職員」→「定年前再任用短時間勤務職員」 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和５年４月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

【暫定再任用制度導入に伴う経過措置】 

○ 暫定再任用職員について、定年前再任用短時間勤務職員とみなして

規則を適用

○ 暫定再任用職員に対する第３条の２第３項の適用に関する読替え

附則第３項 【施行に伴う経過措置】 

○ 改正後の規則の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用する。

○ 施行日前に出発した旅行及び同日前に退職した者が同日以後に出発

する旅行については、従前の例による。
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６ 職員の給与に関する条例附則第十項等に規定する定年の引上げに伴う給

与の特例措置に関する規則＜新設＞ 

給与条例等の改正に伴い、管理監督職勤務上限年齢調整額の支給について必要な事項を定めるため、

規則を新設する。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

目 的 

第１条 

【管理監督職勤務上限年齢調整額の支給に伴う新設】 

給与条例及び学校給与条例の規定に基づき、管理監督職勤務上限年齢調整

額の支給について必要な事項を定めることを目的とする 

定 義 

第２条 

【管理監督職勤務上限年齢調整額の支給に伴う新設】 

本規則の中で使用する以下の用語等を定義 

・異動日：管理監督職勤務上限年齢による他の職への降任をした日

・特定日：原則60歳に達した日後における最初の４月１日

・特例任用後降任職員：特例任用後に役降りした職員

・仮定異動期間末日：異動期間の延長がないものとした場合における異動

期間の末日 

給与条例附則第十

三項等の人事委員

会規則で定める職

員 

第３条 

【給与条例附則第13項等の規定による管理監督職勤務上限年齢調整額の支給

対象から除く職員】 

○ 管理監督職勤務上限年齢による他の職への降任をされた職員（特例任

用後降任職員を除く。）のうち、次の職員

・異動日以後に転職等をした職員

・異動日から特定日までの間に降格又は降給をした職員

・異動日の前日以後に育児短時間勤務職員等となった職員

○ 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は

減額改定された職員

給与条例附則第十

五項の人事委員会

規則で定める職員 

第４条 

【給与条例附則第15項の規定による管理監督職勤務上限年齢調整額の支給対

象から除く職員】 

特定地方警務官から職員に任命された日以後に育児短時間勤務職員等とな

った職員 

他の職への降任を

された職員に対す

る給与条例附則第

十七項等の規定に

よる給料の支給 

第５条第１項第１号 

第２号 

【管理監督職勤務上限年齢調整額に相当する額を支給する職員】 

○ 管理監督職勤務上限年齢による降任をされた職員（特例任用後降任職

員を除く。）について、それぞれの場合に応じて差額を給料として支給

・指定職以外の職員が異動日以後に給料表異動等をした場合

異動日前日に給料表異動等をしたものとみなして差額を算出

・指定職の職員が異動日以後に給料表異動をした場合

異動日前日の給料月額の７割と特定日の給料月額（７割）との差額を

支給
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第３号 

第４号 

第５号 

第２項 

第３項 

・役降りに伴う降格以外の降格又は降給をした場合

降格又は降給による減額分を減じて差額を算出

・異動日の前日以後に育児短時間勤務をした場合

特定日と異動日前日の勤務時間数を同一とした場合における給料月額

に基づき差額を算出

・異動日の前日から特定日までの間に給料表の増額改定又は減額改定が

あった場合

改定後の給料表における特定日の給料月額（７割）と改定後の給料表

における異動日前日の給料月額の７割との差額を算出

○ 差額と職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する級の最高

号給の給料月額を超えない範囲で差額を支給（以下各条の第２項につい

て同じ。）

○ 給料表の改定以外の事由と給料表の改定の両方に該当する職員の基礎

給料月額は、改定を反映した給料月額を用いて算出（以下各条の第３項

について同じ。）

特例任用後降任職

員に対する給与条

例附則第十七項等

の規定による給料

の支給 

第６条第１項 

第２項 

【管理監督職勤務上限年齢調整額に相当する額を支給する職員】 

○ 特例任用後降任職員について、仮定異動期間末日の前日から異動日前

日までの間に当該職員が受けていた最も多い号給対応月額の７割と異動

日の給料月額の７割との差額を給料として支給

第７条第１項 

第１号 

第２号 

第３号 

第４号 

第５号 

第２項 

第３項 

○ 以下の事由に該当する特例任用後降任職員について、それぞれの場合

に応じて差額を給料として支給

・指定職以外の職員が特例任用後に給料表異動等をした場合

仮定異動期間末日の前日から異動日前日までの間、給料表異動等後の

給料表が適用されていたものとみなして最も多い号給対応月額の７割に

基づき差額を算出 

・指定職の職員が特例任用後に給料表異動をした場合

仮定異動期間末日の前日から異動日前日までの間の最も多い号給対応

月額の７割に基づき差額を算出 

・仮定異動期間末日から異動日までに降格（同意降格を除く。）又は降

給をした場合

降格又は降給による減額分を差し引いて差額を算出

・仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務職員等になった場合

仮定異動期間末日の前日と異動日の勤務時間数を同一とした場合にお

ける給料月額に基づき差額を算出 

・仮定異動期間末日の前日から異動日までの間に給料表の増額改定又は

減額改定があった場合

異動日の給料表を用いて差額を算出
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降任相当給料表異
動をした職員に対
する給与条例附則
第十八項等の規定
による給料の支給 

第８条第１項 

第２項 

第３項 

【管理監督職勤務上限年齢調整額に相当する額を支給する職員】 

○ 降任相当の給料表異動をした職員（特例任用職員を除く。）に対して

は、降任相当の給料表異動をした日の前日に降任後の給料表が適用され

ていたものとみなして算出した差額を給料として支給

第９条第１項 

第２項 

第３項 

○ 特例任用後に、降任相当の給料表異動をした職員に対しては、降任相

当の給料表異動をした日から異動日前日までの間も、給料表異動後の給

料表が適用されていたものとみなして再計算し、最も多い号給対応月額

の７割と比較して算出した差額を給料として支給

特例任用期間降格
等職員に対する給
与条例附則第十八
項等の規定による
給料の支給 

第10条第１項 

第２項 

第３項 

【管理監督職勤務上限年齢調整額に相当する額を支給する職員】 

 特定管理職群による特例任用職員が、特例任用期間中に同意降格等をした

場合は、仮定異動期間の末日の前日から同意降格等をした日の前日までの間

の最も多い号給対応月額の７割と比較して算出した差額を給料として支給 

警察法第五十六条
の四第一項の規定
による任命により
職員となった者に
対する給与条例附
則第十八項の規定
による給料の支給 

第11条第１号 

第２号 

【管理監督職勤務上限年齢調整額に相当する額を支給する職員】 

特定地方警務官から職員に任命された日以後に育児短時間勤務職員等とな

った職員に対しては、任命された日と勤務時間数を同一とした場合における

給料月額に基づき算出した差額を給料として支給 

人事交流等職員に
対する給与条例附
則第十八項等の規
定による給料の支
給 

第12条第１項 

第２項 

第３項 

【管理監督職勤務上限年齢調整額に相当する額を支給する職員】 

学校や公営企業等から給与条例適用となった職員に対しては、異動日前日

に給与条例適用職員であった者とした場合の給料月額の７割と比較して算出

した差額を給料として支給（学校職員給与条例適用以外から学校職員給与条

例適用となった場合も同様） 

この規則により難
い場合の措置 

第13条 

任命権者は、この規則により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を

得て、別に定めることができる 

雑 則 

第14条 

この規則に定めるもののほか管理監督職勤務上限年齢調整額の支給に関し

必要な事項は、人事委員会が定める 

施 行 期 日 

附則 

令和５年４月１日 
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７ 初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則 

給与条例等の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

職及び職員の範囲 

第２条第１項第４号 

【都立病院の廃止に伴う規定整備】 

○ 「及び都立病院」を削除

付 則 

第２項 

第３項（削除） 

付則別表第１（新設） 

付則別表第２（新設） 

【給料月額７割措置を受ける職員に対する初任給調整手当の額】 

○ 結核性疾患による休職期間に対する規定を削除し、給料月額７割措置

を受ける職員に対する初任給調整手当額に関する読替えを追加

○ 該当職員のいない規定を削除

○ 給料月額７割措置を受ける職員に対する初任給調整手当額等の表を新

設

施 行 期 日 

付則 

令和５年４月１日 

ただし、第２条第１項第４号の改正については、令和４年７月１日 

８ 「初任給調整手当に関する規則の運用について」の一部改正について 

都立病院の廃止に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

職及び職員の範囲

関係（第３条関係） 

第３条（削除） 

【規定整備】 

平成27年の能力認定廃止に伴い、該当職員のいない規定を削除 

別 表 【都立病院の廃止に伴う改正】 

「各病院」を削除 

適 用 年 月 日 令和４年７月１日 
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９ 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

組織改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

行政職給料表（一）
５級昇格時職務区
分別号給表 

別表第８イ 

【組織改正に伴う規定整備】 

病院経営本部の廃止に伴い、「東京都病院経営本部（都立病院を除

く。）」の項を削除 

施 行 期 日 

附則 

令和４年７月１日 

10 「初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について」の一部改正につ

いて 

組織改正等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

昇格時職務区分別
号給表関係（第20
条関係） 

第２項（削除） 

【組織改正に伴う規定整備】 

〇 病院経営本部の廃止に伴い、初任給規則別表第８イに関する内容を削

除 

〇 項の削除に伴い、第３項から第11項までを繰上げ 

学歴免許等資格区
分表（学歴免許等
資格区分表関係） 

別表第３ 

【海技課程航海専科の設置に伴う規定整備】 

短大２卒の学歴免許区分に相当する学歴免許等として、(独法)海技教育機

構海技士教育科海技課程航海専科を追加 

適 用 年 月 日 令和４年７月１日 
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11 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規

則 

派遣先法人の追加、廃止及び名称変更に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

別 表 第 一 

（第２条関係） 

【派遣先団体の追加に伴う規定整備】 

○別表第一（公益的法人）

・地方独立行政法人東京都立病院機構

・独立行政法人国際協力機構

団体名 地方独立行政法人東京都立病院機構 

申請者 東京都知事 

都事業との

関連性及び

職員派遣の

必要性 

・高齢化の進展等に伴い、質的・量的に変化する医療ニーズ

に的確に対応していくためには、医療提供体制の充実が急

務である。行政的医療の安定的・継続的な提供や都の医療政

策への着実な貢献という役割を果たすため、都は、８つの都

立病院と６つの公社病院・がん検診センターを新たな都立

病院として一体的に運営する「地方独立行政法人東京都立

病院機構」を設立する。 

・医療の提供、医療に関する研究及び調査並びに医療に従

事する者の育成等の業務を行うことにより、東京都の医療

政策として求められる行政的医療の安定的かつ継続的な提

供をはじめ、高度・専門的医療等の提供及び地域医療の充実

への貢献に向けた取組を推進し、もって都の健康の維持及

び増進に寄与することが当法人の目的であり、都の事業を

継承し、かつ密接な関連を有する。

・法人設立に当たっては、地方独立行政法人法第59条第2項

に定めるところにより、別に辞令が発せられない限り、都立

病院職員は法人職員として身分が移行される。

 一方、事務や一般技術、福祉等、病院経営本部以外の他局

等への局間交流を前提としている職種については、原則と

して法人への身分移行は行わないこととしており、その対

象職員は500名を超えることが見込まれる。 

法人設立時から円滑に業務を遂行するためには、これら

の身分移行を行わない職種については、都からの職員派遣

が必要不可欠である。当面の間は、固有職員採用計画や業務

量の増減等を踏まえ、各部門の年齢・職級構成等のバランス

を保ちながら、計画的に派遣解消を行っていく。 

都出資比率 100％  
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団体名 独立行政法人国際協力機構 

申請者 東京都下水道局長 

都事業との

関連性及び

職員派遣の

必要性 

・本機構は、開発途上にある海外の地域に対する技術協力

の実施、有償及び無償の資金供与による協力の実施並びに

開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進

に必要な業務等を行い、これらの地域の経済及び社会の開

発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、

国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発

展に寄与することを目的とした団体である。

・東京下水道の技術やノウハウの普及・提供を進めていく

に当たっては、下水道施設が未整備又は整備されていても

十分に機能が発揮されていない国や地域で業務を推進する

必要があり、海外において技術協力の実施や案件形成等に

幅広く携わっている本機構の業務は密接な関連性を有する

ものである。

・本機構と連携を深め、本機構や派遣相手国とのパイプを

構築することにより、当局の海外における早期の情報収集

や案件形成等が可能となる。また、職員を本機構に派遣する

ことで、本機構を通した事業展開の流れや、海外でインフラ

を整備する際の政策や技術指針等の策定支援等を行う経験

や知見を得る職員の育成が可能となり、東京下水道の国際

展開事業の推進の一助となる。

【派遣先団体の廃止に伴う規定整備】 

○別表第一（公益的法人）

・公益財団法人東京都保健医療公社

廃止理由 

令和４年７月１日に地方独立行政法人東京都立病院機構

が設立されることに伴い、当該団体の事業が新法人に移管

され、派遣の必要性がなくなるため 

【派遣先団体の名称変更に伴う規定整備】 

○別表第一（公益的法人）

・一般財団法人東京学校支援機構→公益財団法人東京学校支援機構

変更理由 

令和４年１月２５日に東京都公益認定等審議会から「公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１

８年法律第４９号）第５条に規定する認定の基準に適合す

ると認めるのが相当である。」との答申に基づき、令和４年

４月１日付で公益財団法人として認定を受けたため 

　14　



【参考】 

公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例第２条及び第10条（抄） 

 (職員の派遣) 

第２条 任命権者は、次項に定める団体との間の取決めに基づき、当該団体の

業務にその役職員として専ら従事させるため職員を派遣することができる。 

2 法第２条第１項に規定する条例で定めるものは、次の各号のいずれか 

に該当する団体で、人事委員会規則で定めるものとする。 

一 都が出資し、若しくは補助金、負担金その他これに準ずるものを支出し、

又は事業の委託若しくは役員の派遣を行っている団体 

二 地方行政に資する事業を広域的に行っている団体 

三 公共の利益の増進を目的とする事業を行っている団体で、都がその事業

に参画し、又は協力することが、都の施策の推進に有益と認められるもの 

  (法第10条第１項に規定する条例で定める法人) 

第10条 法第10条第１項に規定する条例で定める株式会社は、次の各号のいず

れかに該当する団体で、人事委員会規則で定めるものとする。 

 一 都が出資し、若しくは補助金、負担金その他これに準ずるものを支出し、

又は事業の委託若しくは役員の派遣を行っている団体 

二 地方行政に資する事業を広域的に行っている団体 

三 公共の利益の増進を目的とする事業を行っている団体で、都がその事業

に参画し、又は協力することが、都の施策の推進に有益と認められるもの 

施 行 期 日 

附 則 

  令和４年７月１日 

 ただし、一般財団法人東京学校支援機構を公益財団法人東京学校支援機構

に改める改正規定については、令和４年４月１日から適用 

12 東京都職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則 

東京都立病院条例の廃止等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

再就職状況の公表 

第22条第１項第２号 

（削除） 

【組織改正に伴う規定整備】 

○ 東京都立病院条例の廃止に伴い、同条例に関する規定を削除

○ 号の削除に伴い、第３号及び第４号を繰上げ

別 表 第 一 

（第９条関係） 

【働きかけ規制適用除外団体の整備】 

働きかけ規制適用除外団体について、「公益的法人等への東京都職員の派遣

等に関する規則」の別表第一に合わせ、追加、廃止及び名称変更を行う。 

施 行 期 日 

附則 

令和４年７月１日 

 ただし、一般財団法人東京学校支援機構を公益財団法人東京学校支援機構に

改める改正規定については、令和４年４月１日から適用 
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Ⅱ 東京都規則等の一部改正 

１ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目
該 当 条 文 内 容 

定年前再任用短時
間勤務職員等に関
する年次有給休暇
の特例 

第12条の２見出し 

第１項 

第２項 

第３項 

【定年前再任用短時間勤務制導入に伴う改正】 

○ 「再任用職員等」→「定年前再任用短時間勤務職員等」

○ 現行の再任用制度に関する規定を削除

長 期 勤 続 休 暇 

第26条の２第３項第

４号 

【定年の引き上げに伴う改正】 

○ 勤続25年の長期勤続休暇の取得可能期間を勤続26年に達する日が属す

る年度の１月１日から２年間とするものについて、年齢要件を引上げ

「勤続25年に達する日の属する年度の末日において59歳に満たない職

で、当該職員の勤務成績、欠勤の状況、賞罰その他が別に定める基準に

該当するもの」 

→ 「勤続25年に達する日の属する年度の末日において64歳に満たない職

で、当該職員の勤務成績、欠勤の状況、賞罰その他が別に定める基準に

該当するもの」

規 定 整 備 

第５条第１項 

 第11条第３項 

第４項第４号 

第５項 

第11条の２見出し 

第１号 

第12条第１項第２号 

第２項 

第４項 

 第12条の３第２号 

 第26条第２項第４号 

 第28条の２第１項 

 第28条の３第１項第

４号 

 別表第１ 

【定年前再任用短時間勤務制導入に伴う改正】 

○ 「法第28条の５第１項」→「法第22条の４第１項」

○ 「再任用短時間勤務職員」→「定年前再任用短時間勤務職員」

〇 「再任用職員」→「定年前再任用短時間勤務職員」 
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長期勤続休暇に関

する経過措置 

本体附則第４条 

（新設） 

【定年の段階的引き上げに伴う経過措置】 

〇 長期勤続休暇の取得可能期間を「勤続25年に達する日の属する年度の末

日において64歳に満たない職員で、当該職員の勤務成績、欠勤の状況、賞

罰その他が別に定める基準に該当するもの」は勤続26年に達する日が属す

る年度の１月１日から２年間とする規定について、定年の段階的引き上げ

期間中の年齢要件の経過措置を規定 

令和５年４月１日～令和７年３月31日 60歳 

令和７年４月１日～令和９年３月31日 61歳 

令和９年４月１日～令和11年３月31日 62歳 

令和11年４月１日～令和13年３月31日 63歳 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和５年４月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

附則第３項 

【暫定再任用制度導入に伴う経過措置】 

○ 暫定再任用職員について、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第

12条の２第１項（定年前再任用短時間勤務職員等に関する年次有給休暇

の特例）及び第28条の２第１項（特別休暇等の特例）を適用。暫定再任

用の任期の更新も同様とすることを規定。

○ 暫定再任用短時間勤務職員について、定年前再任用短時間勤務職員と

みなして規則を適用

２ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 

「Ⅱ」の「１」と同様の改正を行う。 
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３ 職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

地方公務員法の改正等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

規 定 整 備 

第１条の３ 

第12条 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定整備】 

○ 「再任用短時間勤務職員」→「定年前再任用短時間勤務職員」

○ 地方公務員法「第28条の５第１項」→「第22条の４第１項」

【給与条例改正に伴う規定整備】 

条例「第６条の２第１項及び第２項」→「第５条第10項及び第６条の２」 

給 与 簿 

別記様式第１号の２ 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定整備】 

○ 「(注1)地方公務員法第28条の5に基づく再任用短時間勤務職員（以下

単に「再任用短時間勤務職員」という。）」

→「(注)地方公務員法第22条の4に基づく定年前再任用短時間勤務職員」 

○ (注2) → 削除

施 行 期 日 

附則第１項 

令和５年４月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

【暫定再任用制度導入に伴う経過措置】 

暫定再任用短時間勤務職員について、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して規則を適用 

附則第３項 改正前の別記様式第１号の２による用紙で、現に残存するものは、所要の

修正を加え、なお使用することができる。 

４ 学校職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

「Ⅱ」の「３」と同様の改正を行う（様式の改正を除く。）。 
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５ 地域手当に関する規則の一部を改正する規則 

地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

新規採用職員の特

例 

第２条の３ 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定整備】 

○ 地方公務員法「第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６

第１項若しくは第２項」→「第22条の４第１項」

○ 定年前再任用短時間勤務職員について言い換えを整備

異 動 保 障 

第２条の４第１項 

本体附則第３項 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定整備】 

異動保障の対象となる職員から定年前再任用短時間勤務職員を除外 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和５年４月１日 

定年退職者等の再

任用に関する経過

措置 

附則第２項 

【暫定再任用制度導入に伴う経過措置】 

暫定再任用職員について、定年前再任用短時間勤務職員とみなして規則を

適用 

６ 学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則 

「Ⅱ」の「５」と同様の改正を行う。 
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７ 職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則 

地方公務員法の改正等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

範 囲 及 び 額 

第２条第２項 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定整備】 

地方公務員法「第28条の５第１項」→「第22条の４第１項」 

経 過 措 置 

本体附則第２項 
（新設） 

【給料月額７割措置を受ける職員に対する給料の調整額】 

給料月額７割措置を受ける職員に対する給料の調整額は、区分に対応する

額の70/100とする（100円未満四捨五入） 

別 表 

別表イ 

【組織改正に伴う勤務箇所改正】 

○ 福祉保健局に都立病院支援部法人調整課を追加

○ 病院経営本部を削除

施 行 期 日 

附則第１項 

令和４年７月１日 

ただし、第２条第２項、本体附則第２項及び附則第２項の改正規定は、令

和５年４月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

【暫定再任用制度導入に伴う経過措置】 

暫定再任用短時間勤務職員について、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して規則を適用 

８ 学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則 

９ 警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程の一部改正 

「Ⅱ」の「７」と同様の改正を行う（組織改正に伴う改正を除く。）。 
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10 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（知事） 

地方公務員法の改正等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

範 囲 及 び 額 

第２条第２項 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定整備】 

○ 地方公務員法「第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６

第１項若しくは第２項」→「第22条の４第１項」

○ 「再任用職員」→「定年前再任用短時間勤務職員」

○ 育児短時間勤務職員の言い換え規定を削除

経 過 措 置 

本体附則（新設） 

【給料月額７割措置を受ける職員に対する給料の特別調整額】 

給料月額７割措置を受ける職員に対する給料の特別調整額は、別表第２の

額の70/100とする（100円未満四捨五入） 

別 表 第 １ 【組織改正に伴う改正】 

病院経営本部の廃止に伴い、病院経営本部に係る規定を削除 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和４年７月１日 

ただし、第２条第２項、本体附則第２項並びに附則第２項及び第３項の改

正規定は、令和５年４月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

附則第３項 

【暫定再任用制度導入に伴う経過措置】 

○ 暫定再任用フルタイム勤務職員について、「別表第２」を「別表第

３」と読み替えて規則を適用

○ 暫定再任用短時間勤務職員について、定年前再任用短時間勤務職員と

みなして規則を適用

11 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（教育） 

12 職員の給与に関する規程の一部改正（議会） 

13 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（監査） 

14 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（選挙管理委員会） 

15 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（人事委員会） 

16 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（警視） 

17 東京消防庁職員の給料の特別調整額に関する規程の一部改正 

18 管理職手当支給に関する規則の一部を改正する規則 

「Ⅱ」の「10」と同様の改正を行う（組織改正に伴う改正を除く。）。 
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19 特地勤務手当等支給規程の一部改正（知事） 

地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

準ずる手当の月額 

第６条第１項 

 
 

第２項 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定整備】 

異動又は採用により特地公署に勤務することになった定年前再任用短時間

勤務職員に対する特地手当に準ずる手当の算定方法を規定（現行の再任用職

員と同様） 

【現行再任用制度廃止に伴う規定整備】 

再任用職員に関する内容を削除 

規 定 整 備 

第３条第２項第４号 

 

 

本体附則第１項 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定整備】 

○ 地方公務員法「第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６

第１項若しくは第２項」→「第22条の４第１項」 

○ 「再任用職員」→「定年前再任用短時間勤務職員」 

【給料月額７割措置の導入に伴う規定整備】 

附則に見出し及び項を整備 

条例附則第十項の

規定の適用を受け

る職員の特地手当

の基礎額 

本体附則第２項 
（新設） 

【給料月額７割措置を受ける職員に対する特地手当の基礎額】 

○ 給料月額７割措置を受ける職員で、特地公署に勤務することとなった

時点では給料月額７割措置の適用前であった職員に対する特地手当の基

礎額に関する読替え 

受けていた給料の月額 → 受けていた給料の月額×70/100 

本体附則第３項 

（新設） 

○ 給料月額７割措置を受ける育児短時間勤務職員等に関する特地手当の

額の基礎額は、人事委員会の承認を得て知事が別に定めるところにより

算出した額 

条例附則第十項の

規定の適用を受け

る職員の準ずる手

当の月額 

本体附則第４項 

（新設） 

【給料月額７割措置を受ける職員に対する特地手当に準ずる手当の月額】 

○ 給料月額７割措置を受ける職員で、住居移転を伴って特地公署に勤務

することとなった時点では給料月額７割措置の適用前であった職員の特

地手当に準ずる手当の月額に関する読替え 

受けていた給料の月額 → 受けていた給料の月額×70/100 

本体附則第５項 

（新設） 

○ 給料月額７割措置を受ける育児短時間勤務職員等に関する特地手当に

準ずる手当の月額は、人事委員会の承認を得て知事が別に定めるところ

により算出した額 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和５年４月１日 
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経 過 措 置 

附則第２項 

 
 
 

附則第３項 

【暫定再任用制度導入に伴う経過措置】 

○ 暫定再任用職員について、定年前再任用短時間勤務職員とみなして特

地手当の基礎額及び特地手当に準ずる手当の月額に関する規定を適用 

○ 暫定再任用フルタイム勤務職員に対する育児短時間勤務の場合の特地

手当に準ずる手当の月額に関する読替え（現行の再任用職員と同様） 

異動等の日 

→採用の日以後初めて当該公署に勤務することとなった日 

20 東京都教育委員会職員の特地勤務手当等支給規程の一部改正 

21 都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程の一部改正 

22 東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程の一部改

正 

23 特地勤務手当等支給規程の一部改正（警視） 

「Ⅱ」の「19」と同様の改正を行う。 
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24 職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則 

地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

均衡職員の範囲等 

第５条第１号ロ 

 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定整備】 

地方公務員法「第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１

項若しくは第２項」→「第22条の４第１項」 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和５年４月１日 

 

経 過 措 置 

附則第２項 

【暫定再任用制度導入に伴う経過措置】 

暫定再任用職員を単身赴任手当の支給対象とすることを規定 

25 学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則 

「Ⅱ」の「24」と同様の改正を行う。 

26 職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

成 績 率 

第３条の４ 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定整備】 

○ 「第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しく

は第２項」→「第22条の４第１項」 

○ 「再任用職員」→「定年前再任用短時間勤務職員」 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和５年４月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

【暫定再任用制度導入に伴う経過措置】 

暫定再任用職員について、定年前再任用短時間勤務職員とみなして規則を

適用 

27 学校職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

「Ⅱ」の「26」と同様の改正を行う。 
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28 職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

経 過 措 置 

本体附則第２項 

（新設） 

【給料月額７割措置を受ける職員に対する管理職員特別勤務手当の額】 

給料月額７割措置を受ける職員に対する管理職員特別勤務手当の額は、区

分に対応する額の70/100とする（100円未満四捨五入） 

施 行 期 日 

附則 

令和５年４月１日 

29 学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

「Ⅱ」の「28」と同様の改正を行う。 

30 学校職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則 

「Ⅰ」の「７」と同様の改正を行う。 

31 義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則 

地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

義務教育等教員特

別手当の月額 

第４条 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定整備】 

○ 地方公務員法「第28条の５第１項」→「第22条の４第１項」

○ 定年前再任用短時間勤務職員について言い換えを整備

○ 地方公務員法「第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員

という。）」→「定年前再任用短時間勤務職員」

経 過 措 置 

本体附則第３項 

（新設） 

【給料月額７割措置を受ける職員に対する義務教育等教員特別手当】 

給料月額７割措置を受ける職員に対する義務教育等教員特別手当は、別表

に掲げる額の70/100とする（10円未満切捨て） 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和５年４月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

附則第３項 

【暫定再任用制度導入に伴う経過措置】 

○ 暫定再任用フルタイム勤務職員の義務教育等教員特別手当について、

別表定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる金額を用いて算出

○ 暫定再任用短時間勤務職員について、定年前再任用短時間勤務職員と

みなして規則を適用

　25　



32 教職調整額に関する規則の一部を改正する規則 

地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

定年前再任用短時

間勤務職員及び育

児短時間勤務職員

等の教職調整額の

端数計算 

第４条 

 

【定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定整備】 

○ 見出し「再任用短時間勤務職員」→「定年前再任用短時間勤務職員」 

○ 地方公務員法「第28条の５第１項」→「第22条の４第１項」 

経 過 措 置 

本体附則第４項 

（新設） 
 

本体附則第５項 

（新設） 

【給料月額７割措置を受ける職員の教職調整額の基礎となる給料月額】 

○ 学校職員給与条例本体付則第９項による額 

＝職員の属する級・号給に応じた額×70/100（100円未満四捨五入） 

○ 教職調整額の算定に当たっては管理監督職勤務上限年齢調整額を含め

る 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和５年４月１日 

 

経 過 措 置 

附則第２項 

【暫定再任用制度導入に伴う経過措置】 

暫定再任用短時間勤務職員について、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して規則を適用 

33 産業教育手当支給に関する規則の一部を改正する規則 

地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

経 過 措 置 

本体付則第３項 

（新設） 
 

本体付則第４項 

（新設） 

【給料月額７割措置を受ける職員の産業教育手当の基礎となる給料月額】 

○ 学校職員給与条例本体付則第９項による額 

＝職員の属する級・号給に応じた額×70/100（100円未満四捨五入） 

○ 産業教育手当の算定に当たっては管理監督職勤務上限年齢調整額を含

める 

施 行 期 日 

附則 

令和５年４月１日 

 

34 定時制通信教育手当支給に関する規則の一部を改正する規則 

「Ⅱ」の「33」と同様の改正を行う。 
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35 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

都立病院の廃止に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

手当の支給範囲及

び支給額 

第２条 

【都立病院の廃止に伴う規定整備】 

「第43条の８」→「第43条の６」 

支 給 方 法 

第４条第１項 

第２項 

【都立病院関係手当の廃止に伴う規定整備】 

○ 削除：産科医業務手当、救急医療業務手当、分べん介助業務手当、

新生児担当医業務手当 

○ 「８ 特定看護分野従事手当」→「６ 特定看護分野従事手当」

○ 「３ 防疫等業務手当の(1)及び(5)」

→「３ 防疫等業務手当の(1)及び(3)」

○ 削除：「４ 精神神経疾患診療等業務手当の(7)」、

「11 分べん介助業務手当」

防疫等業務手当に

関する措置 

附則第２項第１号 

第２号 

【都立病院廃止に伴う規定整備】 

○ 対象職員：「又は病院経営本部」→ 削除

○ 支給範囲：「治療、看護」→「検体採取、移送」

別 表 

手当番号１(5)、(6) 

【都立病院廃止に伴う支給範囲等の規定整備】 

○ 死体取扱・解剖等業務手当

「福祉保健局又は病院経営本部」

→「北療育医療センター又は府中療育センター」

「（監察医務院に所属する医師を除く）」→ 削除

「都立病院又はこれに準ずる医療施設若しくは入所施設」

→「北療育医療センター又は府中療育センター」

手当番号３(1)～(3) 

手当番号４(1)、(7) 

手当番号６(1)、(2) 

手当番号11 

○ 防疫等業務手当

「都立病院、」→ 削除

「治療、看護」→「検体採取、移送」

都立病院に所属する医師等に関する規定を削除

○ 精神神経疾患診療等業務手当

松沢病院、墨東病院、多摩総合医療センターに関する規定を削除

○ 放射線・有害物等取扱業務手当

都立病院に所属する医師等に関する規定を削除し、支給範囲に関する

規定を整備 

○ 交替制勤務者等業務手当

都立病院に係る支給範囲及び支給額の規定を削除
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手当番号14 

手当番号17 

○ 指導医業務手当

「都立病院、」→ 削除

○ 特定看護分野従事手当

「都立病院その他の医療機関」

→「北療育医療センター又は府中療育センター」

手当番号15、16 

手当番号18、19 

【都立病院関係手当の廃止】 

削除：産科医業務手当、救急医療業務手当、分べん介助業務手当、 

新生児担当医業務手当 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和４年７月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

施行日前に従事した業務について施行日以降に支給する場合 

→ 従前の例による。

36 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

都立病院の廃止に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

第一種報酬の特例 

附則第２項第１号 

【都立病院の廃止に伴う規定整備】 

○ 「又は病院経営本部」→ 削除

○ 「治療、看護」→「検体採取、移送」

施 行 期 日 

附則第１項 

令和４年７月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

施行日前に従事した業務について施行日以降に支給する場合 

→ 従前の例による。

Ⅲ 人事委員会承認事項の廃止 

１ 東京消防庁災害救急情報センターにおいて救急隊指導医の業務に従事す

る職員の服務及び給与の取扱いについて＜廃止＞ 

都立病院の業務を行う地方独立行政法人設立に伴い、職務に専念する義務の免除及び給与の減額免

除の取扱いを令和４年６月30日をもって廃止する。 
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４ 総 人 職 第 3 3 8 号 

令 和 ４ 年 ６ 月 1 3 日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                          東京都知事 

                            小 池 百 合 子 

 （ 公 印 省 略 ） 

 

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正について（申請） 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例（平成７年東京都条例第 15号）第８条、第 14 条第５項、第 16条第２項及び第 20条

に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

１ 改正する規則 

  職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都規則第 55号） 

 

２ 改正の理由 

地方公務員法の改正による定年の引上げに伴い、関連規定の整備を行う必要があるため。 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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４ 教 人 勤 第 ８ ８ 号 

令和４年６月１３日 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 東 京 都 教 育 委 員 会 

（ 公 印 省 略 ） 

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正について（申請） 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、学校職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例（平成７年東京都条例第 45 号）第９条、第 15 条第４項、第 17 条第２項及び第

21条に基づき、承認方申請します。 

記 

１ 改正する規則 

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都教育委員会規則 

第５号） 

２ 改正の理由 

地方公務員法の改正による定年の引上げに伴い、関連規定の整備を行う必要があるため。 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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４ 総 人 制 第 ４ ５ ４ 号 

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ４ 日 

東京都人事委員会 殿 

東 京 都 知 事  

小 池  百 合 子 

（公 印 省 略） 

東京都規則及び訓令の一部改正について（協議・申請） 

 このことについて、下記のとおり規則及び訓令の改正を行う必要があるため、職員の給与に関す

る条例（昭和 26 年東京都条例第 75 号）第 23 条の規定に基づき協議をするとともに、同条例第 12

条の２等の規定に基づき、承認を申請します。 

記 

１ 改正する規則及び訓令 

職員の単身赴任手当に関する規則（平成２年東京都規則第 29号） 

  職員の管理職員特別勤務手当に関する規則（平成３年東京都規則第 400号） 

  職員の給与に関する条例施行規則（昭和 37年東京都規則第 172号） 

  地域手当に関する規則（昭和 43年東京都規則第 19号） 

職員の勤勉手当に関する規則（昭和 54年東京都規則第 28号） 

特地勤務手当等支給規程（昭和 62年東京都訓令第９号） 

２ 改正理由 

 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63号）の施行等に伴い、所要の改正を行

う必要があるため 

３ 改正案文 

  別添のとおり 
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       ４教人勤第１１１号 

 令和４年６月１４日 

 東 京 都 人 事 委 員 会  殿 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

（  公  印  省  略  ）  

 

 

学校職員の給与に関する条例施行規則等の改正について（協議・申請）  

 

このことについて、 地方公務員法の一部を改正する法律（令和 ３年法律第 63

号）の施行等に伴い、別紙のとおり規定を整備する必要があるので、学校職員の

給与に関する条例（昭和 31年東京都条例第 68号）第 25条等の規定に基づき協議及

び承認方申請します。  
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　別紙

番号 名　　　称 番号 根拠規定 備考

1
学校職員の給与に関する条例施行規則
の一部を改正する規則

教委規則
第　号

学校職員の給与に関する条例第20条及び第25条
承認申請
及び協議

2
学校職員の給料の調整額に関する規則
の一部を改正する規則

教委規則
第　号

学校職員の給与に関する条例第11条第２項
承認
申請

3
教職調整額に関する規則の一部を改正
する規則

教委規則
第　号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する
特別措置に関する条例第３条第３項

承認
申請

4
管理職手当支給に関する規則の一部を
改正する規則

教委規則
第　号

学校職員の給与に関する条例第11条の２第２項
承認
申請

5
学校職員の初任給調整手当に関する規
則の一部を改正する規則

教委規則
第　号

学校職員の給与に関する条例第11条の３第３項
承認
申請

6
学校職員の地域手当に関する規則の一
部を改正する規則

教委規則
第　号

学校職員の給与に関する条例第13条の２第３項
承認
申請

7
学校職員の単身赴任手当に関する規則
の一部を改正する規則

教委規則
第　号

学校職員の給与に関する条例第14条の２第４項
承認
申請

8
産業教育手当支給に関する規則の一部
を改正する規則

教委規則
第　号

学校職員の給与に関する条例第15条の４第３項
承認
申請

9
定時制通信教育手当支給に関する規則
の一部を改正する規則

教委規則
第　号

学校職員の給与に関する条例第15条の５第３項
承認
申請

10
学校職員の管理職員特別勤務手当に
関する規則の一部を改正する規則

教委規則
第　号

学校職員の給与に関する条例第21条の２第４項
承認
申請

11
学校職員の勤勉手当に関する規則の一
部を改正する規則

教委規則
第　号

学校職員の給与に関する条例第24条の２第４項
承認
申請

12
義務教育等教員特別手当に関する規則
の一部を改正する規則

教委規則
第　号

学校職員の給与に関する条例第24条の３第５項
承認
申請
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４ 総 人 制 第 ４ ５ ４ 号  

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ４ 日  

  

東京都人事委員会 殿 

 

 

東 京 都 知 事        

              小 池  百 合 子 

（公 印 省 略） 

 

 

東京都規則及び訓令の一部改正について（申請） 

 

 このことについて、下記のとおり規則及び訓令の改正を行う必要があるため、職員の給与に関す

る条例（昭和 26年東京都条例第 75号）第９条等の規定に基づき、承認を申請します。 

 

記 

 

１ 改正する規則 

  職員の給料の調整額に関する規則（平成 47年東京都規則第 161号） 

  給料の特別調整額に関する規程（昭和 32年東京都訓令甲第 10号） 

 

２ 改正理由 

   地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63号）の施行等に伴い、所要の改正を行

う必要があるため 

 

３ 改正案文 

  別添のとおり 
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                     監. 警．給．審第３０５５号 

                     令和４年６月１４日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会 殿 

 

                               警 視 総 監 

                      大 石 吉 彦 

                   （ 公 印 省 略 ） 

 

   警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程の一部改正について   

（申請） 

 下記のとおり訓令の改正を行う必要があるため、職員の給与に関する条例

（昭和26年東京都条例第75号）第９条第３項の規定に基づき承認方申請し

ます。 

記 

１ 改正する訓令 

    警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程（平成７年３月31日訓

令甲第16号） 

  

２ 改正の理由 

地方公務員法及び職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、上記訓令

の関連箇所に所要の改正の必要が生じたため 

 

３ 改正案文等 

  別添のとおり 

 

４ 施行年月日 

    令和５年４月１日 
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       ４教人勤第１１２号 

 令和４年６月１４日 

 東 京 都 人 事 委 員 会  殿 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

（  公  印  省  略  ）  

 

 

都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程等の改正について（申請）  

 

このことについて、 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３ 年法律第 63

号）の施行等に伴い、別紙のとおり規定を整備する必要があるので、職員の給与

に関する条例（昭和 26年東京都条例第 75号）第 13条の２第３項及び第 13条の３第

４項等の規定に基づき承認方申請します。  
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　別紙

番号 名　　　称 番号 根拠規定 備考

1
都立学校職員の特地勤務手等当支給
に関する規程

教委訓令
第　号

職員の給与に関する条例第13条の２第３項及び第
13条の３第４項

承認
申請

2
東京都教育委員会職員の特地勤務手
当等支給規程

教委訓令
第　号

職員の給与に関する条例第13条の２第３項及び第
13条の３第４項

承認
申請

3 給料の特別調整額に関する規程
教委訓令
第　号

職員の給与に関する条例第９条の２第３項
承認
申請
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４ 議 総 第 ２ ５ ２ 号  

令和４年６月１０日  

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                          東京都議会議長 

                            三 宅 し げ き 

                            （ 公 印 省 略 ） 

 

 

職員の給与に関する規程の一部改正について（申請） 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、職員の給与に関する条例（昭和 26

年東京都条例第 75 号）第９条の２第３項において準用する同条例第９条第３項の規定に基づき、

承認方申請します。 

 

 

記 

 

１ 改正する規程 

  職員の給与に関する規程（昭和 35 年東京都議会議長訓令甲第２号） 

 

２ 改正の理由 

  地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63 号）の施行に伴い、所要の改正を行

う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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                               ４ 監 総 第 ２ ５ ４ 号 

                               令和４年６月１３日 

 

  

    東京都人事委員会 殿 

                       

                      東京都代表監査委員 

                                     茂 垣  之 雄 

                                                          ( 公 印 省 略 ) 

 

 

        給料の特別調整額に関する規程の一部改正について(申請） 

 

 

   このことについて、下記のとおり訓令の改正を行う必要があるため、職員の給与に関

する条例（昭和 26年東京都条例第 75号）第９条の２第３項において準用する同条例第

９条第３項の規定に基づき、承認を申請します。 

 

                    記 

   

   １ 改正する訓令 

     給料の特別調整額に関する規程(昭和 34年東京都監査委員訓令甲第 3号) 

 

   ２ 改正理由 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和 3年法律第 63号）の施行等に伴い、所要の 

改正を行う必要があるため 

 

   ３ 改正案文 

別添のとおり 
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４人委総第２１５号  

令和４年６月１３日  

  

東京都人事委員会 殿 

 

 

東京都人事委員会 

委員長  青山 佾 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「給料の特別調整額に関する規程」の一部改正について 

 

 このことについて、下記のとおり訓令の改正を行う必要があるため、職員の給与に関

する条例（昭和 26年東京都条例第 75号）第９条の２第３項において準用する同条例第

９条第３項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

記 

 

１ 改正する規則 

  給料の特別調整額に関する規程(昭和 32年東京都人事委員会訓令甲第 1号) 

 

２ 改正理由 

  地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63 号）の施行等に伴い、所

要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文等 

  別添のとおり 
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                                4 選 総 第 3 0 1 号 

                                令和４年６月１０日 

 

  

 東京都人事委員会 殿 

                      

   

                          東京都選挙管理委員会 

                             委員長 澤野 正明 

（公 印 省 略） 

 

        給料の特別調整額に関する規程の一部改正について(申請） 

 

 

 このことについて、下記のとおり訓令を改正する必要があるため、職員の給与に関する条例

(昭和 26年東京都条例第 75号）第９条の２第３項において準用する同条例第９条第３項の規定

に基づき、承認方申請します。 

 

                      記 

   

 １ 改正する訓令 

   給料の特別調整額に関する規程 

(昭和 36年東京都選挙管理委員会訓令甲第１号) 

 

 ２ 改正理由 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63 号）の施行等に伴い、所要の改

正を行う必要があるため 

 

 ３ 改正案文等 

別添のとおり 
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 監．警．給．諸第３０５２号 

 令 和 ４ 年 ６ 月 １ ４ 日 
 

 

東 京 都 人 事 委 員 会 殿 

 

 

 警 視 総 監 

  大 石  吉 彦    

                        （ 公 印 省 略 ）    

 

 

給料の特別調整額に関する規程の一部改正について（申請）  

 下記のとおり訓令の改正を行う必要があるため、職員の給与に関する条例（昭和

２６年東京都条例第７５号）第９条の２第３項の規定に基づき承認方申請します。 

 

記 

 

１ 改正する訓令 

   給料の特別調整額に関する規程（昭和 35年 4月 15日警視庁訓令甲第 14号） 

 

２ 改正の理由 

地方公務員法の改正に伴い、関連箇所に所要の改正の必要が生じたもの 

 

３ 改正案文等 

  別添のとおり 

 

４ 施行期日 

  令和５年４月１日 

　42　



４ 人 職 第 ２ ４ ２ 号 

令和４年６月１３日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会 殿 

 

東京消防庁 

消防総監 清水 洋文 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

東京消防庁職員の給料の特別調整額に関する規程の一部改正について(申請) 

 

 

このことについて、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）の施行

に伴い、下記のとおり訓令を改正する必要があるため、職員の給与に関する条例（昭和２

６年東京都条例第７５号）第９条の２第３項において準用する同条例第９条第３項の規定

に基づき、承認方申請します。 

 

                   記 

 

１ 改正する訓令 

東京消防庁職員の給料の特別調整額に関する規程（昭和３２年４月東京消防庁訓令甲

第３号） 

 

２ 改正理由 

地方公務員法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、定年前再任用短時間勤務職

員等について所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別紙のとおり 
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４東京漁調第２７号 

令和４年６月１３日 

 

 

東京都人事委員会 殿 

 

 

                     東京海区漁業調整委員会 

                     会 長 有 元 貴 文 

                     （ 公 印 省 略 ） 

 

 

東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程の 

一部改正について(申請） 

 

 

 

このことについて、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６

３号）の施行等に伴い、下記のとおり海区漁調訓令を改正する必要があるため、

職員の給与に関する条例（昭和２６年東京都条例第７５号）第１３条の２第３

項及び第１３条の３第４項の規定に基づき承認方申請します。 

 

記 

 

１ 改正する訓令 

東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程 

(平成１６年東京海区漁業調整委員会訓令第２号) 

 

２ 改正の理由 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）の施行等に

伴い、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文等 

別添のとおり 
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 監．警．給．諸第３０５３号 

 令 和 ４ 年 ６ 月 １ ４ 日 
 

 

東 京 都 人 事 委 員 会 殿 

 

 

 警 視 総 監 

  大 石  吉 彦    

                        （ 公 印 省 略 ）    

 

 

特地勤務手当等支給規程の一部改正について（申請）  

 下記のとおり訓令の改正を行う必要があるため、職員の給与に関する条例（昭和

２６年東京都条例第７５号）第１３条の２第３項及び第１３条の３第４項の規定に

基づき承認方申請します。 

 

記 

 

１ 改正する訓令 

   特地勤務手当等支給規程（昭和 62年 4月 1日警視庁訓令甲第 8号） 

 

２ 改正の理由 

地方公務員法の改正に伴い、関連箇所に所要の改正の必要が生じたもの 

 

３ 改正案文等 

  別添のとおり 

 

４ 施行期日 

  令和５年４月１日 
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４ 総 人 制 第 ４ ４ ８ 号  

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ４ 日  

  

東京都人事委員会 殿 

 

 

東 京 都 知 事        

              小 池  百 合 子 

（公 印 省 略） 

 

 

東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正について（申請） 

 

 このことについて、下記のとおり規則の改正を行う必要があるため、東京都職員の特殊勤務手当

に関する条例（平成９年東京都条例第 12 号）第３条、第６条、第７条、第 22 条、第 37 条、第 43

条の２及び第 43条の６の規定に基づき、承認を申請します。 

 

記 

 

１ 改正する規則 

  東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成９年東京都規則第 51号） 

 

２ 改正理由 

  都立病院の廃止に伴い、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

  別添のとおり 
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４総人制第４９６号  

令和４年６月１４日  

 

東京都人事委員会   殿 

 

 

東 京 都 知 事        

              小 池  百 合 子  

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の一部改正について（申請） 

 

 

標記の件について、下記のとおり非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規

則（平成 27年東京都規則第８号）を改正する必要があるので、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期

末手当に関する条例（昭和 31年東京都条例第 56号）第２条第４項及び第６条の規定に基づき承認

方申請します。 

 

記 

 

１ 改正する規則 

 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則（平成 27年東京都規則第８号） 

  

 ２ 改正の理由 

   都立病院の廃止に伴い、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

  別紙のとおり 
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４総人人第６０３号 

令和４年６月１４日 

 

東京都人事委員会 殿 

 

                      東京都知事 

小 池  百 合 子 

（公印省略） 

 

東京消防庁災害救急情報センターにおいて救急隊指導医の業務に従事する職

員の服務及び給与の取扱いの廃止について（申請） 

 

 

 このことについて、下記のとおり、取扱いを廃止することとしたいので、申請し

ます。 

 

１ 廃止する同意・承認事項 

  東京消防庁災害救急情報センターにおいて救急隊指導医の業務に従事する職員

の服務及び給与の取扱いについて（申請） 

  （昭和 63年１月 13日付 62人委任第 159号承認） 

 

２ 廃止理由 

  令和４年７月１日から、都立病院が地方独立行政法人へ移行し、対象者がいな

くなるため 

 

３ 会計年度任用職員に関する取扱い 

  「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成

27年３月 24日付 26人委任第 175号同意・承認）を別紙のとおり改正する。 

   

４ 廃止年月日 

  令和４年６月 30日 
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か

れ

る

職

 

二

 

前

号

に

掲

げ

る

職

の

ほ

か

、

人

事

委

員

会

が

定

め

る

職
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３

 
条

例

第

七

条

た

だ

し

書

及

び

別

表

第

二

第

三

号

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

医

療

福

祉

系

の

研

究

所

は

、

別

表

第

二

に

掲

げ

る

研

究

所

と

す

る

。

 

（

管

理

監

督

職

勤

務

上

限

年

齢

に

よ

る

降

任

）

 

第

五

条

 

任

命

権

者

は

、

条

例

第

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

他

の

職

へ

の

降

任

を

行

う

場

合

に

は

、

職

員

に

対

し

、

そ

の

旨

を

明

示

し

た

発

令

通

知

書

等

を

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

管

理

監

督

職

へ

の

任

用

の

制

限

の

特

例

）

 

第

六

条

 

任

命

権

者

は

、

異

動

期

間

を

延

長

す

る

場

合

に

は

、

職

員

に

対

し

、

そ

の

旨

を

明

示

し

た

発

令

通

知

書

等

を

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

条

例

第

十

一

条

の

規

定

に

よ

り

異

動

期

間

の

期

限

を

繰

り

上

げ

る

場

合

も

、

同

様

と

す

る

。
 

２

 

条

例

第

十

条

に

規

定

す

る

職

員

の

同

意

は

、

書

面

に

よ

つ

て

行

う

も

の

と

す

る

。

 

３

 

条

例

第

九

条

第

二

項

又

は

第

四

項

に

規

定

す

る

人

事

委

員

会

の

承

認

の

申

請

は

、

人

事

委

員

会

が

別

に

定

め

る

様

式

に

よ

る

申

請

書

に

よ

つ

て

行

う

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

申

請

書

に

は

、

前

項

の

職

員

の

同

意

を

得

た

こ

と

を

証

す

る

書

面

を

添

付

す

る

も

の

と

す

る

。

 

４

 

条

例

第

九

条

第

三

項

に

規

定

す

る

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

管

理

監

督

職

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

職

と

す

る

。

 

一

 

行

政

系

部

長

級

職

員

の

特

定

管

理

監

督

職

群

 

東

京

都

組

織

規

程

（

昭

和

二

十

七

年

東

京

都

規
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則

第

百

六

十

四

号

)

第

五

条

に

規

定

す

る

本

庁

行

政

機

関

（

住

宅

政

策

本

部

（

住

宅

企

画

部

、

都

営

住

宅

経

営

部

及

び

民

間

住

宅

部

に

限

る

。

）

及

び

中

央

卸

売

市

場

（

管

理

部

及

び

事

業

部

に

限

る

。

）

を

除

く

。

）

、

同

規

程

第

六

条

に

規

定

す

る

地

方

行

政

機

関

、

東

京

都

教

育

庁

出

張

所

設

置

等

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

二

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

三

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

東

京

都

教

育

庁

出

張

所

、

東

京

都

教

育

事

務

所

設

置

等

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

六

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

七

十

三

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

東

京

都

教

育

事

務

所

、

東

京

都

学

校

経

営

支

援

セ

ン

タ

ー

設

置

条

例

（

平

成

十

七

年

東

京

都

条

例

第

百

三

十

九

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

東

京

都

学

校

経

営

支

援

セ

ン

タ

ー

、

同

条

例

第

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

支

所

、

東

京

都

教

職

員

研

修

セ

ン

タ

ー

設

置

条

例

（

平

成

十

二

年

東

京

都

条

例

第

二

百

六

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

東

京

都

教

職

員

研

修

セ

ン

タ

ー

、

東

京

都

教

育

相

談

セ

ン

タ

ー

設

置

条

例

（

平

成

十

二

年

東

京

都

条

例

第

二

百

七

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

東

京

都

教

育

相

談

セ

ン

タ

ー

、

東

京

都

立

図

書

館

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

東

京

都

条

例

第

百

十

二

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

東

京

都

立

図

書

館

、

都

立

学

校

、

東

京

都

交

通

局

組

織

規

程

（

昭

和

三

十

七

年

交

通

局

規

程

第

三

十

三

号

）

第

六

条

に

規

定

す

る

事

業

所

、

東

京

都

水

道

局

分

課

規

程

（

昭

和

二

十

七

年

東

京

都

水

道

局

管

理

規

程

第

五

号

）

第

五

条

に

規

定

す

る

事

業

機

関

及

び

東

京

都

下

水

道

局

分

課

規

程

（

昭

和

三

十

七

年

東

京

都

下

水

道

局

管

理

規

程

第

一

号

）

第

五

条

に

規

定

す

る

事

業

機

関

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

こ

れ

ら

を

「

出
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先

機

関

」

と

い

う

。

）

に

置

か

れ

る

管

理

監

督

職

で

あ

つ

て

、

職

層

名

参

事

又

は

専

門

参

事

の

職

に

あ

る

者

を

も

つ

て

充

て

る

職

並

び

に

人

事

委

員

会

が

別

に

定

め

る

職

 

二

 

行

政

系

課

長

級

職

員

の

特

定

管

理

監

督

職

群

 

出

先

機

関

に

置

か

れ

る

管

理

監

督

職

で

あ

つ

て

、

職

層

名

副

参

事

又

は

専

門

副

参

事

の

職

に

あ

る

者

を

も

つ

て

充

て

る

職

及

び

人

事

委

員

会

が

別

に

定

め

る

職

（

第

三

号

及

び

第

六

号

に

規

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

 

三

 

行

政

専

門

職

の

特

定

管

理

監

督

職

群

 

専

門

課

長

の

職

及

び

人

事

委

員

会

が

別

に

定

め

る

職

 

四

 

校

長

の

特

定

管

理

監

督

職

群

 

都

立

学

校

及

び

区

市

町

村

立

学

校

の

校

長

の

職

並

び

に

人

事

委

員

会

が

別

に

定

め

る

職

 

五

 

副

校

長

の

特

定

管

理

監

督

職

群

 

都

立

学

校

及

び

区

市

町

村

立

学

校

の

副

校

長

の

職

並

び

に

人

事

委

員

会

が

別

に

定

め

る

職

 

六

 

運

輸

系

職

員

の

特

定

管

理

監

督

職

群

 

東

京

都

交

通

局

組

織

規

程

第

六

条

に

規

定

す

る

事

業

所

に

置

か

れ

る

管

理

監

督

職

で

あ

つ

て

職

層

名

副

参

事

又

は

専

門

副

参

事

の

職

に

あ

る

者

を

も

つ

て

充

て

る

職

及

び

人

事

委

員

会

が

別

に

定

め

る

職

（

東

京

都

交

通

局

企

業

職

員

の

給

料

等

に

関

す

る

規

程

（

昭

和

三

十

三

年

交

通

局

規

程

第

十

四

号

）

第

二

条

第

二

号

に

規

定

す

る

交

通

局

企

業

職

員

給

料

表

㈡

又

は

同

条

第

三

号

に

規

定

す

る

交

通

局

企

業

職

員

給

料

表

㈡

の

二

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

職

に

限

る

。

）
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（

異

動

期

間

の

延

長

に

係

る

状

況

の

報

告

）

 

第

七

条
 

任

命

権

者

は

、

毎

年

五

月

末

日

ま

で

に

、

前

年

の

四

月

二

日

か

ら

そ

の

年

の

四

月

一

日

ま

で

の

間

に

条

例

第

九

条

の

規

定

に

よ

り

異

動

期

間

が

延

長

さ

れ

た

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

に

係

る

当

該

異

動

期

間

の

延

長

の

状

況

を

人

事

委

員

会

に

対

し

て

報

告

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

定

年

前

再

任

用

）
 

第

八

条

 

条

例

第

十

三

条

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

情

報

は

、

定

年

前

再

任

用

（

同

条

の

規

定

に

よ

り

採

用

す

る

こ

と

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

さ

れ

る

こ

と

を

希

望

す

る

者

に

つ

い

て

の

次

に

掲

げ

る

情

報

と

す

る

。

 

一

 

人

事

評

価

の

結

果

そ

の

他

勤

務

の

状

況

を

示

す

事

実

に

基

づ

く

従

前

の

勤

務

実

績

 

二

 

定

年

前

再

任

用

を

行

う

職

の

職

務

遂

行

に

必

要

と

さ

れ

る

経

験

又

は

資

格

の

有

無

そ

の

他

定

年

前

再

任

用

を

行

う

職

の

職

務

遂

行

上

必

要

な

事

項

 

２

 

任

命

権

者

は

、

定

年

前

再

任

用

を

行

う

場

合

に

は

、

職

員

に

対

し

、

そ

の

旨

を

明

示

し

た

発

令

通

知

書

等

を

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

附

則

第

二

項

中

「

第

三

条

の

規

定

は

」

を

「

第

二

条

の

規

定

は

」

に

改

め

る

。

 

 

別

表

第

一

中

「

第

二

条

第

一

項

」

を

「

第

四

条

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

 

別

表

第

二

中

「

第

二

条

第

二

項

」

を

「

第

四

条

第

三

項

」

に

改

め

る

。
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附

 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

第

一

条

 
こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

勤

務

延

長

に

関

す

る

経

過

措

置

）

 

第

二

条

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

第

二

条

及

び

第

三

条

の

規

定

は

、

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

四

年

東

京

都

条

例

第

 

 
 

 

号

。

以

下

「

改

正

条

例

」

と

い

う

。

）

附

則

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

勤

務

延

長

（

改

正

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

九

年

東

京

都

条

例

第

四

号

。

以

下

こ

の

条

及

び

附

則

第

四

条

に

お

い

て

「

新

条

例

」

と

い

う

。

）

第

四

条

の

規

定

に

よ

り

引

き

続

い

て

勤

務

さ

せ

る

こ

と

を

い

う

。

）

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

２

 

改

正

条

例

附

則

第

二

条

第

二

項

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

職

は

、

次

に

掲

げ

る

職

の

う

ち

、

当

該

職

が

基

準

日

（

同

項

に

規

定

す

る

基

準

日

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

前

日

に

設

置

さ

れ

て

い

た

も

の

と

し

た

場

合

に

お

い

て

、

基

準

日

に

お

け

る

新

条

例

定

年

（

新

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

定

年

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

基

準

日

の

前

日

に

お

け

る

新

条

例

定

年

（

同

日

が

令

和

五

年

三

月

三

十

一

日

で

あ

る

場

合

に

は

、

改

正

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

（

次

項

に

お

い

て

「

旧

条

例

」

と

い

う

。

）

第

三

条

に

規

定

す

る

定

年

）

　8　



を

超

え

る

職

（

当

該

職

に

係

る

定

年

が

新

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

定

年

で

あ

る

職

に

限

る

。

）

と

す

る

。
 

一

 

基

準

日

以

後

に

新

た

に

設

置

さ

れ

た

職

 

二

 

基

準

日

以

後

に

組

織

の

変

更

等

に

よ

り

名

称

が

変

更

さ

れ

た

職

 

３

 

改

正

条

例

附

則

第

二

条

第

二

項

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

職

員

は

、

前

項

に

規

定

す

る

職

が

基

準

日

の

前

日

に

設

置

さ

れ

て

い

た

も

の

と

し

た

場

合

に

お

い

て

、

同

日

に

お

け

る

当

該

職

に

係

る

新

条

例

定

年

（

同

日

が

令

和

五

年

三

月

三

十

一

日

で

あ

る

場

合

に

は

、

旧

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

定

年

）

に

達

し

て

い

る

職

員

と

す

る

。

 

（

暫

定

再

任

用

）

 

第

三

条

 

改

正

条

例

附

則

第

三

条

第

一

項

及

び

第

二

項

並

び

に

改

正

条

例

附

則

第

四

条

第

一

項

及

び

第

二

項

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

情

報

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

規

定

す

る

者

に

つ

い

て

の

次

に

掲

げ

る

情

報

と

す

る

。

 

一

 

人

事

評

価

の

結

果

そ

の

他

勤

務

の

状

況

を

示

す

事

実

に

基

づ

く

従

前

の

勤

務

実

績

 

二

 

暫

定

再

任

用

（

改

正

条

例

附

則

第

三

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

改

正

条

例

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

す

る

こ

と

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

行

う

職

の

職

務

遂

行

に

必

要

と

さ

れ

る

経

験

又

は

資

格

の

有

無

そ

の

他

暫

定

再

任

用

を
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行

う

職

の

職

務

遂

行

上

必

要

な

事

項

 

２

 
改

正

条

例

附

則

第

三

条

第

五

項

又

は

改

正

条

例

附

則

第

四

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

改

正

条

例

附

則

第

三

条

第

五

項

に

規

定

す

る

職

員

の

同

意

は

、

書

面

に

よ

っ

て

行

う

も

の

と

す

る

。

 

３

 

任

命

権

者

は

、

暫

定

再

任

用

を

行

う

場

合

又

は

改

正

条

例

附

則

第

三

条

第

三

項

若

し

く

は

改

正

条

例

附

則

第

四

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

改

正

条

例

附

則

第

三

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

任

期

を

更

新

す

る

場

合

に

は

、

職

員

に

対

し

、

そ

の

旨

を

明

示

し

た

発

令

通

知

書

等

を

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

改

正

条

例

附

則

第

八

条

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

短

時

間

勤

務

の

職

、

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

者

及

び

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

）

 

第

四

条

 

改

正

条

例

附

則

第

八

条

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

短

時

間

勤

務

の

職

は

、

次

に

掲

げ

る

職

の

う

ち

、

当

該

職

が

基

準

日

（

令

和

七

年

四

月

一

日

、

令

和

九

年

四

月

一

日

、

令

和

十

一

年

四

月

一

日

及

び

令

和

十

三

年

四

月

一

日

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

前

日

に

設

置

さ

れ

て

い

た

も

の

と

し

た

場

合

に

お

い

て

、

基

準

日

に

お

け

る

定

年

相

当

年

齢

（

新

条

例

第

十

三

条

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

短

時

間

勤

務

の

職

」

と

い

う

。

）

を

占

め

る

職

員

が

、

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

で

そ

の

職

務

が

当

該

短

時

間

勤

務

の

職

と

同

種

の

職

を

占

め

て

い

る

も

の

と

し

た

場

合

に

お

け

る

新

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

定

年

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て
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同

じ

。

）

が

基

準

日

の

前

日

に

お

け

る

定

年

相

当

年

齢

を

超

え

る

短

時

間

勤

務

の

職

（

当

該

職

に

係

る

定

年

相

当

年

齢

が

新

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

定

年

で

あ

る

も

の

に

限

る

。

）

と

す

る

。

 

一

 

基

準

日

以

後

に

新

た

に

設

置

さ

れ

た

短

時

間

勤

務

の

職

 

二

 

基

準

日

以

後

に

組

織

の

変

更

等

に

よ

り

名

称

が

変

更

さ

れ

た

短

時

間

勤

務

の

職

 

２

 

改

正

条

例

附

則

第

八

条

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

者

は

、

前

項

に

規

定

す

る

職

が

基

準

日

の

前

日

に

設

置

さ

れ

て

い

た

も

の

と

し

た

場

合

に

お

い

て

、

同

日

に

お

け

る

当

該

職

に

係

る

定

年

相

当

年

齢

に

達

し

て

い

る

者

と

す

る

。

 

３

 

改

正

条

例

附

則

第

八

条

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

は

、

第

一

項

に

規

定

す

る

職

が

基

準

日

の

前

日

に

設

置

さ

れ

て

い

た

も

の

と

し

た

場

合

に

お

い

て

、

同

日

に

お

け

る

当

該

職

に

係

る

定

年

相

当

年

齢

に

達

し

て

い

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

（

同

条

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

を

い

う

。

）

と

す

る

。
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職

員

の

休

職

の

事

由

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

四

年

六

月

二

十

二

日

 

東

京

都

人

事

委

員

会

 

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

 

号

 

職

員

の

休

職

の

事

由

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

職

員

の

休

職

の

事

由

等

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

二

十

七

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

中

「

一

に

」

を

「

い

ず

れ

か

に

」

に

、

同

条

た

だ

し

書

中

「

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

六

条

第

一

項

又

は

第

二

項

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

同

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

休

職

の

事

由

等

に

関

す

る

規

則

第

二

条

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員

と

み

な

す

。
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職

員

か

ら

の

苦

情

相

談

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

四

年

 
 

月

 
 

日

 

東

京

都

人

事

委

員

会

 

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

職

員

か

ら

の

苦

情

相

談

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

職

員

か

ら

の

苦

情

相

談

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

七

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。
 

 

第

二

条

第

二

号

中

「

第

二

十

八

条

の

四

又

は

第

二

十

八

条

の

五

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

」

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

同

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

採

用

は

、

こ

の

規

則
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に

よ

る

改

正

後

の

職

員

か

ら

の

苦

情

相

談

に

関

す

る

規

則

第

二

条

第

二

号

に

規

定

す

る

法

第

二

十

二

条

の

四

の

規

定

に

基

づ

く

採

用

と

み

な

す

。

 

　14　



職

員

の

通

勤

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

四

年

 
 

月

 
 

日

  

東

京

都

人

事

委

員

会

 

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

 

号

 

職

員

の

通

勤

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

職

員

の

通

勤

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

三

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。
 

第

八

条

の

二

の

見

出

し

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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職

員

の

旅

費

に

関

す

る

条

例

第

二

条

第

二

項

等

に

よ

る

旅

費

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。
 

令

和

四

年

六

月

二

十

二

日

 

東

京

都

人

事

委

員

会

 

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

 

号

 

職

員

の

旅

費

に

関

す

る

条

例

第

二

条

第

二

項

等

に

よ

る

旅

費

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

 

規

則

 

職

員

の

旅

費

に

関

す

る

条

例

第

二

条

第

二

項

等

に

よ

る

旅

費

規

則

（

昭

和

二

十

六

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

三

条

の

二

第

三

項

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

再

任

用

の

採

用

に

関

す

る

規

定

」

と

い

う

。

）

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

の

規

定

」

に

、

「

再

任

用

職

員

（

再

任

用

の

採

用

に

関

す

る

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

（

地

方

公

務

員

法

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

の

」

に

改

め

、

「

（

再

任

用

の

採

用

に

関

す

る

規

定

に

よ

り

引

き

続

き

採

用

さ

れ

る

場

合

の

退

職

を

除

く

。

）

」

を

削

る

。

 

別

表

第

一

中

「

再
任
用
職
員

」

を

「

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」

に

改

め

る

。
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附

 

則

 

１

 
こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

同

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

旅

費

に

関

す

る

条

例

第

二

条

第

二

項

等

に

よ

る

旅

費

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

）

第

三

条

の

二

第

三

項

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

す

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

改

正

後

の

規

則

第

三

条

の

二

第

三

項

中

「

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

と

あ

る

の

は

「

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

令

和

三

年

改

正

法

」

と

い

う

。

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

同

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

」

と

、

「

退

職

と

す

る

」

と

あ

る

の

は

、

「

退

職

（

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

同

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

り

引

き

続

き

採

用

さ

れ

る

場

合

の

退

職

を

除

く

。

）

と

す

る

」

と

す

る

。
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３

 
改

正

後

の

規

則

の

規

定

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

以

後

に

出

発

す

る

旅

行

か

ら

適

用

し

、

同

日

前

に

出

発

し

た

旅

行

及

び

同

日

前

に

退

職

し

た

者

が

同

日

以

後

に

出

発

す

る

旅

行

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。
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職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

附

則

第

十

項

等

に

規

定

す

る

定

年

の

引

上

げ

に

伴

う

給

与

の

特

例

措

置

に

関

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

四

年

六

月

二

十

二

日

 

東

京

都

人

事

委

員

会

 

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

 

号

 

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

附

則

第

十

項

等

に

規

定

す

る

定

年

の

引

上

げ

に

伴

う

給

与

の

特

例

措

置

に

関

す

る

規

則

 

（

目

的

）

 

第

一

条

 

こ

の

規

則

は

、

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

二

十

六

年

東

京

都

条

例

第

七

十

五

号

。

以

下

「

給

与

条

例

」

と

い

う

。

）

附

則

第

十

三

項

、

第

十

五

項

、

第

十

七

項

、

第

十

八

項

及

び

第

二

十

項

並

び

に

学

校

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

一

年

東

京

都

条

例

第

六

十

八

号

。

以

下

「

学

校

職

員

給

与

条

例

」

と

い

う

。

）

付

則

第

十

二

項

、

第

十

四

項

、

第

十

五

項

及

び

第

十

七

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

定

年

の

引

上

げ

に

伴

う

給

与

の

特

例

措

置

に

つ

い

て

、

必

要

な

事

項

を

定

め

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

（

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

規

則

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ
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に

よ

る

。

 
一

 
管

理

監

督

職

 

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

九

年

東

京

都

条

例

第

四

号

。

以

下

「

定

年

条

例

」

と

い

う

。

）

第

六

条

第

一

項

各

号

に

規

定

す

る

管

理

監

督

職

を

い

う

。

 

二

 

異

動

期

間
 

定

年

条

例

第

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

異

動

期

間

（

同

条

の

規

定

に

よ

り

延

長

さ

れ

た

期

間

を

含

む

。

）

を

い

う

。

 

三

 

特

例

任

用

後

降

任

職

員

 

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

他

の

職

へ

の

降

任

を

さ

れ

た

職

員

で

あ

っ

て

、

給

与

条

例

附

則

第

十

三

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

十

二

項

に

規

定

す

る

異

動

日

（

以

下

「

異

動

日

」

と

い

う

。

）

の

前

日

に

お

い

て

、

第

一

項

特

例

任

用

職

員

（

定

年

条

例

第

九

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

異

動

期

間

を

延

長

さ

れ

た

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

又

は

第

三

項

特

例

任

用

職

員

（

同

条

第

三

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

り

異

動

期

間

を

延

長

さ

れ

た

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

で

あ

っ

た

も

の

を

い

う

。

 

 

四

 

特

定

日

 

給

与

条

例

附

則

第

十

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

九

項

に

規

定

す

る

特

定

日

を

い

う

。

 

 

五

 

降

格

 

初

任

給

、

昇

格

及

び

昇

給

等

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

八

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規
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則

第

三

号

。

以

下

「

初

任

給

規

則

」

と

い

う

。

）

第

二

条

第

三

号

又

は

学

校

職

員

の

初

任

給

、

昇

格

及

び

昇

給

等

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

四

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

三

号

。

以

下

「

学

校

職

員

初

任

給

規

則

」

と

い

う

。

）

第

一

条

の

二

第

二

号

に

規

定

す

る

降

格

の

う

ち

、

法

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

他

の

職

へ

の

降

任

に

伴

う

も

の

を

除

い

た

も

の

を

い

う

。

 

 

六

 

初

任

給

基

準

異

動

 

給

与

条

例

第

五

条

第

一

項

（

学

校

職

員

給

与

条

例

が

適

用

さ

れ

る

職

員

に

あ

っ

て

は

、

同

条

例

第

七

条

第

一

項

）

に

規

定

す

る

給

料

表

（

以

下

「

給

料

表

」

と

い

う

。

）

の

適

用

を

異

に

し

な

い

初

任

給

規

則

別

表

第

六

（

学

校

職

員

給

与

条

例

が

適

用

さ

れ

る

職

員

に

あ

っ

て

は

、

学

校

職

員

初

任

給

規

則

別

表

第

二

）

に

定

め

る

初

任

給

基

準

表

（

第

七

条

に

お

い

て

「

初

任

給

基

準

表

」

と

い

う

。

）

に

異

な

る

初

任

給

の

定

め

が

あ

る

他

の

職

種

に

属

す

る

職

務

へ

の

異

動

を

い

う

。

 

 

七

 

給

料

表

異

動

 

給

料

表

の

適

用

を

異

に

す

る

異

動

を

い

う

。

 

 

八

 

降

給

 

給

与

条

例

第

六

条

第

八

項

及

び

学

校

職

員

給

与

条

例

第

八

条

第

七

項

に

規

定

す

る

降

給

を

い

う

。

 

 

九

 

上

限

額

 

給

与

条

例

第

五

条

第

三

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

第

七

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

職

員

が

属

す

る

職

務

の

級

に

お

け

る

最

高

の

号

給

の

給

料

月

額

（

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

三

年

法

律

第

百

十

号

）

第

十

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

承

認

を

受

け

、

同

条
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第

一

項

に

規

定

す

る

育

児

短

時

間

勤

務

を

し

て

い

る

職

員

（

同

法

第

十

七

条

の

規

定

に

よ

る

短

時

間

勤

務

を

し

て

い

る

職

員

を

含

む

。

以

下

「

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

」

と

い

う

。

）

に

あ

っ

て

は

、

当

該

給

料

月

額

に

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

七

年

東

京

都

条

例

第

十

五

号

。

以

下

「

勤

務

時

間

条

例

」

と

い

う

。

）

第

二

条

第

二

項

又

は

学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

七

年

東

京

都

条

例

第

四

十

五

号

。

以

下

「

学

校

職

員

勤

務

時

間

条

例

」

と

い

う

。

）

第

三

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

そ

の

者

の

勤

務

時

間

を

勤

務

時

間

条

例

第

二

条

第

一

項

又

は

学

校

職

員

勤

務

時

間

条

例

第

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

勤

務

時

間

で

除

し

て

得

た

数

（

以

下

「

算

出

率

」

と

い

う

。

）

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

円

位

未

満

の

端

数

を

生

ず

る

と

き

は

、

そ

の

端

数

を

切

り

捨

て

た

額

）

）

を

い

う

。

 

 

十

 

そ

の

者

の

号

給

等

 

当

該

職

員

に

適

用

さ

れ

る

給

料

表

並

び

に

そ

の

職

務

の

級

及

び

号

給

（

指

定

職

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

あ

っ

て

は

、

当

該

職

員

の

受

け

る

号

給

）

を

い

う

。

 

（

給

与

条

例

附

則

第

十

三

項

等

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

職

員

）

 

第

三

条

 

給

与

条

例

附

則

第

十

三

項

及

び

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

十

二

項

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

職

員

は

、

次

に

掲

げ

る

職

員

と

す

る

。

 

 

一

 

法

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

他

の

職

へ

の

降

任

を

さ

れ

た

職

員

（

特

例

任

用

後

降

任

職

員

を

除

く

。

）

の

う

ち

、

次

に

掲

げ

る

職

員
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イ
 

異

動

日

以

後

に

初

任

給

基

準

異

動

を

し

た

職

員

 

 
 

ロ
 

異

動

日

か

ら

特

定

日

ま

で

の

間

に

降

格

又

は

降

給

を

し

た

職

員

 

 
 

ハ

 
異

動

日

の

前

日

以

後

に

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

と

な

っ

た

職

員

（

異

動

日

か

ら

特

定

日

の

前

日

ま

で

の

間

に

限

り

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

で

あ

っ

た

職

員

を

除

く

。

）

 

 

二

 

異

動

日

の

前

日

か

ら

特

定

日

ま

で

の

間

の

給

料

表

の

給

料

月

額

が

増

額

改

定

又

は

減

額

改

定

（

給

料

月

額

の

改

定

を

す

る

条

例

が

制

定

さ

れ

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

条

例

に

よ

る

改

定

に

よ

り

当

該

改

定

前

に

受

け

て

い

た

給

料

月

額

が

増

額

又

は

減

額

さ

れ

る

こ

と

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

を

さ

れ

た

職

員

 

（

給

与

条

例

附

則

第

十

五

項

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

職

員

）

 

第

四

条

 

給

与

条

例

附

則

第

十

五

項

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

職

員

は

、

同

項

に

規

定

す

る

任

命

を

さ

れ

た

日

（

以

下

「

任

命

日

」

と

い

う

。

）

以

後

に

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

と

な

っ

た

職

員

と

す

る

。

 

（

他

の

職

へ

の

降

任

を

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

給

与

条

例

附

則

第

十

七

項

等

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

支

給

）

 

第

五

条

 

法

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

他

の

職

へ

の

降

任

を

さ

れ

た

職

員

（

特

例

任

用

後

降

任

職

員

を

除

く

。

）

で

あ

っ

て

、

異

動

日

の

前

日

か

ら

引

き

続

き

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員
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の

う

ち

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

職

員

と

な

り

、

特

定

日

に

給

与

条

例

附

則

第

十

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

職

員

が

受

け

る

給

料

月

額

（

特

定

日

以

後

に

第

一

号

、

第

二

号

又

は

第

四

号

に

掲

げ

る

職

員

と

な

っ

た

も

の

に

あ

っ

て

は

、

特

定

日

に

当

該

各

号

に

掲

げ

る

職

員

と

な

っ

た

も

の

と

し

た

場

合

に

特

定

日

に

給

与

条

例

附

則

第

十

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

職

員

が

受

け

る

こ

と

と

な

る

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

特

定

日

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

が

当

該

各

号

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

額

（

第

二

号

及

び

第

四

号

イ

に

掲

げ

る

職

員

以

外

の

職

員

に

あ

っ

て

は

、

当

該

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

第

五

条

基

礎

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

る

職

員

に

は

、

特

定

日

以

後

に

当

該

各

号

に

掲

げ

る

職

員

と

な

っ

た

日

以

後

、

第

五

条

基

礎

給

料

月

額

と

特

定

日

給

料

月

額

と

の

差

額

に

相

当

す

る

額

を

、

給

与

条

例

附

則

第

十

七

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

十

四

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

と

し

て

支

給

す

る

。

 

 

一

 

異

動

日

以

後

に

給

料

表

異

動

又

は

初

任

給

基

準

異

動

（

以

下

「

給

料

表

異

動

等

」

と

い

う

。

）

を

し

た

職

員

（

次

号

に

掲

げ

る

職

員

を

除

く

。

）
 

異

動

日

の

前

日

に

当

該

給

料

表

異

動

等

が

あ

っ

た

も

の

と

し

た

場

合

（

給

料

表

異

動

等

が

二

回

以

上

あ

っ

た

場

合

に

あ

っ

て

は

、

同

日

に

そ

れ

ら

の

給

料

表

異

動

等

が

順

次

あ

っ

た

も

の

と

し

た

場

合

）

に

同

日

に

お

い

て

当

該

職

員

が

受

け

る
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こ

と

と

な

る

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

 

 

二

 
異

動

日

の

前

日

に

お

い

て

指

定

職

給

料

表

の

適

用

を

受

け

て

い

た

職

員

で

あ

っ

て

、

異

動

日

以

後

に

給

料

表

異

動

を

し

た

職

員

 

異

動

日

の

前

日

に

当

該

職

員

が

受

け

て

い

た

給

料

月

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

当

該

額

に

、

五

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

百

円

以

上

千

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

千

円

に

切

り

上

げ

た

額

）

 

 

三

 

異

動

日

か

ら

特

定

日

ま

で

の

間

に

降

格

又

は

降

給

を

し

た

職

員

 

異

動

日

の

前

日

に

当

該

職

員

が

受

け

て

い

た

給

料

月

額

か

ら

、

当

該

降

格

又

は

降

給

を

し

た

日

に

当

該

降

格

又

は

降

給

が

な

い

も

の

と

し

た

場

合

の

同

日

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

と

当

該

降

格

又

は

降

給

後

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

と

の

差

額

（

降

格

又

は

降

給

を

二

回

以

上

し

た

場

合

に

あ

っ

て

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

当

該

差

額

の

合

計

額

）

に

相

当

す

る

額

を

減

じ

た

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

 

 

四

 

異

動

日

の

前

日

以

後

に

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

と

な

っ

た

職

員

（

異

動

日

か

ら

特

定

日

の

前

日

ま

で

の

間

に

限

り

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

で

あ

っ

た

職

員

を

除

く

。

）

 

次

に

掲

げ

る

職

員

の

区

分

に

応

じ

、

次

に

定

め

る

額

 

 
 

イ

 

特

定

日

以

後

に

現

に

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

で

あ

る

職

員

 

異

動

日

の

前

日

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

当

該

額

に

、

五

十

円

未

満
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の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

）

に

算

出

率

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

円

位

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

端

数

を

切

り

捨

て

た

額

）

 

 
 

ロ

 

イ

に

掲

げ

る

職

員

以

外

の

職

員

 

異

動

日

の

前

日

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

 

 

五

 

異

動

日

の

前

日

か

ら

特

定

日

ま

で

の

間

の

給

料

表

の

給

料

月

額

が

増

額

改

定

又

は

減

額

改

定

を

さ

れ

た

職

員

 

異

動

日

の

前

日

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

特

定

日

の

給

料

表

の

給

料

月

額

欄

に

掲

げ

る

給

料

月

額

（

給

料

の

切

替

え

に

伴

う

経

過

措

置

と

し

て

、

給

与

条

例

そ

の

他

の

条

例

に

お

い

て

異

な

る

給

料

月

額

の

定

め

が

あ

る

場

合

は

、

当

該

給

料

月

額

。

以

下

同

じ

。

）

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

 

２

 

前

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

額

と

当

該

給

料

を

支

給

さ

れ

る

職

員

の

受

け

る

給

料

月

額

と

の

合

計

額

が

上

限

額

を

超

え

る

場

合

に

お

け

る

同

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

第

五

条

基

礎

給

料

月

額

と

特

定

日

給

料

月

額

と

の

差

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

上

限

額

と

当

該

職

員

の

受

け

る

給

料

月

額

と

の

差

額

」

と

す

る

。

 

３

 

第

一

項

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

職

員

で

あ

っ

て

同

項

第

五

号

に

掲

げ

る

職

員

に

該

当

す

る

職

員

に

対

す

る

前

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

該

職

員

は

第

一

項

第
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一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

職

員

で

あ

る

も

の

と

し

、

当

該

職

員

に

つ

い

て

適

用

さ

れ

る

第

五

条

基

礎

給

料

月

額

は

、

同

項

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

に

規

定

す

る

給

料

月

額

に

つ

い

て

特

定

日

の

給

料

表

の

給

料

月

額

欄

に

掲

げ

る

給

料

月

額

を

用

い

て

、

算

出

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

特

例

任

用

後

降

任

職

員

に

対

す

る

給

与

条

例

附

則

第

十

七

項

等

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

支

給

）

 

第

六

条

 

特

例

任

用

後

降

任

職

員

で

あ

っ

て

、

仮

定

異

動

期

間

末

日

（

定

年

条

例

第

九

条

の

規

定

に

よ

る

異

動

期

間

の

延

長

が

な

い

も

の

と

し

た

場

合

に

お

け

る

異

動

期

間

の

末

日

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

前

日

か

ら

引

き

続

き

同

一

の

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

異

動

日

に

給

与

条

例

附

則

第

十

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

職

員

が

受

け

る

給

料

月

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

異

動

日

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

が

異

動

日

の

前

日

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

（

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

か

ら

異

動

日

の

前

々

日

ま

で

の

間

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

に

、

こ

れ

よ

り

も

多

い

給

料

月

額

が

あ

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

最

も

多

い

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

）

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

当

該

額

に

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

第

六

条

基

礎

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

る

職

員

（

次

条

第

一

項

第

一

号

及

び

第

三

号

か

ら

第

五

号

ま

で

並

び

に

第

三

項

に

該

当

す

る

職

員

を

除

く

。

）

に

は

、

異

動

日

以

後

、

第

六

条

基

礎

給

料

月

額

と

異

動

日

給

料

月
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額

と

の

差

額

に

相

当

す

る

額

を

、

給

与

条

例

附

則

第

十

七

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

十

四

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

と

し

て

支

給

す

る

。

 

２

 

前

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

額

と

当

該

給

料

を

支

給

さ

れ

る

職

員

の

受

け

る

給

料

月

額

と

の

合

計

額

が

上

限

額

を

超

え

る

場

合

に

お

け

る

同

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

第

六

条

基

礎

給

料

月

額

と

異

動

日

給

料

月

額

と

の

差

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

上

限

額

と

当

該

職

員

の

受

け

る

給

料

月

額

と

の

差

額

」

と

す

る

。

 

第

七

条

 

特

例

任

用

後

降

任

職

員

で

あ

っ

て

、

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

か

ら

引

き

続

き

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

職

員

と

な

り

、

異

動

日

に

給

与

条

例

附

則

第

十

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

職

員

が

受

け

る

給

料

月

額

（

異

動

日

後

に

第

一

号

、

第

二

号

又

は

第

四

号

に

掲

げ

る

職

員

と

な

っ

た

も

の

に

あ

っ

て

は

、

異

動

日

に

当

該

各

号

に

掲

げ

る

職

員

に

な

っ

た

も

の

と

し

た

場

合

に

異

動

日

に

給

与

条

例

附

則

第

十

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

職

員

が

受

け

る

こ

と

と

な

る

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

異

動

日

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

が

当

該

各

号

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

額

（

第

二

号

及

び

第

四

号

イ

に

掲

げ

る

職

員

以

外

の

職

員

に

あ

っ

て

は

、

当

該

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

第

七

条

基

礎

給

料

月

額

」

と
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い

う

。

）

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

る

職

員

に

は

、

異

動

日

以

後

の

当

該

各

号

に

掲

げ

る

職

員

と

な

っ

た

日

以

後

、

第

七

条

基

礎

給

料

月

額

と

異

動

日

給

料

月

額

と

の

差

額

に

相

当

す

る

額

を

、

給

与

条

例

附

則

第

十

七

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

十

四

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

と

し

て

支

給

す

る

。

 

 

一

 

仮

定

異

動

期

間

末

日

以

後

に

給

料

表

異

動

等

を

し

た

職

員

（

次

号

に

掲

げ

る

職

員

を

除

く

。

）

 

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

に

当

該

給

料

表

異

動

等

が

あ

り

、

同

日

か

ら

異

動

日

の

前

日

ま

で

当

該

給

料

表

異

動

等

後

に

適

用

さ

れ

て

い

る

給

料

表

及

び

初

任

給

基

準

表

に

お

け

る

初

任

給

の

定

め

が

引

き

続

き

適

用

さ

れ

て

い

る

も

の

と

し

た

場

合

（

給

料

表

異

動

等

が

二

回

以

上

あ

っ

た

場

合

に

あ

っ

て

は

、

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

に

そ

れ

ら

の

給

料

表

異

動

等

が

順

次

あ

り

、

同

日

か

ら

異

動

日

の

前

日

ま

で

こ

れ

ら

の

給

料

表

異

動

等

後

に

適

用

さ

れ

て

い

る

給

料

表

及

び

初

任

給

基

準

表

に

お

け

る

初

任

給

の

定

め

が

引

き

続

き

適

用

さ

れ

て

い

る

も

の

と

し

た

場

合

）

の

同

日

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

（

こ

れ

ら

の

場

合

に

お

い

て

、

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

か

ら

異

動

日

の

前

々

日

ま

で

の

間

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

に

、

こ

れ

よ

り

も

多

い

給

料

月

額

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

う

ち

最

も

多

い

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

）

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

 

 

二

 

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

以

後

に

指

定

職

給

料

表

の

適

用

を

受

け

て

い

た

職

員

で

あ

っ

て

、

同

日

後

に

給

料

表

異

動

を

し

た

職

員

 

異

動

日

の

前

日

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月
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額

（

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

か

ら

異

動

日

の

前

々

日

ま

で

の

間

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

に

、

こ

れ

よ

り

も

多

い

給

料

月

額

が

あ

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

最

も

多

い

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

）

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

当

該

額

に

、

五

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

百

円

以

上

千

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

千

円

に

切

り

上

げ

た

額

）

 

 

三

 

仮

定

異

動

期

間

末

日

か

ら

異

動

日

ま

で

の

間

に

降

格

（

職

員

の

同

意

を

得

て

行

う

も

の

を

除

く

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

又

は

降

給

を

し

た

職

員

 

異

動

日

の

前

日

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

（

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

か

ら

異

動

日

の

前

々

日

ま

で

の

間

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

に

、

こ

れ

よ

り

も

多

い

給

料

月

額

が

あ

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

最

も

多

い

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

）

か

ら

、

当

該

降

格

又

は

降

給

を

し

た

日

に

当

該

降

格

又

は

降

給

が

な

い

も

の

と

し

た

場

合

の

同

日

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

と

当

該

降

格

又

は

降

給

後

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

と

の

差

額

（

降

格

又

は

降

給

を

二

回

以

上

し

た

場

合

に

あ

っ

て

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

当

該

差

額

の

合

計

額

）

に

相

当

す

る

額

を

減

じ

た

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額
 

 

四

 

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

以

後

に

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

と

な

っ

た

職

員

 

次

に

掲

げ

る

職

員

の

区

分

に

応

じ

、

次

に

定

め

る

額
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イ

異

動

日

以

後

に

現

に

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

で

あ

る

職

員

異

動

日

の

前

日

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

（

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

か

ら

異

動

日

の

前

々

日

ま

で

の

間

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

に

、

こ

れ

よ

り

も

多

い

給

料

月

額

が

あ

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

最

も

多

い

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

）

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

当

該

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

）

に

算

出

率

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

円

位

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

端

数

を

切

り

捨

て

た

額

）

ロ

イ

に

掲

げ

る

職

員

以

外

の

職

員

異

動

日

の

前

日

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

（

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

か

ら

異

動

日

の

前

々

日

ま

で

の

間

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

に

、

こ

れ

よ

り

も

多

い

給

料

月

額

が

あ

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

最

も

多

い

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

）

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

五

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

か

ら

異

動

日

ま

で

の

間

の

給

料

表

の

給

料

月

額

が

増

額

改

定

又

は

減

額

改

定

を

さ

れ

た

職

員

異

動

日

の

前

日

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

異

動

日

の

給

料

表

の

給

料

月

額

欄

に

掲

げ

る

給

料

月

額

（

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

か

ら

異

動

日

の

前

々

日

ま

で

の

間

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

異

動

日

の

給

料

表

の

給

料

月

額

欄

に

掲

げ

る

給

料

月

額

に

、

こ

れ

よ

り

も

多

い

給

料

月

額

が

あ

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

最

も

多

い

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

）
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に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

２

前

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

額

と

当

該

給

料

を

支

給

さ

れ

る

職

員

の

受

け

る

給

料

月

額

と

の

合

計

額

が

上

限

額

を

超

え

る

場

合

に

お

け

る

同

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

第

七

条

基

礎

給

料

月

額

と

異

動

日

給

料

月

額

と

の

差

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

上

限

額

と

当

該

職

員

の

受

け

る

給

料

月

額

と

の

差

額

」

と

す

る

。

３

第

一

項

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

職

員

で

あ

っ

て

、

第

五

号

に

掲

げ

る

職

員

に

該

当

す

る

職

員

に

対

す

る

前

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

該

職

員

は

第

一

項

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

職

員

で

あ

る

も

の

と

し

、

当

該

職

員

に

つ

い

て

適

用

さ

れ

る

第

七

条

基

礎

給

料

月

額

は

、

同

項

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

に

規

定

す

る

給

料

月

額

に

つ

い

て

異

動

日

の

給

料

表

の

給

料

月

額

欄

に

掲

げ

る

給

料

月

額

を

用

い

て

、

算

出

す

る

も

の

と

す

る

。

（

降

任

相

当

給

料

表

異

動

を

し

た

職

員

に

対

す

る

給

与

条

例

則

第

十

八

項

等

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

支

給

）

第

八

条

降

任

相

当

給

料

表

異

動

（

法

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

他

の

職

へ

の

転

任

に

伴

う

給

料

表

異

動

の

う

ち

、

当

該

給

料

表

異

動

後

の

職

員

の

職

務

の

級

が

当

該

給

料

表

異

動

の

前

日

に

給

料

表

異

動

が

あ

っ

た

も

の

と

し

た

場

合

の

職

員

の

職

務

の

級

よ

り

下

位

の

職

務

の

級

と

な

る

場

合

の

も

の

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

及

び

次

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

し

た

職

員

（

第

一

項

特
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例

任

用

職

員

又

は

第

三

項

特

例

任

用

職

員

か

ら

降

任

相

当

給

料

表

異

動

を

し

た

職

員

を

除

く

。

）

で

あ

っ

て

、

降

任

相

当

転

任

日

（

当

該

降

任

相

当

給

料

表

異

動

を

し

た

日

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

及

び

次

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

前

日

か

ら

引

き

続

き

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

特

定

日

に

給

与

条

例

附

則

第

十

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

職

員

が

受

け

る

給

料

月

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

特

定

日

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

が

降

任

相

当

転

任

日

の

前

日

に

降

任

相

当

転

任

日

に

お

い

て

適

用

さ

れ

る

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

も

の

と

し

た

場

合

に

当

該

職

員

が

受

け

る

こ

と

と

な

る

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

当

該

額

に

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

第

八

条

基

礎

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

る

職

員

に

は

、

特

定

日

以

後

、

第

八

条

基

礎

給

料

月

額

と

特

定

日

給

料

月

額

と

の

差

額

に

相

当

す

る

額

を

、

給

与

条

例

附

則

第

十

八

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

十

五

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

と

し

て

支

給

す

る

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

額

と

当

該

給

料

を

支

給

さ

れ

る

職

員

の

受

け

る

給

料

月

額

と

の

合

計

額

が

上

限

額

を

超

え

る

場

合

に

お

け

る

同

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

第

八

条

基

礎

給

料

月

額

と

特

定

日

給

料

月

額

と

の

差

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

上

限

額

と

当

該

職

員

の

受

け

る

給

料

月

額

と

の

差

額

」

と

す

る

。
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３

 
降

任

相

当

転

任

日

の

前

日

か

ら

特

定

日

ま

で

の

間

の

給

料

表

の

給

料

月

額

が

増

額

改

定

又

は

減

額

改

定

を

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

前

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

該

職

員

に

つ

い

て

適

用

さ

れ

る

第

八

条

基

礎

給

料

月

額

は

、

第

一

項

に

当

該

規

定

す

る

給

料

月

額

に

つ

い

て

特

定

日

の

給

料

表

の

給

料

月

額

欄

に

掲

げ

る

給

料

月

額

を

用

い

て

、

算

出

す

る

も

の

と

す

る

。

 

第

九

条

 

第

一

項

特

例

任

用

職

員

又

は

第

三

項

特

例

任

用

職

員

か

ら

降

任

相

当

給

料

表

異

動

を

し

た

職

員

で

あ

っ

て

、

降

任

相

当

転

任

日

の

前

日

か

ら

引

き

続

き

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

降

任

相

当

転

任

日

に

給

与

条

例

附

則

第

十

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

職

員

が

受

け

る

給

料

月

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

転

任

日

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

が

降

任

相

当

転

任

日

の

前

日

に

降

任

相

当

転

任

日

に

お

い

て

適

用

さ

れ

る

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

も

の

と

し

た

場

合

の

降

任

相

当

転

任

日

の

前

日

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

（

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

に

当

該

給

料

表

の

適

用

を

受

け

、

同

日

か

ら

降

任

相

当

転

任

日

の

前

日

ま

で

当

該

給

料

表

が

引

き

続

き

適

用

さ

れ

て

い

る

も

の

と

し

た

場

合

に

、

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

か

ら

降

任

相

当

転

任

日

の

前

々

日

ま

で

の

間

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

に

、

こ

れ

よ

り

も

多

い

給

料

月

額

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

う

ち

最

も

多

い

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

）

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

当

該

額

に

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

。

以

下

こ

の
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条

に

お

い

て

「

第

九

条

基

礎

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

る

職

員

に

は

、

降

任

相

当

転

任

日

以

後

、

第

九

条

基

礎

給

料

月

額

と

転

任

日

給

料

月

額

と

の

差

額

に

相

当

す

る

額

を

、

給

与

条

例

附

則

第

十

八

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

十

五

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

と

し

て

支

給

す

る

。

 

２

 

前

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

額

と

当

該

給

料

を

支

給

さ

れ

る

職

員

の

受

け

る

給

料

月

額

と

の

合

計

額

が

上

限

額

を

超

え

る

場

合

に

お

け

る

同

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

第

九

条

基

礎

給

料

月

額

と

転

任

日

給

料

月

額

と

の

差

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

上

限

額

と

当

該

職

員

の

受

け

る

給

料

月

額

と

の

差

額

」

と

す

る

。
 

３

 

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

か

ら

降

任

相

当

転

任

日

ま

で

の

間

の

給

料

表

の

給

料

月

額

が

増

額

改

定

又

は

減

額

改

定

を

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

前

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

該

職

員

に

つ

い

て

適

用

さ

れ

る

第

九

条

基

礎

給

料

月

額

は

、

第

一

項

各

号

に

規

定

す

る

給

料

月

額

に

つ

い

て

降

任

相

当

転

任

日

の

給

料

表

の

給

料

月

額

欄

に

掲

げ

る

給

料

月

額

を

用

い

て

、

算

出

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

特

例

任

用

期

間

降

格

等

職

員

に

対

す

る

給

与

条

例

附

則

第

十

八

項

等

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

支

給

）

 

第

十

条

 

特

例

任

用

期

間

降

格

等

職

員

（

第

三

項

特

例

任

用

職

員

の

う

ち

、

仮

定

異

動

期

間

末

日

か

ら

法

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

他

の

職

へ

の

昇

任

、

降

任

又

は

転

任

を

さ

れ

る

日

の

前

日

ま

で

の

間

に

お

い

て

、

降

格

（

職

員

の

同

意

を

得

て

行

う

も

の

に

限

る

。

）

を

さ

れ

た

職
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員

又

は

初

任

給

規

則

第

二

十

一

条

の

二

の

規

定

若

し

く

は

給

料

表

異

動

に

よ

り

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

っ

た

職

員

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

で

あ

っ

て

、

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

か

ら

引

き

続

き

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

特

例

任

用

期

間

降

格

等

職

員

と

な

っ

た

日

（

当

該

日

が

二

以

上

あ

る

と

き

は

、

当

該

日

の

う

ち

最

も

遅

い

日

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

給

与

条

例

附

則

第

十

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

職

員

が

受

け

る

給

料

月

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

降

格

等

相

当

日

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

が

、

特

例

任

用

期

間

降

格

等

職

員

と

な

っ

た

日

の

前

日

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

（

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

か

ら

特

例

任

用

期

間

降

格

等

職

員

と

な

っ

た

日

の

前

々

日

ま

で

の

間

の

そ

の

者

の

号

給

等

に

対

応

す

る

給

料

月

額

に

、

こ

れ

よ

り

も

多

い

給

料

月

額

が

あ

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

最

も

多

い

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

）

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

以

後

に

指

定

職

給

料

表

の

適

用

を

受

け

て

い

た

職

員

以

外

の

職

員

に

あ

っ

て

は

当

該

額

に

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

、

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

以

後

に

指

定

職

給

料

表

の

適

用

を

受

け

て

い

た

職

員

に

あ

っ

て

は

当

該

額

に

五

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

百

円

以

上

千

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

千

円

に

切

り

上

げ

た

額

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

第

十

条

基

礎

給
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料

月

額

」

と

い

う

。

）

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

る

職

員

に

は

、

特

例

任

用

期

間

降

格

等

職

員

と

な

っ

た

日

か

ら

法

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

他

の

職

へ

の

昇

任

、

降

任

又

は

転

任

を

さ

れ

る

日

の

前

日

ま

で

の

間

、

第

十

条

基

礎

給

料

月

額

と

降

格

等

相

当

日

給

料

月

額

と

の

差

額

に

相

当

す

る

額

を

、

給

与

条

例

附

則

第

十

八

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

十

五

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

と

し

て

支

給

す

る

。

 

２

 

前

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

額

と

当

該

給

料

を

支

給

さ

れ

る

職

員

の

受

け

る

給

料

月

額

と

の

合

計

額

が

上

限

額

を

超

え

る

場

合

に

お

け

る

同

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

第

十

条

基

礎

給

料

月

額

と

降

格

等

相

当

日

給

料

月

額

と

の

差

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

上

限

額

と

当

該

職

員

の

受

け

る

給

料

月

額

と

の

差

額

」

と

す

る

。

 

３

 

仮

定

異

動

期

間

末

日

の

前

日

か

ら

特

例

任

用

期

間

降

格

等

職

員

と

な

っ

た

日

ま

で

の

間

の

給

料

表

の

給

料

月

額

が

増

額

改

定

又

は

減

額

改

定

を

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

前

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

該

職

員

に

つ

い

て

適

用

さ

れ

る

第

十

条

基

礎

給

料

月

額

は

、

第

一

項

各

号

に

規

定

す

る

給

料

月

額

に

つ

い

て

特

例

任

用

期

間

降

格

等

職

員

と

な

っ

た

日

の

給

料

表

の

給

料

月

額

欄

に

掲

げ

る

給

料

月

額

を

用

い

て

、

算

出

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

警

察

法

第

五

十

六

条

の

四

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

任

命

に

よ

り

職

員

と

な

っ

た

者

に

対

す

る

給

与

条

例

附

則

第

十

八

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

支

給

）
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第

十

一

条

 

警

察

法

（

昭

和

二

十

九

年

法

律

第

百

六

十

二

号

）

第

五

十

六

条

の

四

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

任

命

を

さ

れ

た

職

員

の

う

ち

、

任

命

日

以

後

に

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

と

な

っ

た

職

員

で

あ

っ

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

職

員

と

な

り

、

任

命

日

に

給

与

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

職

員

が

受

け

る

給

料

月

額

（

任

命

日

以

後

に

第

一

号

又

は

第

二

号

に

掲

げ

る

職

員

と

な

っ

た

も

の

に

あ

っ

て

は

、

任

命

日

に

当

該

各

号

に

掲

げ

る

職

員

と

な

っ

た

も

の

と

し

た

場

合

に

任

命

日

に

同

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

職

員

が

受

け

る

こ

と

と

な

る

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

任

命

日

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

が

当

該

各

号

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

額

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

第

十

一

条

基

礎

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

る

職

員

に

は

、

任

命

日

以

後

の

当

該

各

号

に

掲

げ

る

職

員

と

な

っ

た

日

以

後

、

第

十

一

条

基

礎

給

料

月

額

と

任

命

日

給

料

月

額

と

の

差

額

に

相

当

す

る

額

を

、

給

与

条

例

附

則

第

十

八

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

と

し

て

支

給

す

る

。

 

 

一

 

任

命

日

以

後

に

現

に

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

で

あ

る

職

員

 

任

命

日

の

前

日

に

当

該

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

一

般

職

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

九

十

五

号

。

以

下

「

給

与

法

」

と

い

う

。

）

第

六

条

第

一

項

に

規

定

す

る

公

安

職

俸

給

表

㈠

の

職

務

の

級

及

び

号

俸

に

対

応

す

る

俸

給

月

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

当

該

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ
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を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

）

に

算

出

率

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

円

位

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

端

数

を

切

り

捨

て

た

額

）

 

二

 

前

号

に

掲

げ

る

職

員

以

外

の

職

員

 

任

命

日

の

前

日

に

当

該

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

給

与

 

法

第

六

条

第

一

項

に

規

定

す

る

公

安

職

俸

給

表

㈠

の

職

務

の

級

及

び

号

俸

に

対

応

す

る

俸

給

月

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

当

該

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

）

 

（

人

事

交

流

等

職

員

に

対

す

る

給

与

条

例

附

則

第

十

八

項

等

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

支

給

）

 

第

十

二

条

 

給

与

条

例

、

学

校

職

員

給

与

条

例

若

し

く

は

東

京

都

公

営

企

業

職

員

の

給

与

の

種

類

及

び

基

準

に

関

す

る

条

例

(

昭

和

二

十

八

年

東

京

都

条

例

第

十

九

号

)

の

適

用

を

受

け

る

者

か

ら

の

異

動

に

よ

り

、

又

は

初

任

給

規

則

第

十

五

条

各

号

若

し

く

は

学

校

職

員

初

任

給

規

則

第

五

条

各

号

に

掲

げ

る

者

か

ら

の

人

事

交

流

等

に

よ

り

引

き

続

い

て

管

理

監

督

職

以

外

の

職

に

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

人

事

交

流

等

職

員

」

と

い

う

。

）

の

う

ち

人

事

交

流

等

職

員

と

な

っ

た

日

（

当

該

日

が

二

以

上

あ

る

と

き

は

、

当

該

日

の

う

ち

最

も

遅

い

日

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

前

に

職

員

で

あ

っ

た

も

の

と

し

た

場

合

に

異

動

日

と

み

な

さ

れ

る

日

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

み

な

し

異

動

日

」

と

い

う

。

）

が

あ

る

者

で

あ

っ

て

、

人

事

交

流

等

職

員

と

な

っ

た

日

か

ら

引

き

続

き

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

特

定

日

に

給

与

条

例

附

則

第

十

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付
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則

第

九

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

職

員

が

受

け

る

給

料

月

額

（

人

事

交

流

等

職

員

と

な

っ

た

日

が

六

十

歳

（

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

四

年

東

京

都

条

例

第

 
 

号

）

に

よ

る

改

正

前

の

定

年

条

例

第

三

条

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

に

あ

っ

て

は

、

六

十

三

歳

）

に

達

し

た

日

後

に

お

け

る

最

初

の

四

月

一

日

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

仮

定

特

定

日

」

と

い

う

。

）

後

で

あ

る

と

き

は

、

仮

定

特

定

日

に

職

員

で

あ

っ

た

も

の

と

し

て

給

与

条

例

附

則

第

十

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

が

適

用

さ

れ

た

場

合

に

仮

定

特

定

日

に

当

該

職

員

が

受

け

る

こ

と

と

な

る

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

特

定

日

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

が

み

な

し

異

動

日

の

前

日

に

職

員

と

な

っ

た

も

の

と

し

た

場

合

に

当

該

職

員

が

受

け

る

こ

と

と

な

る

給

料

月

額

に

相

当

す

る

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

当

該

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

第

十

二

条

基

礎

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

る

職

員

に

は

、

人

事

交

流

等

職

員

と

な

っ

た

日

（

特

定

日

前

に

人

事

交

流

等

職

員

と

な

っ

た

場

合

に

あ

っ

て

は

、

特

定

日

）

以

後

、

第

十

二

条

基

礎

給

料

月

額

と

特

定

日

給

料

月

額

と

の

差

額

に

相

当

す

る

額

を

、

給

与

条

例

附

則

第

十

八

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

十

五

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

と

し

て

支

給

す

る

。

 

２

 

前

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

額

と

当

該

給

料

を

支

給

さ

れ

る

職

員

の

受

け

る

給

料

月

額

と

の

合

計
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額

が

上

限

額

を

超

え

る

場

合

に

お

け

る

同

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

第

十

二

条

基

礎

給

料

月

額

と

特

定

日

給

料

月

額

と

の

差

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

上

限

額

と

当

該

職

員

の

受

け

る

給

料

月

額

と

の

差

額

」

と

す

る

。

 

３

 

給

料

月

額

の

改

定

を

す

る

条

例

の

制

定

に

よ

り

、

み

な

し

異

動

日

の

前

日

か

ら

特

定

日

（

人

事

交

流

等

職

員

と

な

っ

た

日

が

仮

定

特

定

日

後

で

あ

る

と

き

は

、

仮

定

特

定

日

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

ま

で

の

間

の

給

料

表

の

給

料

月

額

が

改

定

さ

れ

た

場

合

に

お

け

る

前

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

人

事

交

流

等

職

員

に

つ

い

て

適

用

さ

れ

る

第

十

二

条

基

礎

給

料

月

額

は

、

第

一

項

に

規

定

す

る

給

料

月

額

に

つ

い

て

特

定

日

の

給

料

表

の

給

料

月

額

欄

に

掲

げ

る

給

料

月

額

を

用

い

て

、

算

出

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

こ

の

規

則

に

よ

り

難

い

場

合

の

措

置

）

 

第

十

三

条

 

任

命

権

者

は

、

定

年

の

引

上

げ

に

伴

う

給

与

の

特

例

措

置

に

関

し

、

こ

の

規

則

に

よ

り

難

い

場

合

は

、

あ

ら

か

じ

め

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

、

別

に

定

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

雑

則

）

 

第

十

四

条

 

こ

の

規

則

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

給

与

条

例

附

則

第

十

三

項

、

第

十

五

項

、

第

十

七

項

若

し

く

は

第

十

八

項

又

は

学

校

職

員

給

与

条

例

付

則

第

十

二

項

、

第

十

四

項

若

し

く

は

第

十

五

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

支

給

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

人

事

委

員

会

が

定

め

る

。
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附

 

則

 
こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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初

任

給

調

整

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

四

年

 

月

 

日

 

東

 

京

 

都

 

人

 

事

 

委

 

員

 

会

 

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

初

任

給

調

整

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則
 

初

任

給

調

整

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

八

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

第

一

項

第

四

号

中

「

及

び

都

立

病

院

」

を

削

る

。

 

付

則

第

二

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

２

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

六

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

条

中

「

別

表

第

一

」

と

あ

る

の

は

「

付

則

別

表

第

一

」

と

、
「

別

表

第

二

」

と

あ

る

の

は

「

付

則

別

表

第

二

」

と

す

る

。

 

付

則

第

三

項

を

削

る

。
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付

則

第

二

項

の

次

に

付

則

別

表

と

し

て

次

の

二

表

を

加

え

る

。
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付則別表第１（付則第２項関係）

円 円 円

188,000 122,600 85,300

（２）
（１）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（３）
（２）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（４）
（３）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（５）
（４）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（６）
（５）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（７）
（６）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（８）
（７）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（９）
（８）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（10）
（９）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（11）
（10）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（12）
（11）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（13）
（12）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（14）
（13）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（15）
（14）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（16）
（15）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（17）
（16）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（18）
（17）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（19）
（18）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

（20）
（19）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

188,000 122,600 85,300

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職員の区分

期間の区分

第３条第２号
の職員及び第
４条第２号の
職員

第３条第４号
の職員及び第
４条第４号の
職員

第３条第６号
の職員及び第
４条第６号の
職員

（１）
採用の日又は第４条第２号、第４号及び第６号の職員
となつた日からその者の大学卒業の日の属する年の翌
年の３月31日までの期間
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（21）
（20）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

182,100 117,300 80,800

（22）
（21）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

176,500 111,900 76,200

（23）
（22）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

170,800 106,700 71,700

（24）
（23）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

165,100 101,400 67,100

（25）
（24）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

159,500 96,000 62,600

（26）
（25）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

153,800 91,100 58,400

（27）
（26）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

148,100 86,200 54,200

（28）
（27）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

142,500 81,400 50,000

（29）
（28）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

136,600 76,500 45,900

（30）
（29）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

130,800 71,700 41,900

（31）
（30）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

125,800 67,300 38,200

（32）
（31）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

120,800 62,900 34,400

（33）
（32）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

116,000 58,500 30,700

（34）
（33）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

111,200 55,200 28,100

（35）
（34）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

106,200 51,900 25,500

（36）
（35）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

101,400 48,700 22,900

（37）
（36）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

96,600 45,600 20,400

（38）
（37）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

91,800 42,500 17,800

（39）
（38）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

87,200 39,500 15,200

（40）
（39）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月31日
までの期間

82,600 36,400 12,600
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付則別表第２（付則第２項関係）

第３条第７号の職員
及び第４条第７号の
職員

円

4,100

（２）
（１）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月
31日までの期間

3,800

（３）
（２）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月
31日までの期間

2,700

（４）
（３）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月
31日までの期間

1,700

（５）
（４）の期間の満了する日の翌日から翌年の３月
31日までの期間

600

職員の区分

期間の区分

（１）
採用の日又は第４条第７号の職員となつた日から
その者の学校等卒業の日又は修業年限の経過した
日の属する年の翌年の３月31日までの期間
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附

則

こ

の

規

則

は

、
令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
た

だ

し

、

第

二

条

第

一

項

第

四

号

の

改

正

規

定

は

、

令

和

四

年

七

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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４人委任第 4 4 号 

令和４年６月 22 日 

 

各 任 命 権 者 殿 
 

 
 

東 京 都 人 事 委 員 会 

委員長  青山 佾 

 

 

 

「初任給調整手当に関する規則の運用について」の一部改正について 

 

 
「初任給調整手当に関する規則の運用について（昭和 42年３月 30日付 42人委発第 113

号）」の一部を下記のように改正しましたので、令和４年７月１日以降これにより実施し 

てください。 

 
記 

 

 
第３条関係を削る。  

別表規則第２条第１項第４号の職の項中「各病院」を削る。 
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初

任

給

、

昇

格

及

び

昇

給

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

四

年

六

月

 
 

日

 

東

京

都

人

事

委

員

会

 

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

 

号

 

初

任

給

、

昇

格

及

び

昇

給

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

初

任

給

、

昇

格

及

び

昇

給

等

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

八

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

別

表

第

八

イ

の

部

一

の

項

中
 

「

 
東

京
都

病
院

経
営

本
部

(
都

立
病

院
を

除
く

。
)
 

経
営

企
画

部
長

 
 

を

 
 

東
京

都
中

央
卸

売
市

場
 

管
理

部
長

 

」

 

 

「

 
東

京
都

中
央

卸
売

市
場

 
管

理
部

長
 

」

 

に

 

改

め

、

同

部

二

の

項

及

び

同

部

三

の

項

中

 

「

 
東

京
都

病
院

経
営

本
部

(
都

立
病

院
を

除
く

。
)
 

 

を
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東

京
都

中
央

卸
売

市
場

 

」

 

 

「

 
東

京
都

中
央

卸
売

市
場

 

」

 

に

改

め

る

。

 
 

附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

七

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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４ 人 委 任 第 4 4 号  

令 和 ４ 年 ６ 月 2 2日  

 

各 任 命 権 者  殿  

 

東 京 都 人 事 委 員 会  

            委 員 長  青 山  佾  

 

「 初 任 給 、 昇 格 及 び 昇 給 等 に 関 す る 規 則 の 運  

用 に つ い て 」 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

「 初 任 給 、 昇 格 及 び 昇 給 等 に 関 す る 規 則 の 運 用 に つ い て  

（ 昭 和 5 0 年 1 2 月 2 5 日 付 5 0 人 委 第 1 2 0 0 号 ） 」 の 一 部 を 下 記 の

よ う に 改 正 し ま し た の で 、 令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 以 降 こ れ に よ

り 実 施 し て く だ さ い 。  

 

記  

 

昇 格 時 職 務 区 分 別 号 給 表 関 係 （ 第 2 0 条 関 係 ） 第 ２ 項 を 削

り 、 第 ３ 項 を 第 ２ 項 と し 、 第 ４ 項 か ら 第 1 1 項 ま で を １ 項 ず

つ 繰 り 上 げ る 。  

別 表 第 ３  ２ の 部 二 の 款 ⑴ の 項 中 「 海 技 専 攻 課 程 （ 海 上

技 術 コ ー ス （ 航 海 ） 及 び 同 コ ー ス （ 機 関 ） に 限 る 。 ） 及 び

海 技 課 程 専 修 科 」 を 「 海 技 課 程 専 修 科 若 し く は 航 海 専 科 又

は 海 技 専 攻 課 程（ 海 上 技 術 コ ー ス（ 航 海 ）及 び 同 コ ー ス（ 機

関 ） に 限 る 。 ） 」 に 改 め る 。  
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公

益

的

法

人

等

へ

の

東

京

都

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

六

月

 

日

 

東

京

都

人

事

委

員

会

 

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

 

号

 

 
 

 

公

益

的

法

人

等

へ

の

東

京

都

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

公

益

的

法

人

等

へ

の

東

京

都

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

四

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

第

一

中

 

「

 

 

一

般

財

団

法

人

地

方

債

協

会

 

一

般

財

団

法

人

東

京

学

校

支

援

機

構

  

」

 

を

「

一

般

財

団

法

人

地

方

債

協

会

」

に

、

「

 

公

益

財

団

法

人

東

京

オ

リ

ン

ピ

ッ

ク

・

パ

ラ

リ

ン

ピ

ッ

ク

競

技

大

会

組

織

委

員

会

」

を

 

「

 

 

公

益

財

団

法

 

公

益

財

団

法

 

人

東

京

オ

リ

ン

ピ

ッ

ク

・

パ

ラ

リ

ン

ピ

ッ

ク

競

技

大

会

組

織

委

員

会

 

人

東

京

学

校

支

援

機

構

 

 

」

 

に

、

 

「

 

公

益

財

団

法

人

東

京

都

 

公

益

財

団

法

人

東

京

都

 

防

災

・

建

築

ま

ち

づ

く

り

セ

ン

タ

ー

 

保

健

医

療

公

社

 

 

」

 

を

「

公

益

財

団

法

人

東

京

都

防

災

・

建

築

ま

ち

づ

く

り

セ

ン

タ
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ー

」

に

、

「

地

方

独

立

行

政

法

人

東

京

都

立

産

業

技

術

研

究

セ

ン

タ

ー

」

を

 

「

 

 

地

方

独

立

行

政

法

人

東

 

地

方

独

立

行

政

法

人

東

 

京

都

立

産

業

技

術

研

究

セ

ン

タ

ー

 

京

都

立

病

院

機

構
 

 

」

 

に

、

「

特

定

非

営

利

活

動

法

人

全

国

万

引

犯

罪

防

止

機

構

」

を

 

「

 

特

定

非

営

利

活

動

法

人

全

国

万

引

犯

罪

防

止

機

構

 

独

立

行

政

法

人

国

際

協

力

機

構

 

 

」

 

に

改

め

る

。

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

七

月

一

日

か

ら

施

行

し

、

こ

の

規

則

（

別

表

第

一

中

 

「

 

一

般

財

団

法

人

地

 

一

般

財

団

法

人

東

 

方

債

協

会

 

京

学

校

支

援

機

構

  

」

 

を

「

一

般

財

団

法

人

地

方

債

協

会

」

に

、

「

公

益

財

団

法

人

東

京

オ

リ

ン

ピ

ッ

ク

 

・

パ

ラ

リ

ン

ピ

ッ

ク

競

技

大

会

組

織

委

員

会

」

を

 
「

 

 
公

益

財

団

法

人

東

京

オ

リ

ン

ピ

ッ

ク

・

パ

ラ

リ

ン

 
公

益

財

団

法

人

東

京

学

校

支

援

機

構
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ピ

ッ

ク

競

技

大

会

組

織

委

員

会

 

 

 

」

 

に

改

め

る

改

正

規

定

に

限

る

。

）

に

よ

る

改

正

後

の

公

益

的

法

人

等

 

へ

の

東

京

都

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

規

則

の

規

定

は

、

同

年

四

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。
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東

京

都

職

員

の

退

職

管

理

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

四

年

六

月

 

日

 

東

京

都

人

事

委

員

会

 

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

 

号

 

東

京

都

職

員

の

退

職

管

理

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

東

京

都

職

員

の

退

職

管

理

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

八

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

十

二

条

第

一

項

中

第

二

号

を

削

り

、

第

三

号

を

第

二

号

と

し

、

第

四

号

を

第

三

号

と

す

る

。

 

  

別

表

第

一

中

 

「

 

一

般

財

団

法

人

地

方

債

協

会

 

一

般

財

団

法

人

東

京

学

校

支

援

機

構

 

」

 

を

「

一

般

財

団

法

人

地

方

債

協

会

」

に

、

「

 

公

益

財

団

法

人

東

京

オ

リ

ン

ピ

ッ

ク

・

パ

ラ

リ

ン

ピ

ッ

ク

競

技

大

会

組

織

委

員

会

」

を

 

「

 

公

益

財

団

法

 

公

益

財

団

法

 

人

東

京

オ

リ

ン

ピ

ッ

ク

・

パ

ラ

リ

ン

ピ

ッ

ク

競

技

大

会

組

織

委

員

会

 

人

東

京

学

校

支

援

機

構

 

」

 

に

、

 

「

 

公

益

財

団

法

人

東

京

都

 

公

益

財

団

法

人

東

京

都
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防

災

・

建

築

ま

ち

づ

く

り

セ

ン

タ

ー

 

保

健

医

療

公

社

 

」

 

を

「

公

益

財

団

法

人

東

京

都

防

災

・

建

築

ま

ち

づ

く

り

セ

ン

タ

 

ー

」

に

、

「

特

定

非

営

利

活

動

法

人

全

国

万

引

犯

罪

防

止

機

構

」

を

 

「

 

特

定

非

営

利

活

動

法

人

全

国

万

 

独

立

行

政

法

人

国

際

協

力

機

構

 

引

犯

罪

防

止

機

構

 

 

」

 
に

改

め

る

。

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

七

月

一

日

か

ら

施

行

し

、

こ

の

規

則

（

別

表

第

一

中

 

「

 

一

般

財

団

法

人

地

 

一

般

財

団

法

人

東

 

方

債

協

会

 

京

学

校

支

援

機

構

 

」

 

を

「

一

般

財

団

法

人

地

方

債

協

会

」

に

、

「

公

益

財

団

法

人

東

京

オ

リ

ン

ピ

ッ

 

ク

・

パ

ラ

リ

ン

ピ

ッ

ク

競

技

大

会

組

織

委

員

会

」

を

 
「

 

公

益

財

団

法

人

東

京

オ

リ

ン

ピ

ッ

ク

・

パ

ラ

リ

 

公

益

財

団

法

人

東

京

学

校

支

援

機

構
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ン

ピ

ッ

ク

競

技

大

会

組

織

委

員

会

 

 
 

」

 

に

改

め

る

改

正

規

定

に

限

る

。

）

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

職

 

員

の

退

職

管

理

に

関

す

る

規

則

の

規

定

は

、

同

年

四

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。
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～ 目 次 ～ 

Ⅱ 東京都規則等の一部改正 

１ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（３頁） 

２ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（７頁） 

３ 職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則（13頁） 

４ 学校職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則（15頁） 

５ 地域手当に関する規則の一部を改正する規則（17頁） 

６ 学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則（18頁） 

７ 職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則（21頁） 

８ 学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則（25頁） 

９ 警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程の一部改正（28頁） 

10 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（知事）（29頁） 

11 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（教育）（33頁） 

12 職員の給与に関する規程の一部改正（議会）（35頁） 

13 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（監査）（37頁） 

14 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（選挙管理委員会）（40頁） 

15 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（人事委員会）（42頁） 

16 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（警視）（44頁） 

17 東京消防庁職員の給料の特別調整額に関する規程の一部改正（45頁） 

18 管理職手当支給に関する規則の一部を改正する規則（47頁） 

規 則 等 改 正 案 文 一 覧 

別添２ 

　1　



19 特地勤務手当等支給規程の一部改正（知事）（50頁） 

20 東京都教育委員会職員の特地勤務手当等支給規程の一部改正（54頁） 

21 都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程の一部改正（58頁） 

22 東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程の一部改正（62頁） 

23 特地勤務手当等支給規程の一部改正（警視）（65頁） 

24 職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則（67頁） 

25 学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則（68頁） 

26 職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（70頁） 

27 学校職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（71頁） 

28 職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則（73頁） 

29 学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則（74頁） 

30 学校職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則（76頁） 

31 義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則（82頁） 

32 教職調整額に関する規則の一部を改正する規則（85頁） 

33 産業教育手当支給に関する規則の一部を改正する規則（88頁） 

34 定時制通信教育手当支給に関する規則の一部を改正する規則（90頁） 

35 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則（92頁） 

36 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則  

（94頁） 
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職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

 

則
 

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

七

年

東

京

都

規

則

第

五

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

五

条

第

一

項

た

だ

し

書

中

「

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

 

第

十

一

条

第

三

項

、

第

四

項

第

四

号

及

び

第

五

項

、

第

十

一

条

の

二

の

見

出

し

及

び

同

条

第

一

号

並

び

に

第

十

二

条

第

一

項

第

二

号

、

第

二

項

及

び

第

四

項

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

 

第

十

二

条

の

二

の

見

出

し

中

「

再

任

用

職

員

等

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

等

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

再

任

用

職

員

」

と

い

う

。

）

」

を

「

採

用

さ

れ

た

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

同

項

後

段

を

削

り

、

同

条

第

二

項

中

「

以

前

又

は

任

期

の

更

新

前

」

を

「

以

前

」

に

、

「

採

用

又

は

任

期

の

更

新

」

を

「

採

用

」

に

改

め

、

「

又

は

任

期

の

更

新

前

の

勤

務

と

任

期

の

更

新

以

後

の

勤

務

」

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第
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一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

再

任

用

職

員

」

と

い

う

。

）

」

を

「

採

用

さ

れ

た

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

、

「

職

員

の

再

任

用

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

三

年

東

京

都

条

例

第

十

一

号

）

第

三

条

」

を

「

と

す

る

。

」

に

、

「

任

期

付

職

員

条

例

第

三

条

又

は

任

期

付

研

究

員

条

例

第

五

条

」

を

「

と

す

る

。

任

期

付

職

員

条

例

第

三

条

又

は

任

期

付

研

究

員

条

例

第

五

条

に

規

定

す

る

任

期

の

更

新

（

以

下

「

任

期

の

更

新

」

と

い

う

。

）

を

し

た

と

き

も

同

様

と

す

る

。

」

に

改

め

る

。

 

第

十

二

条

の

三

第

二

号

イ

及

び

ロ

並

び

に

第

二

十

六

条

第

二

項

第

四

号

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

 

第

二

十

六

条

の

二

第

三

項

第

四

号

中

「

五

十

九

歳

」

を

「

六

十

四

歳

」

に

改

め

る

。

 

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

た

だ

し

書

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

 

第

二

十

八

条

の

三

第

一

項

第

四

号

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

 

附

則

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

 

（

長

期

勤

続

休

暇

に

関

す

る

経

過

措

置

）

 

第

四

条

 

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

十

三

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

お

け

る

第

二

十

六

条

の

　4　



二

第

三

項

第

四

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

期

間

の

区

分

に

応

じ

、

同

号

中

「

六

十

四

歳

」

と

あ

る

の

は

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

と

す

る

。

 

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

 

六

十

歳

 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

九

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

 

六

十

一

歳

 

令

和

九

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

十

一

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

 

六

十

二

歳

 

令

和

十

一

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

十

三

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

 

六

十

三

歳

 

別

表

第

一

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

改

正

法

」

と

い

う

。

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

新

規

則

」

と

い

う

。

）

第

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

（

以

下

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

と

い

う

。

）

と

み

な

し

て

、

新

規

則

第

十

二

条

の

二

第

一

項

及

び

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

の

規

定

を

適

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い
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て

、

新

規

則

第

十

二

条

の

二

第

一

項

中

「

と

す

る

。

」

と

あ

る

の

は

「

と

す

る

。

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

四

年

東

京

都

条

例

第

 
 

号

）

附

則

第

三

条

第

三

項

（

同

条

例

附

則

第

四

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

任

期

の

更

新

を

し

た

と

き

も

同

様

と

す

る

。

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

以

前

」

と

あ

る

の

は

「

以

前

又

は

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

四

年

東

京

都

条

例

第

 
 

号

）

附

則

第

三

条

第

三

項

（

同

条

例

附

則

第

四

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

任

期

の

更

新

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

任

期

の

更

新

」

と

い

う

。

）

前

」

と

、

「

引

き

続

き

採

用

」

と

あ

る

の

は

「

引

き

続

き

採

用

又

は

任

期

の

更

新

」

と

、

「

以

後

の

勤

務

」

と

あ

る

の

は

「

以

後

の

勤

務

又

は

任

期

の

更

新

前

の

勤

務

と

任

期

の

更

新

以

後

の

勤

務

」

と

、

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

中

「

任

期

の

更

新

」

と

あ

る

の

は

「

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

四

年

東

京

都

条

例

第

 
 

号

）

附

則

第

三

条

第

三

項

（

同

条

例

附

則

第

四

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

任

期

の

更

新

」

と

す

る

。

 

３

 

改

正

法

附

則

第

六

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

し

て

、

新

規

則

第

五

条

第

一

項

、

第

十

一

条

第

三

項

、

第

四

項

第

四

号

及

び

第

五

項

、

第

十

一

条

の

二

第

一

号

、

第

十

二

条

第

一

項

第

二

号

、

第

二

項

及

び

第

四

項

、

第

十

二

条

の

三

第

二

号

イ

及

び

ロ

、

第

二

十

六

条

第

二

項

第

四

号

並

び

に

第

二

十

八

条

の

三

第

一

項

第

四

号

の

規

定

を

適

用

す

る

。
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学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。
 

 
 

令

和

四

年

六

月

二

十

二

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

四

十

八

号

学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

五

条

第

一

項

た

だ

し

書

中

「

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

第

十

一

条

第

四

項

、

第

五

項

第

四

号

及

び

第

七

項

、

第

十

一

条

の

二

の

見

出

し

及

び

同

条

第

一

号

並

び

に

第

十

二

条

第

一

項

第

二

号

、

第

二

項

及

び

第

四

項

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

第

十

二

条

の

二

の

見

出

し

中

「

再

任

用

職

員

等

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

等

」

に

、

同

条

第

一

項

中

「

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

再

任

用

職

員

」

と

い

う

。

）

」

を

「

採

用

さ

れ

た

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

同

項

後

段

を

削

り

、

同

条

第

二

項

中

「

以

前

又

は

任

期

の

更

新

前

」

を

「

以

前

」

に

、

「

採

用

又

は

任

期

の

更

新

」

」

を

「

採

用

」

と

、

「

異

動

が

な

か

っ

た

も

の

と

し

た

」

と

あ

る

の

は

「

退

職

以

前

の

勤

務

と

採

用

以

後

の

勤

務
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と

が

継

続

す

る

も

の

と

み

な

し

た

」

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

再

任

用

職

員

」

と

い

う

。

）

」

を

「

採

用

さ

れ

た

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

、

「

職

員

の

再

任

用

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

三

年

東

京

都

条

例

第

十

一

号

）

第

三

条

」

を

「

と

す

る

。

」

に

、

「

任

期

付

職

員

条

例

第

三

条

」

を

「

と

す

る

。

任

期

付

職

員

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

任

期

の

更

新

（

以

下

「

任

期

の

更

新

」

と

い

う

。

）

を

し

た

と

き

も

同

様

と

す

る

。

」

に

改

め

る

。

第

十

二

条

の

三

第

二

号

イ

及

び

ロ

並

び

に

第

二

十

七

条

第

二

項

第

四

号

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

第

二

十

七

条

の

二

第

三

項

第

四

号

中

「

五

十

九

歳

」

を

「

六

十

四

歳

」

に

改

め

る

。

第

二

十

九

条

の

二

第

一

項

た

だ

し

書

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

、

「

任

期

付

職

員

等

」

を

「

任

期

付

職

員

」

に

改

め

る

。

第

二

十

九

条

の

三

第

一

項

第

四

号

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

附

則

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

長

期

勤

続

休

暇

に

関

す

る

経

過

措

置

）
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第

三

条
 

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

十

三

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

お

け

る

第

二

十

七

条

の

二

第

三

項

第

四

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

期

間

の

区

分

に

応

じ

、

同

号

中

「

六

十

四

歳

」

と

あ

る

の

は

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

と

す

る

。

 

 

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

 

六

十

歳

 
 

 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

九

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

 

六

十

一

歳

 
 

 

令

和

九

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

十

一

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

 

六

十

二

歳

 
 

 

令

和

十

一

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

十

三

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

 

六

十

三

歳

 
 

別

表

第

一

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

 

 
 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

改

正

法

」

と

い

う

。

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

改

正

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

新

規

則

」

と

い

う

。

）

第

五

条
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第

一

項

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

（

以

下

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

と

い

う

。

）

と

み

な

し

て

、

新

規

則

第

十

二

条

の

二

第

一

項

及

び

第

二

十

九

条

の

二

第

一

項

の

規

定

を

適

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

新

規

則

第

十

二

条

の

二

第

一

項

中

「

と

す

る

。

」

と

あ

る

の

は

「

と

す

る

。

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

四

年

東

京

都

条

例

第

 
 

号

）

附

則

第

三

条

第

三

項

（

同

条

例

附

則

第

四

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

任

期

の

更

新

を

し

た

と

き

も

同

様

と

す

る

。

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

以

前

」

と

あ

る

の

は

「

以

前

又

は

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

四

年

東

京

都

条

例

第

 
 

号

）

附

則

第

三

条

第

三

項

（

同

条

例

附

則

第

四

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

任

期

の

更

新

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

任

期

の

更

新

」

と

い

う

。

）

前

」

と

、

「

引

き

続

き

採

用

」

と

あ

る

の

は

「

引

き

続

き

採

用

又

は

任

期

の

更

新

」

と

、

「

以

後

の

勤

務

」

と

あ

る

の

は

「

以

後

の

勤

務

又

は

任

期

の

更

新

前

の

勤

務

と

任

期

の

更

新

以

後

の

勤

務

」

と

、

第

二

十

九

条

の

二

第

一

項

中

「

任

期

の

更

新

」

と

あ

る

の

は

「

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

四

年

東

京

都

条

例

第

 
 

号

）

附

則

第

三

条

第

三

項

（

同

条

例

附

則

第

四

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

任

期

の

更

新

」

と

す

る

。

 

３

 

改

正

法

附

則

第

六

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

定

年

前

再

任

用
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短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

し

て

、

新

規

則

第

五

条

第

一

項

、

第

十

一

条

第

四

項

、

第

五

項

第

四

号

及

び

第

七

項

、

第

十

一

条

の

二

第

一

号

、

第

十

二

条

第

一

項

第

二

号

、

第

二

項

及

び

第

四

項

、

第

十

二

条

の

三

第

二

号

イ

及

び

ロ

、

第

二

十

七

条

第

二

項

第

四

号

並

び

に

第

二

十

九

条

の

三

第

一

項

第

四

号

の

規

定

を

適

用

す

る

。
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職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

三

十

七

年

東

京

都

規

則

第

百

七

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

一

条

の

三

の

見

出

し

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

同

条

中

「

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

、

「

第

六

条

の

二

第

一

項

及

び

第

二

項

」

を

「

第

六

条

第

十

項

及

び

第

六

条

の

二

」

に

改

め

る

。

第

十

二

条

第

二

項

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

別

記

様

式

第

一

号

の

二

中

「

（
注

1
）

地
方

公
務

員
法

第
2
8

条
の

5
に

基
づ

く
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
（

以
下

単
に

「
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。

）

」

を

「

（
注

）
地

方
公

務
員

法
第

2
2
条

の
4
第

1
項

に
基

づ
く

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

」

に

改

め

、

 

を

削

る

。

附

則

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

２

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

六

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

給

与

に

関

( 注 2 )
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す

る

条

例

施

行

規

則

第

一

条

の

三

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

す

。

３

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

別

記

様

式

第

一

号

の

二

に

よ

る

用

紙

で

、

現

に

現

存

す

る

も

の

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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学

校

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

月

日

東

京

都

教

育

委

員

会

　15　



東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

学

校

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

学

校

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

三

十

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

一

条

の

五

の

見

出

し

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

同

条

中

「

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、
「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

、
「

第

八

条

の

二

第

一

項

及

び

第

二

項

」

を

「

第

八

条

第

九

項

及

び

第

八

条

の

二

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

二

条

第

二

項

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

六

条

第

一

項

又

は

第

二

項

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

同

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。
）
の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、
こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

学

校

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

第

一

条

の

五

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

す

。 
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地

域

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

地

域

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

三

年

東

京

都

規

則

第

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 
第

二

条

の

三

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」
を
「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」
に

改

め

、「

採

用

さ

れ

た

者

」
の

下

に
「

(

以

下

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

と

い

う

。

)

」

を

加

え

る

。

 

第

二

条

の

四

第

一

項

中

「

職

員

が

」

を

「

職

員

(

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。
)

が

」

に

改

め

る

。

 

附

則

第

三

項

中

「

受

け

て

い

た

職

員

」

の

下

に

「
（

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

を

除

く

。
）
」

を

加

え

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

地

域

手

当

に

関

す

る

規

則

第

二

条

の

三

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

す

。
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学

校

職

員

の

地

域

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

四

年

 

月

 
 

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

学

校

職

員

の

地

域

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

学

校

職

員

の

地

域

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

三

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

の

三

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」
を
「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」
に

改

め

、
「

採

用

さ

れ

た

者

」
の

下

に
「
（

以

下

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

と

い

う

。
）
」

を

加

え

、
「

な

っ

た

」

を

「

な

つ

た

」

に

、
「

あ

っ

て

は

」

を

「

あ

つ

て

は

」

に

改

め

る

。

 

 

第

二

条

の

四

第

一

項

中

「

職

員

が

」

を

「

職

員

（

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。
）

が

」

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

同

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。
）

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

学

校

職

員

の

地

域

手

当

に

関

す

る

規

則

第

二

条

の

三

に

規

定

す

る

定

年

　19　



前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

す

。
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職

員

の

給

料

の

調

整

額

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
職

員

の

給

料

の

調

整

額

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

七

年

東

京

都

規

則

第

百

六

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

第

二

項

中

「

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

附

則

第

二

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

２

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

二

条

第

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

項

中

「

次

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

次

の

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

）

」

と

す

る

。

 

別

表

イ

の

表

福

祉

保

健

局

の

部

障

害

者

施

策

推

進

部

施

設

サ

ー

ビ

ス

支

援

課

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。
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都

立

病

院

支

援

部

法

人

調

整

課

 

１

 

精

神

科

病

棟

、

精

神

医

療

の

専

門

病

院

の

病

棟

又

は

脳

・

神

経

難

病

医

療

の

専

門

病

院

の

病

棟

に

お

い

て

、

昼

夜

を

通

し

、

患

者

の

看

護

又

は

保

育

の

業

務

に

従

事

す

る

こ

と

を

本

務

と

す

る

看

護

師

及

び

福

祉

(

総

務

局

長

が

指

定

す

る

者

に

限

る

。

)
 

２

 

精

神

医

療

の

専

門

病

院

又

は

脳

・

神

経

難

病

医

療

の

専

門

病

院

に

お

い

て

、

患

者

の

看

護

等

の

た

め

、

深

夜

に

わ

た

る

勤

務

を

常

例

と

す

る

看

護

長

(

総

務

局

長

が

指

定

す

る

者

に

限

る

。
)
 

３

 

神

経

科

病

棟

に

お

い

て

、

昼

夜

を

通

し

、

患

者

の

看

護

及

び

精

神

科

救

急

医

療

業

務

に

従

事

す

る

こ

と

を

本

務

と

す

る

看

護

師

(

総

務

局

長

が

指

定

す

る

者

に

限

る

。

)
 

四
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１

 

病

棟

に

お

い

て

、

昼

夜

を

通

し

、

患

者

の

看

護

の

業

務

に

従

事

す

る

こ

と

を

本

務

と

す

る

保

健

師

、

助

産

師

及

び

看

護

師

（

区

分

四

の

適

用

を

受

け

る

者

を

除

く

。

）

 

２

 

患

者

の

看

護

等

の

た

め

、

深

夜

に

わ

た

る

勤

務

を

常

例

と

す

る

看

護

長

（

区

分

四

の

適

用

を

受

け

る

者

を

除

く

。

）

 

３

 

手

術

室

に

お

い

て

、

患

者

の

手

術

の

業

務

に

従

事

す

る

こ

と

を

本

務

と

し

、

深

夜

に

わ

た

る

勤

務

を

常

例

と

す

る

看

護

師

(

総

務

局

長

が

指

定

す

る

者

に

限

る

。

)
 

４

 

救

急

室

に

お

い

て

、

救

急

医

療

業

務

に

従

事

す

る

こ

と

を

本

務

と

し

、

深

夜

に

わ

た

る

勤

務

を

常

例

と

す

る

看

護

師

(

総

務

局

長

が

指

定

す

る

者

に

限

る

。
)
 

二
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１

 

手

術

室

に

お

い

て

、

患

者

の

手

術

の

業

務

に

従

事

す

る

こ

と

を

本

務

と

し

、

深

夜

に

わ

た

る

勤

務

を

常

例

と

す

る

看

護

師

(

総

務

局

長

が

指

定

す

る

者

に

限

る

。

)
 

２

 

救

急

医

療

業

務

に

従

事

す

る

た

め

深

夜

に

わ

た

る

勤

務

を

常

例

と

す

る

保

健

師

、

助

産

師

及

び

看

護

師

(

総

務

局

長

が

指

定

す

る

者

に

限

る

。

)
 

一

 
 

別

表

イ

の

表

病

院

経

営

本

部

の

項

を

削

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

七

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

二

条

第

二

項

及

び

附

則

第

二

項

の

改

正

規

定

並

び

に

次

項

の

規

定

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

六

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

前

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

改

正

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

給

料

の

調

整

額

に

関

す

る

規

則

第

二

条

第

二

項

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員

と

み

な

す

。
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学

校

職

員

の

給

料

の

調

整

額

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

四

年

 

月

 
 

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会

 

　25　



東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

学

校

職

員

の

給

料

の

調

整

額

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

学

校

職

員

の

給

料

の

調

整

額

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

二

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

三

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

三

条

中

「

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

 

付

則

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

５

 

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

三

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、
同

条

各

号

中
「

掲

げ

る

額

」
と

あ

る

の

は

、
「

掲

げ

る

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

当

該

額

に

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

と

す

る

。

た

だ

し

、

同

表

中

た

だ

し

書

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

号

給

の

職

員

に

あ

つ

て

は

、
当

該

額

に

一

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

端

数

を

切

り

捨

て

た

額

と

す

る

。
）
」

と

す

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

六

条

第

一

項

又

は

第

二

項

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

同

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る
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場

合

を

含

む

。
）
の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、
こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

学

校

職

員

の

給

料

の

調

整

額

に

関

す

る

規

則

第

三

条

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員

と

み

な

す

。
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                                                        存 続 期 間 

 

訓令甲第 号 

 警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和４年 月 日 

 

                                                      警視総監 大 石 吉 彦 

 

   警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程の一部を改正する規程 

 警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程（平成７年３月３１日訓令甲第１６号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条中「地方公務員法」を「定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法」に、「第２８条

の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、「占める職員」を「占める職員をいう。）」に改め

る。 

 附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。 

２ 職員の給与に関する条例附則第１０項の規定の適用を受ける職員に対する第２条の規定の

適用については、当分の間、同条中「職員の範囲及び調整額は、次表のとおり」とあるのは、

「職員の範囲は次表のとおりとし、その調整額は当該範囲に対応した同表の調整額に１００分の

７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円

以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額）」とする。 

   附 則 

１ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第６条第１項又は第２ 

項の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の警視庁職員の給料の調整額の支 

給に関する規程第２条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。 
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東

京

都

訓

令

第

 
 

号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

庁

中

一

般

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

支

庁

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事

業

所

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

収

用

委

員

会

事

務

局

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

労

働

委

員

会

事

務

局

  
 

 

給

料

の

特

別

調

整

額

に

関

す

る

規

程

（

昭

和

三

十

二

年

東

京

都

訓

令

甲

第

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

令

和

四

年

 
 

月

 
 

 

日

 

東

京

都

知

事

 

小

 

池

 

百

合

子

 

 

第

二

条

第

二

項

第

一

号

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、
「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、
「

以

下

「

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

」

と

い

う

。
」

及

び

「
（

以

下

「

算

出

率

」

と

い

う

。
）
」

を

削

り

、

同

項

第

二

号

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、
「

(

法

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員
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に

あ

つ

て

は

そ

の

額

」

及

び

「

、

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

に

あ

つ

て

は

そ

の

額

に

算

出

率

を

そ

れ

ぞ

れ

」

を

削

り

、
「

額

と

し

、
」

を

「

額

（

」

に

改

め

る

。

 

本

則

の

次

に

次

の

附

則

を

加

え

る

。

 

 
 

 

附

 
則

 

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

二

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

号

中

「

別

表

第

二

の

額

」

と

あ

る

の

は

、
「

別

表

第

二

の

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

）
」

と

す

る

。

 

別

表

第

一

本

庁

行

政

機

関

及

び

地

方

行

政

機

関

の

項

中

「

、

病

院

経

営

本

部

（

経

営

企

画

部

及

び

サ

ー

ビ

ス

推

進

部

に

限

る

。
）

及

び

」

を

「

及

び

」

に

、

 

「

 

   

健

康

安

全

研

究

セ

ン

タ

ー

の

部

長
（

企

画

調

整

部

長

及

び

広

域

監

視

部

長

を

除

く

。
）

及

び

精

度

管

理

室

長

 

都

立

病

院

の

部

長
（

看

護

部

長

を

除

く

。
）    

」

 

を
 

「

 

  

健

康

安

全

研

究

セ

ン

タ

ー

の

部

長
（

企

画

調

整

部

長

及

び

広

域

監

視

部

長

を

除

く

。
）

及

び

精

度

管

理

室

長

 

  

」

 

に

、

 

「

、

病

院

経

営

本

部

及

び

」

を

「

及

び

」

に

、
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「

 

      

住

宅

政

策

本

部

（

住

宅

企

画

部

、

民

間

住

宅

部

及

び

都

営

住

宅

経

営

部

に

限

る

。
）

の

課

長

（

総

務

課

長

を

除

く

。
）

 

病

院

経

営

本

部
（

経

営

企

画

部

及

び

サ

ー

ビ

ス

推

進

部

に

限

る

。
）

の

課

長

（

総

務

課

長

を

除

く

。
）

及

び

担

当

課

長

（

職

層

名

専

門

副

参

事

の

職

に

限

る

。
）

 

      

」

 

を

 

「

 

  

住

宅

政

策

本

部

（

住

宅

企

画

部

、

民

間

住

宅

部

及

び

都

営

住

宅

経

営

部

に

限

る

。
）

の

課

長

（

総

務

課

長

を

除

く

。
）

 

  

」

 

に

、

 

「

 

     

住

宅

政

策

本

部

（

住

宅

企

画

部

、

民

間

住

宅

部

及

び

都

営

住

宅

経

営

部

に

限

る

。
）

の

担

当

課

長

 

病

院

経

営

本

部
（

経

営

企

画

部

及

び

サ

ー

ビ

ス

推

進

部

に

限

る

。
）
の

担

当

課

長
（

職

層

名

専

門

副

参

事

の

職

を

除

く

。
）

 

     
」

 
を

 

「

 

  

住

宅

政

策

本

部

（

住

宅

企

画

部

、

民

間

住

宅

部

及

び

都

営

住

宅

経

営

部

に

限

る

。
）

の

担

当

課

長

 

  

」

 

に

、

 

「

、

保

健

所

の

保

健

対

策

課

長

」

を

「

並

び

に

保

健

所

の

保

健

対

策

課

長

」

に

、
「
（

病

院

経

営

本

部

に

つ

い

て

は

、

経

営

企

画

部

若

し

く

は

サ

ー

ビ

ス

推

進

部

に

所

属

す

る

者

又

は

職

層

名

専

門

副

参

事

の

職

に

限

る

。
）
、

保

健

所

の

歯

科

保

健

担

当

課

長

」

を

「

並

び

に

保

健

所

の

歯

科

保

健

担

当

課

長

」

に

、
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「

 

   

北

療

育

医

療

セ

ン

タ

ー

及

び

府

中

療

育

セ

ン

タ

ー

の

事

務

次

長

 

神

経

病

院

の

事

務

局

次

長

 

都

立

病

院

の

科

長

 

   

」

 

を

 

「

 

 

北

療

育

医

療

セ

ン

タ

ー

及

び

府

中

療

育

セ

ン

タ

ー

の

事

務

次

長

 

 

」

 

に

改

 

め

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

四

年

七

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

二

条

第

二

項

の

改

正

規

定

及

び

本

則

の

次

に

附

則

を

加

え

る

改

正

規

定

並

び

に

次

項

及

び

附

則

第

三

項

の

規

定

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

改

正

法

」

と

い

う

。
）
附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

前

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

改

正

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

給

料

の

特

別

調

整

額

に

関

す

る

規

程

第

二

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

号

中

「

別

表

第

二

」

と

あ

る

の

は

、
「

別

表

第

三

」

と

す

る

。 

３

 

改

正

法

附

則

第

六

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

附

則

第

一

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

改

正

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

給

料

の

特

別

調

整

額

に

関

す

る

規

程

第

二

条

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

す

。
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東

京

都

教

育

委

員

会

訓

令

第

 
 

号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教

育

庁

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教

育

事

務

所

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教

育

庁

出

張

所

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事

業

所

  
 

給

料

の

特

別

調

整

額

に

関

す

る

規

程

（

昭

和

三

十

二

年

東

京

都

教

育

委

員

会

訓

令

甲

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。
 

令

和

四

年

 

月

 

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東

京

都

教

育

委

員

会

  
 

第

二

条

第

二

項

第

一

号

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、
「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、
「

以

下

「

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

」

と

い

う

。
」

及

び

「
（

以

下

「

算

出

率

」

と

い

う

。
）
」

を

削

り

、

同

項

第

二

号

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」
に

改

め

、
「
（

法

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員

に

あ

つ

て

は

そ

の

額

」

及

び

「

、

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

に

あ

つ

て

は

そ

の

額

に

算

出

率

を

そ

れ

ぞ
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れ

」

を

削

り

、
「

額

と

し

、
」

を

「

額

（

」

に

改

め

る

。

 

 

付

則

を

付

則

第

一

項

と

し

、

付

則

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

２

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

二

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

号

中

「

別

表

第

二

の

額

」

と

あ

る

の

は

、
「

別

表

第

二

の

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額
（

そ

の

額

に

、
五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

）
」

と

す

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

改

正

法

」

と

い

う

。
）
附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

こ

の

訓

令

に

よ

る

改

正

後

の

給

料

の

特

別

調

整

額

に

関

す

る

規

程

（

以

下

「

改

正

後

の

訓

令

」

と

い

う

。
）

第

二

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

号

中

「

別

表

第

二

」

と

あ

る

の

は

、
「

別

表

第

三

」

と

す

る

。

 

３

 

改

正

法

附

則

第

六

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

改

正

後

の

訓

令

第

二

条

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

す

。
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東

京

都

議

会

議

長

訓

令

第

五

号

 

東

京

都

議

会

議

会

局

 

職

員

の

給

与

に

関

す

る

規

程

（

昭

和

三

十

五

年

東

京

都

議

会

議

長

訓

令

甲

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

令

和

四

年

六

月

二

十

二

日

 

東

京

都

議

会

議

長

 

三

 

宅

 

し

げ

き

 

第

四

条

第

二

項

第

一

号

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

「

以

下

「

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

」

と

い

う

。

」

及

び

「

（

以

下

「

算

出

率

」

と

い

う

。

）

」

を

削

り

、

同

項

第

二

号

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

「

（

法

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員

に

あ

つ

て

は

そ

の

額

」

及

び

「

、

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

に

あ

つ

て

は

そ

の

額

に

算

出

率

を

そ

れ

ぞ

れ

」

を

削

り

、

「

額

と

し

、

」

を

「

額

（

」

に

改

め

る

。

 

本

則

の

次

に

次

の

附

則

を

加

え

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

四

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用
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に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

号

中

「

別

表

二

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

別

表

二

の

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

）

」

と

す

る

。

 

附

 
則

 

１

 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

改

正

法

」

と

い

う

。

）

附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

こ

の

訓

令

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

規

程

（

以

下

「

改

正

後

の

規

程

」

と

い

う

。

）

第

四

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

号

中

「

別

表

二

」

と

あ

る

の

は

、

「

別

表

三

」

と

す

る

。

 

３

 

改

正

法

附

則

第

六

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

改

正

後

の

規

程

第

四

条

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

す

。
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東

京

都

監

査

委

員

訓

令

第

三

号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

監

査

事

務

局

  
 

 

給

料

の

特

別

調

整

額

に

関

す

る

規

程

（

昭

和

三

十

四

年

東

京

都

監

査

委

員

訓

令

甲

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

令

和

四

年

六

月

二

十

二

日

 

東

京

都

監

査

委

員

 

山

 

田

 

ひ

ろ

し

 

東

京

都

監

査

委

員

 

中

 

山

 

信

 

行

 

東

京

都

監

査

委

員

 

茂

 

垣

 

之

 

雄

 

東

京

都

監

査

委

員

 

岩

 

田

 

喜

美

枝

 

東

京

都

監

査

委

員

 

松

 

本

 

正

一

郎

 

 
 

 

第

二

条

第

二

項

第

一

号

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、
「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、
「

以

下

「

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

」

と

い

う

。
」

及

び

「
（

以

下

「

算

出

率

」

と

い

う

。
）
」

を

削

り

、

同

項

第

二

号

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」
に

改

め

、
「
（

法

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員
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に

あ

つ

て

は

そ

の

額

」

及

び

「

、

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

に

あ

つ

て

は

そ

の

額

に

算

出

率

を

そ

れ

ぞ

れ

」

を

削

り

、
「

額

と

し

、
」

を

「

額

（

」

に

改

め

る

。

 

本

則

の

次

に

次

の

附

則

を

加

え

る

。

 

附

 
則

 

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

二

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

号

中

「

別

表

第

二

の

額

」

と

あ

る

の

は

、
「

別

表

第

二

の

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

）
」

と

す

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

改

正

法

」

と

い

う

。
）
附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

こ

の

訓

令

に

よ

る

改

正

後

の

給

料

の

特

別

調

整

額

に

関

す

る

規

程

（

以

下

「

改

正

後

の

規

程

」

と

い

う

。
）

第

二

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

号

中

「

別

表

第

二

」

と

あ

る

の

は

、
「

別

表

第

三

」

と

す

る

。

 

３

 

改

正

法

附

則

第

六

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

改

正

後

の

規

程
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第

二

条

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

す

。
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東

京

都

選

挙

管

理

委

員

会

訓

令

甲

第

一

号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局  

 

給

料

の

特

別

調

整

額

に

関

す

る

規

程

（

昭

和

三

十

六

年

東

京

都

選

挙

管

理

委

員

会

訓

令

甲

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

令

和

四

年

 
 

月
 

 
 

日

 

東

京

都

選

挙

管

理

委

員

会

 

 

第

二

条

第

二

項

第

一

号

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、
「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、
「

以

下

「

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

」

と

い

う

。
」

及

び

「
（

以

下

「

算

出

率

」

と

い

う

。
）
」

を

削

り

、

同

項

第

二

号

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」
に

改

め

、
「
（

法

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員

に

あ

つ

て

は

そ

の

額

」

及

び

「

、

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

に

あ

つ

て

は

そ

の

額

に

算

出

率

を

そ

れ

ぞ

れ

」

を

削

り

、
「

額

と

し

、
」

を

「

額

（

」

に

改

め

る

。

 

本

則

の

次

に

次

の

附

則

を

加

え

る

。

 

附

 

則

 

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

二

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用
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に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

号

中

「

別

表

第

二

の

額

」

と

あ

る

の

は

、
「

別

表

第

二

の

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

）
」

と

す

る

。

 

附

 
則

 

１

 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

改

正

法

」

と

い

う

。
）
附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

こ

の

訓

令

に

よ

る

改

正

後

の

給

料

の

特

別

調

整

額

に

関

す

る

規

程

（

以

下

「

改

正

後

の

規

程

」

と

い

う

。
）

第

二

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

号

中

「

別

表

第

二

」

と

あ

る

の

は

、
「

別

表

第

三

」

と

す

る

。

 

３

 

改

正

法

附

則

第

六

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

改

正

後

の

規

程

第

二

条

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

す

。
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東

京

都

人

事

委

員

会

訓

令

第

 

号

 

東

京

都

人

事

委

員

会

事

務

局

 

 

給

料

の

特

別

調

整

額

に

関

す

る

規

程

（

昭

和

三

十

二

年

東

京

都

人

事

委

員

会

訓

令

甲

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

令

和

四

年

六

月

二

十

二

日

 

東

京

都

人

事

委

員

会

委

員

長

 
 

青

 

山

 
 

佾

 

 

第

二

条

第

二

項

第

一

号

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、
「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、
「

以

下

「

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

」

と

い

う

。
」

及

び

「
（

以

下

「

算

出

率

」

と

い

う

。
）
」

を

削

り

、

同

項

第

二

号

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、
「

(

法

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員

に

あ

つ

て

は

そ

の

額

」

及

び

「

、

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

に

あ

つ

て

は

そ

の

額

に

算

出

率

を

そ

れ

ぞ

れ

」

を

削

り

、
「

額

と

し

、
」

を

「

額

（

」

に

改

め

る

。

 

本

則

の

次

に

次

の

附

則

を

加

え

る

。

 

附

 

則

 

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

二

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用
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に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

号

中

「

別

表

第

二

の

額

」

と

あ

る

の

は

、
「

別

表

第

二

の

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

）
」

と

す

る

。

 

附

 
則

 

１

 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

改

正

法

」

と

い

う

。
）
附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

こ

の

訓

令

に

よ

る

改

正

後

の

給

料

の

特

別

調

整

額

に

関

す

る

規

程

（

以

下

「

改

正

後

の

規

程

」

と

い

う

。
）

第

二

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

号

中

「

別

表

第

二

」

と

あ

る

の

は

、
「

別

表

第

三

」

と

す

る

。

 

３

 

改

正

法

附

則

第

六

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

改

正

後

の

規

程

第

二

条

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

す

。
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                            存 続 期 間 

 

訓令甲第 号 

 給料の特別調整額に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和４年 月 日 

 

                                                      警視総監 大 石 吉 彦 

 

   給料の特別調整額に関する規程の一部を改正する規程 

 給料の特別調整額に関する規程（昭和３５年４月１５日訓令甲第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第２項第１号中「第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項」を「第２２条の４第

１項」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、「以下「育児短時間勤務

職員等」という。」及び「（以下「算出率」という。）」を削り、同項第２号中「再任用職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、「 (法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占める職員にあつては、その額」及び「、育児短時間勤務職員等にあつては、その額に算出

率をそれぞれ」を削り、「額とし、」を「額（」に改める。 

   附 則 

１ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「改正法」という。）附 

則第４条第１項又は第２項の規定により採用された職員に対するこの訓令による改正後の給 

料の特別調整額に関する規程（以下「改正後の規程」という。）第２条第２項第１号の適用に 

ついては、同号中「別表第２」とあるのは、「別表第３」とする。 

３ 改正法附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員は、改正後の規程第２条 

第２項第１号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。 

　44　



東京消防庁職員の給料の特別調整額に関する規程（昭和３２年４月東京消防庁訓令甲第３号）

の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその表記部

分に二重下線を付した規定（以下「対象規定」という。）で、その標記部分が同一のものは、当

該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。 

改正後 改正前

（範囲及び額） 

第２条 ［略］ 

２ 前項の職にある職員に支給する特別調整

額の額は，次の各号に掲げる職員の区分に

応じ，当該各号に定める額とする。 

⑴ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号。以下「法」という。）第２２条の４

第１項の規定により採用された職員（以

下「定年前再任用短時間勤務職員」とい

う。）以外の職員 当該職員に適用される

給料表及び別表第１に掲げる特別調整額

の区分に対応する別表第２及び別表第３

の額（地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第１１０号）第１０条

第３項の規定による承認を受け，同条第

１項に規定する育児短時間勤務をしてい

る職員（同法第１７条の規定による短時

間勤務をしている職員を含む。）にあって

は，その額に職員の勤務時間，休日，休暇

等に関する条例（平成７年東京都条例第

１５号。以下「勤務時間条例」という。）

第２条第２項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項に規定する

勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

とし，その額に１円未満の端数があると

きは，その端数を切り捨てた額とする。）

⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 当該職

員に適用される給料表及び別表第１に掲

げる特別調整額の区分に対応する別表第

４及び別表第５の額に勤務時間条例第２

条第３項の規定により定められたその者

の勤務時間を同条第１項に規定する勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額（そ

の額に１円未満の端数があるときは，そ

の端数を切り捨てた額とする。） 

（範囲及び額） 

第２条 ［同左］ 

２ ［同左］ 

⑴ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号。以下「法」という。）第２８条の４

第１項，第２８条の５第１項又は第２８

条の６第１項若しくは第２項の規定によ

り採用された職員（以下「再任用職員」と

いう。） 以外の職員 当該職員に適用さ

れる給料表及び別表第１に掲げる特別調

整額の区分に対応する別表第２及び別表

第３の額（地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律第１１０号）第１

０条第３項の規定による承認を受け，同

条第１項に規定する育児短時間勤務をし

ている職員（同法第１７条の規定による

短時間勤務をしている職員を含む。以下

「育児短時間勤務職員等」という。）にあ

っては，その額に職員の勤務時間，休日，

休暇等に関する条例（平成７年東京都条

例第１５号。以下「勤務時間条例」とい

う。）第２条第２項の規定により定められ

たその者の勤務時間を同条第１項に規定

する勤務時間で除して得た数（以下「算出

率」という。）を乗じて得た額とし，その

額に１円未満の端数があるときは，その

端数を切り捨てた額とする。） 

⑵ 再任用職員 当該職員に適用される給

料表及び別表第１に掲げる特別調整額の

区分に対応する別表第４及び別表第５の

額（法第２８条の５第１項に規定する短

時間勤務の職を占める職員にあってはそ

の額に勤務時間条例第２条第３項の規定

により定められたその者の勤務時間を同

条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数を，育児短時間勤務職員等にあって

はその額に算出率をそれぞれ乗じて得た

額とし，その額に１円未満の端数がある

ときは，その端数を切り捨てた額とす

る。）
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第３条及び第４条 ［略］ 第３条及び第４条 ［同左］ 

  備考 表中の［ ］の記載は注記である。 
   附 則 

１ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 
２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「改正法」という。）

附則第４条第１項又は第２項の規定により採用された職員に対するこの訓令による改正後の

東京消防庁職員の給料の特別調整額に関する規程第２条第２項第１号の規定の適用について

は、同号中「別表第２及び別表第３」とあるのは、「別表第４及び別表第５」とする。 
３ 改正法附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員は、この訓令による改正

後の東京消防庁職員の給料の特別調整額に関する規程第２条第２項第１号に規定する定年前

再任用短時間勤務職員とみなす。 
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管

理

職

手

当

支

給

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

四

年

 

月

 
 

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

管

理

職

手

当

支

給

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

管

理

職

手

当

支

給

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

三

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

第

二

項

第

一

号

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、
「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、
「

以

下

「

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

」

と

い

う

。
」

及

び

「
（

以

下

「

算

出

率

」

と

い

う

。
）
」

を

削

り

、

同

項

第

二

号

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」
に

改

め

、
「
（

法

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員

に

あ

つ

て

は

そ

の

額

」

及

び

「

、

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

に

あ

つ

て

は

そ

の

額

に

算

出

率

を

そ

れ

ぞ

れ

」

を

削

り

、
「

額

と

し

、
」

を

「

額

（

」

に

改

め

る

。

 

 

付

則

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

２

 

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

二

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

号

中

「

別

表

第

二

の

額

」

と

あ

る

の

は

、
「

別

表

第

二

の

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額
（

そ

の

額

に

、
五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

）
」

と

す

る

。
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附

 

則

 

１

 
こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

改

正

法

」

と

い

う

。
）
附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項
（

こ

れ

ら

の

規

定

を

改

正

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。
）
の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

管

理

職

手

当

支

給

に

関

す

る

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。
）

第

二

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

号

中

「

別

表

第

二

」

と

あ

る

の

は

「

別

表

第

三

」

と

す

る

。

 

３

 

改

正

法

附

則

第

六

条

第

一

項

又

は

第

二

項

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

改

正

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。
）
の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、
改

正

後

の

規

則

第

二

条

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

す

。
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東

京

都

訓

令

第

 
 

号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

庁

中

一

般

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

支

庁

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事

業

所

  
 

 

特

地

勤

務

手

当

等

支

給

規

程

（

昭

和

六

十

二

年

東

京

都

訓

令

第

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

令

和

四

年

 

月

 

日

 

東

京

都

知

事

 

小

 

池

 

百

合

子

 

第

三

条

第

二

項

第

四

号

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、
「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。
 

第

六

条

第

一

項

中
「
（

再

任

用

職

員

に

あ

つ

て

は

、
直

近

の

採

用

に

伴

い

最

初

に

当

該

公

署

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

つ

た

日

）
」

を

「
（

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

で

あ

り

、

か

つ

、

異

動

等

の

日

が

当

該

職

員

と

し

て

採

用

さ

れ

た

日

よ

り

前

で

あ

る

場

合

は

、

当

該

採

用

の

日

以

後

初

め

て

特

地

公

署

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

つ

た

日

）
」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

各

号

中

「
（

再

任

用

職

員

に

あ

つ

て

は

、

直

近

の
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採

用

に

伴

い

最

初

に

当

該

公

署

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

つ

た

日

）
」

を

削

る

。

 
附

則

を

附

則

第

一

項

と

し

、

同

項

に

見

出

し

と

し

て

「
（

施

行

期

日

）
」

を

付

し

、

附

則

に

次

の

四

項

を

加

え

る

。
 

（

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

特

地

手

当

の

基

礎

額

）

 

２

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

で

あ

つ

て

、

第

三

条

第

二

項

各

号

に

定

め

る

日

に

お

い

て

当

該

職

員

以

外

の

職

員

で

あ

つ

た

も

の

に

対

す

る

同

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

項

中

「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す

る

額

を

超

え

る

と

き

は

、

そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。
）

及

び

」

と

あ

る

の

は

、
「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す

る

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

を

超

え

る

と

き

は

、
そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。
）
及

び

同

日

に

受

け

て

い

た

」

と

す

る

。

 

３

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

第

三

条

第

三

項

各

号

に

掲

げ

る

職

員

で

あ

る

も

の

の

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

特

地

手

当

の

基

礎

額

は

、

同

条

第

三

項

及

び

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

準

じ

て

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

知

事

が

別

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

算

出

し

た

額

と

す

る

。
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（

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

準

ず

る

手

当

の

月

額

）

 

４

 
条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

で

あ

つ

て

、

条

例

第

十

三

条

の

三

第

二

項

に

規

定

す

る

異

動

又

は

採

用

に

伴

つ

て

住

居

を

移

転

し

た

日

に

お

い

て

当

該

職

員

以

外

の

職

員

で

あ

つ

た

も

の

に

対

す

る

第

六

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

項

中

「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す

る

額

を

超

え

る

と

き

は

、

そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。
）

及

び

」

と

あ

る

の

は

、
「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す

る

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

 

を

超

え

る

と

き

は

、

そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。
）

及

び

同

日

に

受

け

て

い

た

」

と

す

る

。

 

５

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

第

六

条

第

二

項

各

号

に

掲

げ

る

職

員

で

あ

る

も

の

の

準

ず

る

手

当

の

月

額

は

、

同

条

第

二

項

及

び

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

準

じ

て

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

知

事

が

別

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

算

出

し

た

額

と

す

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

改

正

法

」

と
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い

う

。
）
附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

こ

の

訓

令

に

よ

る

改

正

後

の

特

地

勤

務

手

当

等

支

給

規

程

（

以

下

「

新

規

程

」
と

い

う

。
）
第

三

条

第

二

項

第

四

号

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

し

て

、

同

号

及

び

第

六

条

第

一

項

の

規

定

を

適

用

す

る

。

 

３

 

改

正

法

附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

新

規

程

第

六

条

第

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、
同

項

各

号

中
「

異

動

等

の

日

」
と

あ

る

の

は

、
「

異

動

等

の

日

（

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

で

あ

り

、

か

つ

、

異

動

等

の

日

が

当

該

職

員

と

し

て

採

用

さ

れ

た

日

よ

り

前

で

あ

る

場

合

は

、

当

該

採

用

の

日

以

後

初

め

て

特

地

公

署

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

つ

た

日

）
」

と

す

る

。
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東

京

都

教

育

委

員

会

訓

令

第

 
 

号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教

育

庁

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教

育

庁

出

張

所

  
 

東

京

都

教

育

委

員

会

職

員

の

特

地

勤

務

手

当

等

支

給

規

程

（

昭

和

六

十

二

年

東

京

都

教

育

委

員

会

訓

令

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

令

和

 
 

年

 
 

月
 

 

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東

京

都

教

育

委

員

会

  
 

第

三

条

第

二

項

第

四

号

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、
「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。
 

第

六

条

第

一

項

中

「

再

任

用

職

員

に

あ

つ

て

は

、

直

近

の

採

用

に

伴

い

最

初

に

当

該

公

署

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

つ

た

日

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

で

あ

り

、

か

つ

、

異

動

等

の

日

が

当

該

職

員

と

し

て

採

用

さ

れ

た

日

よ

り

前

で

あ

る

場

合

は

、

当

該

採

用

の

日

以

後

初

め

て

特

地

公

署

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

つ

た

日

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

各

号

中

「
（

再

任

用

職

員

に

あ

つ

て

は

、

直

近

の

採

用

に

伴

い

最

初

に

当

該

公

署

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

つ

た

日

）
」

を

削

る

。
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附

則

を

附

則

第

一

項

と

し

、

同

項

に

見

出

し

と

し

て

「
（

施

行

期

日

）
」

を

付

し

、

附

則

に

次

の

四

項

を

加

え

る

。

 

（

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

特

地

手

当

の

基

礎

額

）

 

２

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

で

あ

つ

て

、

第

三

条

第

二

項

各

号

に

定

め

る

日

に

お

い

て

当

該

職

員

以

外

の

職

員

で

あ

つ

た

も

の

に

対

す

る

同

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

項

中

「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す

る

額

を

超

え

る

と

き

は

、

そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。
）

及

び

」

と

あ

る

の

は

、
「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す

る

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

を

超

え

る

と

き

は

、
そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。
）
及

び

同

日

に

受

け

て

い

た

」

と

す

る

。

 

３

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

第

三

条

第

三

項

各

号

に

掲

げ

る

職

員

で

あ

る

も

の

の

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

特

地

手

当

の

基

礎

額

は

、

同

条

第

三

項

及

び

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

準

じ

て

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

教

育

長

が

別

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

算

出

し

た

額

と

す

る

。

 

（

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

準

ず

る

手

当

の

月

額

）
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４

 
条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

で

あ

つ

て

、

条

例

第

十

三

条

の

三

第

二

項

に

規

定

す

る

異

動

又

は

採

用

に

伴

つ

て

住

居

を

移

転

し

た

日

に

お

い

て

当

該

職

員

以

外

の

職

員

で

あ

つ

た

も

の

に

対

す

る

第

六

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

項

中

「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す

る

額

を

超

え

る

と

き

は

、

そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。
）

及

び

」

と

あ

る

の

は

、
「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す

る

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

を

超

え

る

と

き

は

、

そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。
）

及

び

同

日

に

受

け

て

い

た

」

と

す

る

。

 

５

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

第

六

条

第

二

項

各

号

に

掲

げ

る

職

員

で

あ

る

も

の

の

準

ず

る

手

当

の

月

額

は

、

同

条

第

二

項

及

び

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

準

じ

て

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

教

育

長

が

別

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

算

出

し

た

額

と

す

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

改

正

法

」

と

い

う

。
）
附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ
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り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

こ

の

訓

令

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

教

育

委

員

会

職

員

の

特

地

勤

務

手

当

等

支

給

規

程

（

以

下

「

新

規

程

」

と

い

う

。
）

第

三

条

第

二

項

第

四

号

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

し

て

、

同

号

及

び

第

六

条

第

一

項

の

規

定

を

適

用

す

る

。

 

３

 

改

正

法

附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

新

規

程

第

六

条

第

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

各

号

中

「

異

動

等

の

日

」

と

あ

る

の

は

、
「

異

動

等

の

日

（

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

で

あ

り

、

か

つ

、

異

動

等

の

日

が

当

該

職

員

と

し

て

採

用

さ

れ

た

日

よ

り

前

で

あ

る

場

合

は

、

当

該

採

用

の

日

以

後

初

め

て

特

地

公

署

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

つ

た

日

）
」

と

す

る

。
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東

京

都

教

育

委

員

会

訓

令

第

 
 

号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

都

立

大

島

高

等

学

校

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

都

立

三

宅

高

等

学

校

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

都

立

八

丈

高

等

学

校

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

都

立

小

笠

原

高

等

学

校

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

都

立

新

島

高

等

学

校

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

都

立

神

津

高

等

学

校

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

都

立

大

島

海

洋

国

際

高

等

学

校

  
 

都

立

学

校

職

員

の

特

地

勤

務

手

当

等

支

給

に

関

す

る

規

程

（

昭

和

六

十

二

年

東

京

都

教

育

委

員

会

訓

令

第

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。
 

令

和

 
 

年

 
 

月

 
 

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東

京

都

教

育

委

員

会

  
 

 

第

三

条

第

二

項

第

四

号

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八
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条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

 

 

第

六

条

第

一

項

中

「

再

任

用

職

員

に

あ

つ

て

は

、

直

近

の

採

用

に

伴

い

最

初

に

当

該

学

校

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

つ

た

日

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

で

あ

り

、

か

つ

、

異

動

等

の

日

が

当

該

職

員

と

し

て

採

用

さ

れ

た

日

よ

り

前

で

あ

る

場

合

は

、

当

該

採

用

の

日

以

後

初

め

て

特

地

学

校

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

つ

た

日

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

各

号

中

「

（

再

任

用

職

員

に

あ

つ

て

は

、

直

近

の

採

用

に

伴

い

最

初

に

当

該

学

校

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

つ

た

日

）

」

を

削

る

。

 

 

附

則

第

一

項

に

見

出

し

と

し

て

「

（

施

行

期

日

）

」

を

付

す

る

。

 

 

附

則

第

二

項

に

見

出

し

と

し

て

「

（

経

過

措

置

）

」

を

付

し

、

附

則

に

次

の

四

項

を

加

え

る

。

 

（

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

特

地

手

当

の

基

礎

額

）

 

３

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

で

あ

つ

て

、

第

三

条

第

二

項

各

号

に

定

め

る

日

に

お

い

て

当

該

職

員

以

外

の

職

員

で

あ

つ

た

も

の

に

対

す

る

同

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

項

中

「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す

る

額

を

超

え

る

と

き

は

、

そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。

）

及

び

」

と

あ

る

の

は

、

「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す
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る

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

を

超

え

る

と

き

は

、

そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。

）

及

び

同

日

に

受

け

て

い

た

」

と

す

る

。

 

４

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

第

三

条

第

三

項

各

号

に

掲

げ

る

職

員

で

あ

る

も

の

の

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

特

地

手

当

の

基

礎

額

は

、

同

条

第

三

項

及

び

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

準

じ

て

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

教

育

長

が

別

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

算

出

し

た

額

と

す

る

。

 

（

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

準

ず

る

手

当

の

月

額

）

 

５

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

で

あ

つ

て

、

条

例

第

十

三

条

の

三

第

二

項

に

規

定

す

る

異

動

又

は

採

用

に

伴

つ

て

住

居

を

移

転

し

た

日

に

お

い

て

当

該

職

員

以

外

の

職

員

で

あ

つ

た

も

の

に

対

す

る

第

六

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

項

中

「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す

る

額

を

超

え

る

と

き

は

、

そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。

）

及

び

」

と

あ

る

の

は

、

「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す

る

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

を

超

え

る

と

き

は

、

そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。

）

及

び

同

日

に

受

け

て

い

た

」

と

す

る

。

 

６

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

第

六

条

第

二

項

各

号

に

掲

げ

る

職

員
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で

あ

る

も

の

の

準

ず

る

手

当

の

月

額

は

、

同

条

第

二

項

及

び

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

準

じ

て

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

教

育

長

が

別

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

算

出

し

た

額

と

す

る

。
 

附

 
則

 

１

 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

改

正

法

」

と

い

う

。

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

こ

の

訓

令

に

よ

る

改

正

後

の

都

立

学

校

職

員

の

特

地

勤

務

手

当

等

支

給

に

関

す

る

規

程

（

以

下

「

新

規

程

」

と

い

う

。

）

第

三

条

第

二

項

第

四

号

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

し

て

、

同

号

及

び

第

六

条

第

一

項

の

規

定

を

適

用

す

る

。

 

３

 

改

正

法

附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

新

規

程

第

六

条

第

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

各

号

中

「

異

動

等

の

日

」

と

あ

る

の

は

、

「

異

動

等

の

日

（

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

で

あ

り

、

か

つ

、

異

動

等

の

日

が

当

該

職

員

と

し

て

採

用

さ

れ

た

日

よ

り

前

で

あ

る

場

合

は

、

当

該

採

用

の

日

以

後

初

め

て

特

地

学

校

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

つ

た

日

）

」

と

す

る

。
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東

京

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

訓

令

第

一

号

 

東

京

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

事

務

局

職

員

の

特

地

勤

務

手

当

等

支

給

規

程

（

平

成

十

六

年

東

京

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

訓

令

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 
令

和

四

年

六

月

〇

日

 

東

京

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

 

第

三

条

第

二

項

第

四

号

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、
「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

 

第

六

条

第

一

項

中
「
（

再

任

用

職

員

に

あ

っ

て

は

、
直

近

の

採

用

に

伴

い

最

初

に

当

該

公

署

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

っ

た

日

）
」

を

「
（

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

で

あ

り

、

か

つ

、

異

動

等

の

日

が

当

該

職

員

と

し

て

採

用

さ

れ

た

日

よ

り

前

で

あ

る

場

合

は

、

当

該

採

用

の

日

以

後

初

め

て

特

地

公

署

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

っ

た

日

）
」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

各

号

中

「
（

再

任

用

職

員

に

あ

っ

て

は

、

直

近

の

採

用

に

伴

い

最

初

に

当

該

公

署

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

っ

た

日

）
」

を

削

る

。

 

附

則

を

附

則

第

一

項

と

し

、

同

項

に

見

出

し

と

し

て

「
（

施

行

期

日

）
」

を

付

し

、

附

則

に

次

の

四

項

を

加

え

る

。

 

（

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

特

地

手

当

の

基

礎

額

）

 

２

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

で

あ

っ

て

、

第

三

条

第

二

項

各

号

に

定

め

る

日

に

お

い

て

当

該

職

員

以

外

の

職

員

で

あ

っ

た

も

の

に

対

す

る

同

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当
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分

の

間

、

同

項

中

「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す

る

額

を

超

え

る

と

き

は

、

そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。
）

及

び

」

と

あ

る

の

は

、
「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す

る

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

を

超

え

る

と

き

は

、
そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。
）
及

び

同

日

に

受

け

て

い

た

」

と

す

る

。

 

３

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

第

三

条

第

三

項

各

号

に

掲

げ

る

職

員

で

あ

る

も

の

の

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

特

地

手

当

の

基

礎

額

は

、

同

条

第

三

項

及

び

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

準

じ

て

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

委

員

会

が

別

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

算

出

し

た

額

と

す

る

。

 

（

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

準

ず

る

手

当

の

月

額

）

 

４

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

で

あ

っ

て

、

条

例

第

十

三

条

の

三

第

二

項

に

規

定

す

る

異

動

又

は

採

用

に

伴

っ

て

住

居

を

移

転

し

た

日

に

お

い

て

当

該

職

員

以

外

の

職

員

で

あ

っ

た

も

の

に

対

す

る

第

六

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

項

中

「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す

る

額

を

超

え

る

と

き

は

、

そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。
）

及

び

」

と

あ

る

の

は

、
「

受

け

て

い

た

給

料

の

月

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

職

員

が

適

用

を

受

け

て

い

た

別

表

第

二

に

掲

げ

る

給

料

表

及

び

そ

の

職

員

の

職

務

の

級

に

対

応

す

る

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た
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額

を

超

え

る

と

き

は

、

そ

の

額

を

限

度

と

す

る

。
）

及

び

同

日

に

受

け

て

い

た

」

と

す

る

。

 
５

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

第

六

条

第

二

項

各

号

に

掲

げ

る

職

員

で

あ

る

も

の

の

準

ず

る

手

当

の

月

額

は

、

同

条

第

二

項

及

び

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

準

じ

て

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

委

員

会

が

別

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

算

出

し

た

額

と

す

る

。
 

附

 

則

 

１

 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

改

正

法

」

と

い

う

。
）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

こ

の

訓

令

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

事

務

局

職

員

の

特

地

勤

務

手

当

等

支

給

規

程

（

以

下

「

新

規

程

」

と

い

う

。
）

第

三

条

第

二

項

第

四

号

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

し

て

、

同

号

及

び

第

六

条

第

一

項

の

規

定

を

適

用

す

る

。

 

３

 

改

正

法

附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

新

規

程

第

六

条

第

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

各

号

中

「

異

動

等

の

日

」

と

あ

る

の

は

、
「

異

動

等

の

日

（

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

で

あ

り

、

か

つ

、

異

動

等

の

日

が

当

該

職

員

と

し

て

採

用

さ

れ

た

日

よ

り

前

で

あ

る

場

合

は

、

当

該

採

用

の

日

以

後

初

め

て

特

地

公

署

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

っ

た

日

）
」

と

す

る

。
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                                                        存 続 期 間 

 

訓令甲第 号 

 特地勤務手当等支給規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和４年 月 日 

 

                                                      警視総監 大 石 吉 彦 

 

   特地勤務手当等支給規程の一部を改正する規程 

 特地勤務手当等支給規程（昭和６２年４月１日訓令甲第８号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項第４号中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項

若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。 

 第６条第１項中「再任用職員にあつては、直近の採用に伴い最初に当該公署」を「定年前再

任用短時間勤務職員であり、かつ、異動等の日が当該職員として採用された日より前である場

合には、当該採用の日以降初めて特地公署」に改め、同条第２項各号中「（再任用職員にあつて

は、直近の採用に伴い最初に当該公署に勤務することとなつた日）」を削る。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の４項を加え

る。 

 （条例附則第１０項の規定の適用を受ける職員の特地手当の基礎額） 

２ 条例附則第１０項の規定の適用を受ける職員であつて、第３条第２項各号に定める日にお

いて当該職員以外の職員であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同

項中「給料の月額（その職員が適用を受けていた別表第２に掲げる給料表及びその職員の職

務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。）及び」とあるのは、「給料の月額に

１００ 分の７０を乗じて得た額（その職員が適用を受けていた別表第２に掲げる給料表及び

その職員 の職務の級に対応する額に１００分の７０を乗じて得た額を超えるときは、その

額を限度とす る。）及び同日に受けていた」とする。 

３ 条例附則第１０項の規定の適用を受ける職員のうち、第３条第３項各号に掲げる職員であ

るものの同条第１項の特地手当の基礎額は、同条第３項及び前項の規定にかかわらず、これ

らの規定に準じて人事委員会の承認を得て警視総監が別に定めるところにより算出した額と

する。 
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 （条例附則第１０項の規定の適用を受ける職員の準ずる手当の月額） 

４ 条例附則第１０項の規定の適用を受ける職員であつて、条例第１３条の３第２項に規定す

る異動又は採用に伴つて住居を移転した日において当該職員以外の職員であつたものに対す

る第６条第１項の規定の適用については、当分の間、同項中「給料の月額（その職員が適用

を受けていた別表第２に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるとき

は、その額 を限度とする。）及び」とあるのは、「給料の月額に１００分の７０を乗じて得

た額（その職員が適用を受けていた別表第２に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応

する額に１００分の７０を乗じて得た額を超えるときは、その額を限度とする。）及び同日に

受けていた」とする。 

５ 条例附則第１０項の規定の適用を受ける職員のうち、第６条第２項各号に掲げる職員であ

るものの準ずる手当の月額は、同条第２項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定に準

じて人事委員会の承認を得て警視総監が別に定めるところにより算出した額とする。 

   附 則 

１ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「改正法」という。）附 

則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職

員は、この訓令による改正後の特地勤務手当等支給規程（以下「新規程」という。）第３条第

２項第４号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同号及び第６条第１項の規

定を適用する。 

３ 改正法附則第４条第１項又は第２項の規定により採用された職員に対する新規程第６条第

２項の規定の適用については、同項各号中「異動等の日」とあるのは、「異動等の日（地方公

務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項又は第２項の規定

により採用された職員であり、かつ、異動等の日が当該職員として採用された日より前であ

る場合には、当該採用の日以降初めて特地公署に勤務することとなつた日）」とする。 
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職

員

の

単

身

赴

任

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則 
職

員

の

単

身

赴

任

手

当

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

年

東

京

都

規

則

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

五

条

第

一

号

ロ

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

附

 

則 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 
 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項 

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

採

用

は

、

こ

の

規

則

に

よ 

る

改

正

後

の

職

員

の

単

身

赴

任

手

当

に

関

す

る

規

則

第

五

条

第

一

号

ロ

に

規

定

す

る

採

用

と

み

な

す

。 
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学

校

職

員

の

単

身

赴

任

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

四

年

 

月

 
 

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

学

校

職

員

の

単

身

赴

任

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

学

校

職

員

の

単

身

赴

任

手

当

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

五

条

第

一

号

ロ

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

同

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。
）
の

規

定

に

よ

る

採

用

は

、
こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

学

校

職

員

の

単

身

赴

任

手

当

に

関

す

る

規

則

第

五

条

第

一

号

ロ

に

規

定

す

る

採

用

と

み

な

す

。
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職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

五

十

四

年

東

京

都

規

則

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 
第

三

条

の

四

第

一

項

第

一

号

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」
を
「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」
に

、「

再

任

用

職

員

」
を
「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」
に

改

め

、
同

項

第

二

号

か

ら

第

八

号

ま

で

の

規

定

中
「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

第

三

条

の

四

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

す

。
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学

校

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

四

年

 

月

 
 

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

学

校

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

学

校

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

五

十

四

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

三

条

の

四

第

一

項

第

一

号

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

」
を
「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」
に

、「

再

任

用

職

員

」
を
「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」
に

改

め

、
同

項

第

二

号

か

ら

第

五

号

ま

で

の

規

定

中
「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

同

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。
）

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

学

校

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

第

三

条

の

四

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

す

。
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職

員

の

管

理

職

員

特

別

勤

務

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

職

員

の

管

理

職

員

特

別

勤

務

手

当

に

関

す

る

規

則

（

平

成

三

年

東

京

都

規

則

第

四

百

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

附

則

を

附

則

第

一

項

と

し

、

附

則

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

２

 

条

例

附

則

第

十

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

二

条

第

二

項

第

一

号

及

び

第

三

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

に

定

め

る

額

」

と

あ

る

の

は

、「

に

定

め

る

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額
（

そ

の

額

に

、
五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

）
」

と

す

る

。
 

 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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学

校

職

員

の

管

理

職

員

特

別

勤

務

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

四

年

 

月

 
 

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

学

校

職

員

の

管

理

職

員

特

別

勤

務

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

学

校

職

員

の

管

理

職

員

特

別

勤

務

手

当

に

関

す

る

規

則

（

平

成

三

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

五

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

附

則

を

附

則

第

一

項

と

し

、

附

則

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

２

 

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

二

条

第

二

項

第

一

号

及

び

第

三

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

に

定

め

る

額

」

と

あ

る

の

は

、「

に

定

め

る

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額
（

そ

の

額

に

、
五

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

た

額

）
」

と

す

る

。

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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学

校

職

員

の

初

任

給

調

整

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

四

年

 

月

 
 

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

学

校

職

員

の

初

任

給

調

整

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

学

校

職

員

の

初

任

給

調

整

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

八

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

付

則

第

二

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

２

 

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

六

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

条

中

「

別

表

第

一

」

と

あ

る

の

は

「

付

則

別

表

第

一

」

と

、

「

別

表

第

二

」

と

あ

る

の

は

「

付

則

別

表

第

二

」

と

す

る

。

 

 

付

則

第

三

項

を

削

る

。

 

 

付

則

第

二

項

の

次

に

付

則

別

表

と

し

て

次

の

二

表

を

加

え

る

。
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　付則別表第１（付則第２項関係）

円 円 円

214,800 188,000 122,600

(２)
(１)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(３)
(２)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(４)
(３)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(５)
(４)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(６)
(５)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(７)
(６)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(８)
(７)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(９)
(８)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(10)
(９)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(11)
(10)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(12)
(11)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(13)
(12)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(14)
(13)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(15)
(14)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(16)
(15)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(17)
(16)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(18)
(17)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

第３条第３
号の職員及
び第４条第
３号の職員

第３条第２
号の職員及
び第４条第
２号の職員

第３条第１
号の職員及
び第４条第
１号の職員

採用の日又は第４条第１号から第
３号までの職員となつた日からそ
の者の大学卒業の日の属する年の
翌年の３月31日までの期間

(１)

期間の区分

職務の区分
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(19)
(18)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(20)
(19)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

214,800 188,000 122,600

(21)
(20)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

208,800 182,100 117,300

(22)
(21)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

202,700 176,500 111,900

(23)
(22)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

196,500 170,800 106,700

(24)
(23)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

190,300 165,100 101,400

(25)
(24)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

184,000 159,500 96,000

(26)
(25)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

177,800 153,800 91,100

(27)
(26)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

171,600 148,100 86,200

(28)
(27)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

165,400 142,500 81,400

(29)
(28)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

159,200 136,600 76,500

(30)
(29)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

153,000 130,800 71,700

(31)
(30)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

147,800 125,800 67,300

(32)
(31)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

142,700 120,800 62,900

(33)
(32)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

137,600 116,000 58,500

(34)
(33)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

132,300 111,200 55,200

(35)
(34)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

127,100 106,200 51,900

(36)
(35)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

121,900 101,400 48,700

(37)
(36)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

116,800 96,600 45,600

(38)
(37)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

111,700 91,800 42,500

(39)
(38)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

106,600 87,200 39,500

(40)
(39)の期間の満了する日の翌日か
ら翌年の３月31日までの期間

101,500 82,600 36,400
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　　　付則別表第２（付則第２項関係）

円

4,100

（２）
(１)の期間の満了する日の翌日から翌年の３
月31日までの期間

3,800

（３）
(２)の期間の満了する日の翌日から翌年の３
月31日までの期間

2,700

（４）
(３)の期間の満了する日の翌日から翌年の３
月31日までの期間

1,700

（５）
(４)の期間の満了する日の翌日から翌年の３
月31日までの期間

600

第３条第４号の職員及
び第４条第４号の職員

（１）

採用の日又は第４条第４号の職員となつた日
からその者の学校等卒業の日又は修業年限の
経過した日の属する年の翌年の３月31日まで
の期間

職務の区分

期間の区分
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別

表

第

一

中
 

 

を

 
 

に

改

め

る

。

 別

表

第

二

中

「

 
 

 
」

を

「

 
 

 

」

に

改

め

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

「

 

」

 

」

 

 

「

 

な
っ
た

 
な
つ
た
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義

務

教

育

等

教

員

特

別

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和
 

年

 

月

 
 

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

義

務

教

育

等

教

員

特

別

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

義

務

教

育

等

教

員

特

別

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

五

十

一

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

四

条

中

「

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

改

め

、

「

占

め

る

職

員

」

の

下

に

「

（

以

下

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

と

い

う

。

）

」

を

加

え

、

同

条

第

一

号

中

「

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

再

任

用

職

員

」

と

い

う

。

）

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

 

 

附

則

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

３

 

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

四

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

条

各

号

中

「

別

表

に

掲

げ

る

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

別

表

に

掲

げ

る

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

と

し

、

そ

の

額

に

十

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

た

額

」

と

す

る

。

 

 

別

表

中

「

再
任
用
職
員

」

を

「

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」

に

改

め

る

。

 

附

 

則
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１

 
こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 
地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

改

正

法

」

と

い

う

。

）

附

則

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

改

正

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

義

務

教

育

等

教

員

特

別

手

当

に

関

す

る

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

）

第

四

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

別

表

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

の

項

に

掲

げ

る

額

を

同

条

各

号

の

別

表

に

掲

げ

る

額

と

し

て

算

出

す

る

。

 

３

 

改

正

法

附

則

第

六

条

第

一

項

又

は

第

二

項

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

改

正

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、

改

正

後

の

規

則

第

四

条

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

す

。
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教

職

調

整

額

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和
 

年

 

月

 
 

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

教

職

調

整

額

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

教

職

調

整

額

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

四

条

の

見

出

し

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

同

条

中

「

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

 

附

則

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

 

４

 

学

校

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

一

年

東

京

都

条

例

第

六

十

八

号

。

以

下

「

給

与

条

例

」
と

い

う

。
）
付

則

第

九

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

教

職

調

整

額

の

計

算

の

基

礎

と

な

る

給

料

月

額

は

、

同

項

の

規

定

に

よ

り

算

出

さ

れ

た

額

と

す

る

。

 

５

 

給

与

条

例

付

則

第

十

二

項

、

第

十

四

項

又

は

第

十

五

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

を

支

給

さ

れ

る

職

員

の

教

職

調

整

額

の

計

算

の

基

礎

と

な

る

給

料

月

額

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

月

額

と

こ

れ

ら

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

額

と

の

合

計

額

と

す

る

。
 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

六

条

第

一

項
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又

は

第

二

項

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

同

法

附

則

第

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。
）
の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

は

、
こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

教

職

調

整

額

に

関

す

る

規

則

第

四

条

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員

と

み

な

す

。
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産

業

教

育

手

当

支

給

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和
 

年

 

月

 
 

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

産

業

教

育

手

当

支

給

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

産

業

教

育

手

当

支

給

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

二

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

三

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

付

則

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

 

３

 

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

産

業

教

育

手

当

の

計

算

の

基

礎

と

な

る

給

料

月

額

は

、

同

項

の

規

定

に

よ

り

算

出

さ

れ

た

額

と

す

る

。

 

４

 

条

例

付

則

第

十

二

項

、

第

十

四

項

又

は

第

十

五

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

を

支

給

さ

れ

る

職

員

の

産

業

教

育

手

当

の

計

算

の

基

礎

と

な

る

給

料

月

額

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

月

額

と

こ

れ

ら

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

額

と

の

合

計

額

と

す

る

。

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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定

時

制

通

信

教

育

手

当

支

給

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和
 

年

 

月

 
 

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

定

時

制

通

信

教

育

手

当

支

給

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

定

時

制

通

信

教

育

手

当

支

給

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

五

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

付

則

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

 

３

 

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

定

時

制

通

信

教

育

手

当

の

計

算

の

基

礎

と

な

る

給

料

月

額

は

、

同

項

の

規

定

に

よ

り

算

出

さ

れ

た

額

と

す

る

。

 

４

 

条

例

付

則

第

十

二

項

、

第

十

四

項

又

は

第

十

五

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

を

支

給

さ

れ

る

職

員

の

定

時

制

通

信

教

育

手

当

の

計

算

の

基

礎

と

な

る

給

料

月

額

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

月

額

と

こ

れ

ら

の

規

定

に

よ

る

給

料

の

額

と

の

合

計

額

と

す

る

。

 

附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

東

京

都

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

九

年

東

京

都

規

則

第

五

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

中

「

第

四

十

三

条

の

八

」

を

「

第

四

十

三

条

の

六

」

に

改

め

る

。

 

 

第

四

条

第

一

項

中

第

六

号

及

び

第

七

号

を

削

り

、

第

八

号

を

第

六

号

と

し

、

第

九

号

及

び

第

十

号

を

削

り

、

同

条

第

二

項

第

三

号

中

「

⑸

」

を

「

⑶

」

に

改

め

、

同

項

中

第

四

号

を

削

り

、

第

五

号

を

第

四

号

と

し

、

第

六

号

か

ら

第

十

号

ま

で

を

一

号

ず

つ

繰

り

上

げ

、

第

十

一

号

を

削

る

。

 

 

附

則

第

二

項

第

一

号

中
「

又

は

病

院

経

営

本

部

」
を

削

り

、
「

治

療

、
看

護

」
を
「

検

体

採

取

、
移

送

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

又

は

病

院

経

営

本

部

」

を

削

る

。

 

別

表

１

の

部

⑸

の

項

中

「

福

祉

保

健

局

又

は

病

院

経

営

本

部

」

を

「

北

療

育

医

療

セ

ン

タ

ー

又

は

府

中

療

育

セ

ン

タ

ー

」

に

改

め

、
「
（

監

察

医

務

院

に

所

属

す

る

医

師

を

除

く

。
）
」

を

削

り

、

同

部

⑹

の

項

中

「

都

立

病

院

又

は

こ

れ

に

準

ず

る

医

療

施

設

若

し

く

は

入

所

施

設

」

を

「

北

療

育

医

療

セ

ン

タ

ー

又

は

府

中

療

育

セ

ン

タ

ー

」
に

改

め

、
同

表

３

の

部

⑴

の

項

中
「

都

立

病

院

、
」
を

削

り

、
「

治

療

、
看

護

」

を

「

検

体

採

取

、

移

送

」

に

改

め

、

同

部

中

⑵

の

項

及

び

⑶

の

項

を

削

り

、

⑷

の

項

を

⑵

の

項

と

し

、

⑸

の

項

を

⑶

の

項

と

し

、

同

表

４

の

部

中

⑴

の

項

を

削

り

、

⑵

の

項

を

⑴

の

項

と

し

、

⑶

の

項

を

⑵

の

項

と

し

、
同

部

⑷

の

項

中
「

⑶

」
を
「

⑵

」
に

改

め

、
同

項

を

同

部

⑶

の

項

と

し

、
同

部

⑸

の

項

中
「

⑶

」

を
「

⑵

」

に

改

め

、
同

項

を

同

部

⑷

の

項

と

し

、
同

部

⑹

の

項

中
「

⑶

」

を
「

⑵

」

に

、
「

⑷

」
を
「

⑶

」

に

、
「

⑸

」

を

「

⑷

」

に

改

め

、

同

項

を

同

部

⑸

の

項

と

し

、

同

部

⑺

の

項

を

削

り

、

同

表

６

の

部

⑴

の

項

中

「

次

に

掲

げ

る

職

員

が

、

次

に

掲

げ

る

」

を

「

保

健

所

そ

の

他

医

療

関

係

の

機

関

に

お

い

て

、

エ
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ッ

ク

ス

線

操

作

に

従

事

す

る

診

療

放

射

線

技

師

又

は

そ

の

助

手

が

、

当

該

」

に

改

め

、

同

項

ア

及

び

イ

を

削

り

、

同

部

⑵

の

項

中

「

都

立

病

院

、
」

及

び

「
（

⑴

に

規

定

す

る

も

の

を

除

く

。
）
」

を

削

り

、
「

、

看

護

師

」
の

下

に
「
（

准

看

護

師

を

含

む

。
以

下

同

じ

。
）
」
を

加

え

、
「

臨

床

工

学

技

士

若

し

く

は

」
を
「

臨

床

工

学

技

士

又

は

」

に

、
「

診

療

若

し

く

は

」

を

「

診

療

又

は

」

に

、
「

エ

ッ

ク

ス

線

操

作

若

し

く

は

」

を
「

エ

ッ

ク

ス

線

操

作

又

は

」
に

改

め

、
「

又

は

駒

込

病

院

に

所

属

す

る

看

護

師

若

し

く

は

一

般

技

能

職

員

（

看

護

の

助

手

に

当

た

る

者

に

限

る

。
）

が

、

放

射

線

治

療

病

室

そ

の

他

の

場

所

に

お

い

て

、

患

者

の

看

護

若

し

く

は

術

処

理

補

助

業

務

若

し

く

は

汚

染

物

の

処

理

業

務

に

従

事

し

た

と

き

」

を

削

り

、

同

表

1 1
の

部

⑵

の

項

中

「

都

立

病

院

、
」

を

削

り

、

同

部

⑶

の

項

を

削

り

、

同

表

1 4
の

項

中

「

都

立

病

院

、
」

を

削

り

、
同

表

1 5
の

項

及

び

1 6
の

項

を

削

り

、
同

表

1 7
の

項

中
「

都

立

病

院

そ

の

他

の

医

療

機

関

」
を

「

北

療

育

医

療

セ

ン

タ

ー

又

は

府

中

療

育

セ

ン

タ

ー

」

に

改

め

、

同

項

を

同

表

1 5
の

項

と

し

、

同

表

1 8
の

項

及

び

1 9
の

項

を

削

る

。

 

附

 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

七

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 

２

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。
）

前

に

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

に

規

定

す

る

業

務

に

従

事

し

た

こ

と

に

よ

り

支

給

す

る

こ

と

と

な

っ

た

特

殊

勤

務

手

当

で

、

施

行

日

以

後

に

支

給

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。
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非

常

勤

職

員

の

報

酬

、

費

用

弁

償

及

び

期

末

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

非

常

勤

職

員

の

報

酬

、

費

用

弁

償

及

び

期

末

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

規

則

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

附

則

第

二

項

第

一

号

中
「

又

は

病

院

経

営

本

部

」
を

削

り

、「

治

療

、
看

護

」
を
「

検

体

採

取

、
移

送

」

に

改

め

る

。
 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

七

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

非

常

勤

職

員

の

報

酬

、

費

用

弁

償

及

び

期

末

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

附

則

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

業

務

に

従

事

し

た

こ

と

に

よ

り

支

給

す

る

こ

と

と

な

っ

た

給

与

条

例

第

十

三

条

に

規

定

す

る

特

殊

勤

務

手

当

に

相

当

す

る

報

酬

で

、

同

日

以

後

に

支

給

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。
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４総人人第６０３号 

令和４年６月１４日 

東京都人事委員会 殿 

東京都知事 

小 池  百 合 子 

（公印省略） 

東京消防庁災害救急情報センターにおいて救急隊指導医の業務に従事する職

員の服務及び給与の取扱いの廃止について（申請） 

 このことについて、下記のとおり、取扱いを廃止することとしたいので、申請し

ます。 

１ 廃止する同意・承認事項 

  東京消防庁災害救急情報センターにおいて救急隊指導医の業務に従事する職員

の服務及び給与の取扱いについて（申請） 

  （昭和 63年１月 13日付 62人委任第 159号承認） 

２ 廃止理由 

  令和４年７月１日から、都立病院が地方独立行政法人へ移行し、対象者がいな

くなるため 

３ 会計年度任用職員に関する取扱い 

  「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成

27年３月 24日付 26人委任第 175号同意・承認）を別紙のとおり改正する。 

４ 廃止年月日 

  令和４年６月 30日 

別添３

　1　



 

別 紙 

 

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意・承認）の一

部を下記のとおり改正する。 

 
記 

 

改   正   案 現       行 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

 

１から４まで （現行のとおり） 

５ 改正年月日 

令和４年７月１日（当初申請 「平成 27年４月１日」） 

 

【別表】 

項番 
承認 

番号等 
項目      

職務専念義

務 
報酬減額 

１から９まで   （現行のとおり） 

10        （削除） 

 

 

 

 

10 ４人委

任第

189号 

骨髄等の提供及び献血に係

る職員の職務専念義務の免

除等について 

免除する 免除しない 

11 ６人委

任第

239号 

勤務の軽減措置による職務

に専念する義務の免除及び

給与の減額の免除について 

免除しない 免除しない 

12 ７人委

任第

東京都職員互助協議会の役

員に選任された職員の服務

免除しない 免除しない 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

 

１から４まで （略） 

５ 改正年月日 

令和４年６月１日（当初申請 「平成 27年４月１日」） 

 

【別表】  

項

番 

承認 

番号等 
項目      

職務専念義

務 
報酬減額 

１から９まで   （略） 

10 62人委

任第

159号 

東京消防庁災害救急情報セ

ンターにおいて救急隊指導

医の業務に従事する職員の

服務及び給与の取扱いにつ

いて 

免除しない 免除しない 

11 ４人委

任第

189号 

骨髄等の提供及び献血に係

る職員の職務専念義務の免

除等について 

免除する 免除しない 

12 ６人委

任第

239号 

勤務の軽減措置による職務

に専念する義務の免除及び

給与の減額の免除について 

免除しない 免除しない 

13 ７人委

任第

東京都職員互助協議会の役

員に選任された職員の服務

免除しない 免除しない 
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196号 に専念する義務の免除及び

給与減額免除の取扱いにつ

いて 

13 ７人委

任第

226号 

人間ドックの受診に係る職

員の職務専念義務の免除及

び給与減額の免除について 

免除しない 免除しない 

14 ９人委

任第

224号 

妊産婦である職員が休養を

要する場合の職務に専念す

る義務の免除及び給与減額

の免除について 

  

 ア 妊娠中の休憩に関す

る措置に係るもの 

妊娠中の職員で、医師又

は助産師の指導により

休養又は補食の必要が

あるとされた場合 

免除する 免除する 

 

 イ 妊娠中又は出産後の

症状等に対応する措置

に係るもの 

妊娠中及び出産後１年

を経過していない職員

で、医師又は助産師の指

導により勤務時間短縮

の必要があるとされた

場合 

免除する 免除する 

ただし、他

の規定によ

り勤務しな

いことを承

認している

時間との合

計が、１日

に４時間を

超えない場

合で、その

範囲内で承

認されたも

のに限る 

15 13人委

任第

107号 

再任用職員の採用（更新）

選考を受験する場合の職員

の服務及び給与の取扱いに

ついて 

免除しない 免除しない 

196号 に専念する義務の免除及び

給与減額免除の取扱いにつ

いて 

14 ７人委

任第

226号 

人間ドックの受診に係る職

員の職務専念義務の免除及

び給与減額の免除について 

免除しない 免除しない 

15 ９人委

任第

224号 

妊産婦である職員が休養を

要する場合の職務に専念す

る義務の免除及び給与減額

の免除について 

  

 ア 妊娠中の休憩に関す

る措置に係るもの 

妊娠中の職員で、医師又

は助産師の指導により

休養又は補食の必要が

あるとされた場合 

免除する 免除する 

 

 イ 妊娠中又は出産後の

症状等に対応する措置

に係るもの 

妊娠中及び出産後１年

を経過していない職員

で、医師又は助産師の指

導により勤務時間短縮

の必要があるとされた

場合 

免除する 免除する 

ただし、他

の規定によ

り勤務しな

いことを承

認している

時間との合

計が、１日

に４時間を

超えない場

合で、その

範囲内で承

認されたも

のに限る 

16 13人委

任第

107号 

再任用職員の採用（更新）

選考を受験する場合の職員

の服務及び給与の取扱いに

ついて 

免除しない 免除しない 
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16 18人委

任第

163号 

職員団体の活動に従事する

職員の職務専念義務の免除

について 

免除する 

ただし、一

年度につき

以下の所定

勤務日数に

応じた日数

の範囲内と

し、月４日

未満又は年

48日未満の

場合は免除

しない。 

ア  週４日

以上、月15

日以上又は

年 169 日 以

上 の 場 合 

23日 

イ 週３日、

月11日から

14日まで又

は 年 121 日

か ら 168 日

までの場合 

12日 

ウ 週２日、

月７日から

10日まで又

は年73日か

ら 120 日 ま

で の 場 合 

７日 

エ 週１日、

月４日から

６日まで又

免除しない 17 18人委

任第

163号 

職員団体の活動に従事する

職員の職務専念義務の免除

について 

免除する 

ただし、一

年度につき

以下の所定

勤務日数に

応じた日数

の範囲内と

し、月４日

未満又は年

48日未満の

場合は免除

しない。 

ア  週４日

以上、月15

日以上又は

年 169 日 以

上 の 場 合 

23日 

イ 週３日、

月11日から

14日まで又

は 年 121 日

か ら 168 日

までの場合 

12日 

ウ 週２日、

月７日から

10日まで又

は年73日か

ら 120 日 ま

で の 場 合 

７日 

エ 週１日、

月４日から

６日まで又

免除しない 
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は年48日か

ら72日まで

の場合  ２

日 

17 4人委

任第24

号 

国際競技大会に選手等とし

て参加する職員の職務専念

義務の免除及び給与の取扱

いについて 

免除しない 免除しない 

 
 

は年48日か

ら72日まで

の場合  ２

日 

18 4人委

任第24

号 

国際競技大会に選手等とし

て参加する職員の職務専念

義務の免除及び給与の取扱

いについて 

免除しない 免除しない 
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～ 目 次 ～ 

１ 職員の定年等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（３頁） 

２ 職員の休職の事由等に関する規則の一部を改正する規則（９頁） 

３ 職員からの苦情相談に関する規則の一部を改正する規則（10頁） 

４ 職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則（11頁） 

５ 職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の一部を改正する規則（12頁） 

６ 初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則（14頁） 

７ 「初任給調整手当に関する規則の運用について」の一部改正について（17頁） 

８ 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則（18頁） 

９ 「初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について」の一部改正について（20頁） 

10 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則（22頁） 

11 東京都職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則（23頁） 

12 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（25頁） 

13 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（34頁） 

14 職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則（42頁） 

15 学校職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則（44頁） 

16 地域手当に関する規則の一部を改正する規則（46頁） 

17 学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則（48頁） 

18 職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則（50頁） 

19 学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則（58頁） 

20 警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程の一部改正（60頁） 

21 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（知事）（62頁） 

22 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（教育）（68頁） 

規 則 等 改 正 新 旧 対 照 表 

参考 
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23 職員の給与に関する規程の一部改正（議会）（70頁） 

24 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（監査）（72頁） 

25 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（選挙管理委員会）（74頁） 

26 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（人事委員会）（76頁） 

27 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（警視）（78頁） 

28 東京消防庁職員の給料の特別調整額に関する規程の一部改正（80頁） 

29 管理職手当支給に関する規則の一部を改正する規則（82頁） 

30 特地勤務手当等支給規程の一部改正（知事）（84頁） 

31 東京都教育委員会職員の特地勤務手当等支給規程の一部改正（89頁） 

32 都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程の一部改正（94頁） 

33 東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程の一部改正（98頁） 

34 特地勤務手当等支給規程の一部改正（警視）（102頁） 

35 職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則（108頁） 

36 学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則（109頁） 

37 職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（110頁） 

38 学校職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（112頁） 

39 職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則（114頁） 

40 学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則（115頁） 

41 学校職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則（116頁） 

42 義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則（121頁） 

43 教職調整額に関する規則の一部を改正する規則（124頁） 

44 産業教育手当支給に関する規則の一部を改正する規則（125頁） 

45 定時制通信教育手当支給に関する規則の一部を改正する規則（126頁） 

46 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則（127頁） 

47 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則  

（136頁） 
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職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
施
設
等
の
範
囲
） 

（
削
除
） 

第
二
条 

条
例
別
表
第
一
第
四
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
医
療
業
務
を

担
当
す
る
部
署
等
の
あ
る
施
設
等
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
施
設
等
と
す
る
。 

２

条
例
別
表
第
二
第
三
号
及
び
別
表
第
三
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
医

療
福
祉
系
の
研
究
所
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
研
究
所
と
す
る
。 

（
勤
務
延
長
） 

（
勤
務
延
長
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条 

（
略
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

３

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
異
動
期
間
延
長
職
員
（
異

動
期
間
（
条
例
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
を
い
う
。
以
下
第
六

条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ

れ
た
期
間
を
含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
（
条
例
第
六
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
職
を
い
う
。
第
六
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
占

め
る
職
員
を
い
う
。
）
の
勤
務
延
長
に
係
る
東
京
都
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人

事
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
の
申
請
は
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
申
請
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
請
書
に
は
、
前
項
の
職
員
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添

付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
設
） 
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４ 

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
延
長
の
期
限
の
延
長
に
係
る
人

事
委
員
会
の
承
認
の
申
請
は
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申

請
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
書
に

は
、
第
二
項
の
職
員
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
も
の

と
す
る
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
延
長
の
期
限
の
延
長
に
係
る
東

京
都
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
の
申
請
は
、

人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
書
に
は
、
前
項
の
職
員
の
同
意
を
得

た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

５

（
現
行
の
と
お
り
） 

４

（
略
） 

（
勤
務
延
長
に
係
る
状
況
の
報
告
） 

（
状
況
の
報
告
） 

第
三
条 

任
命
権
者
は
、
毎
年
五
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
度
に
定
年
に
達
し
た

職
員
に
係
る
勤
務
延
長
（
条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
人

事
委
員
会
の
承
認
を
得
た
も
の
を
除
く
。
）
の
事
由
及
び
期
限
の
状
況
を
人

事
委
員
会
に
対
し
て
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
条 

任
命
権
者
は
、
五
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
度
に
定
年
に
達
し
た
職
員

に
係
る
勤
務
延
長
の
状
況
を
人
事
委
員
会
に
対
し
て
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。 

（
管
理
監
督
職
か
ら
除
か
れ
る
職
） 

第
四
条 

条
例
別
表
第
一
第
四
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
医
療
業
務
を

担
当
す
る
部
署
等
の
あ
る
施
設
等
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
施
設
等
と
す
る
。 

（
新
設
） 

２ 

条
例
第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職

は
、
次
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。 

一 

人
事
管
理
上
の
必
要
性
に
鑑
み
、
当
該
職
員
の
退
職
の
日
に
限
り
臨
時
的

に
置
か
れ
る
職 

二

前
号
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職 

３

条
例
第
七
条
た
だ
し
書
及
び
別
表
第
二
第
三
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
医
療
福
祉
系
の
研
究
所
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
研
究
所
と
す
る
。 

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
） 

第
五
条 

任
命
権
者
は
、
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
を

行
う
場
合
に
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
旨
を
明
示
し
た
発
令
通
知
書
等
を
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
設
） 
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（
管
理
監
督
職
へ
の
任
用
の
制
限
の
特
例
） 

第
六
条 

任
命
権
者
は
、
異
動
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
は
、
職
員
に
対
し
、
そ

の
旨
を
明
示
し
た
発
令
通
知
書
等
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
条
例
第
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
の
期
限
を
繰
り
上
げ
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
新
設
） 

２ 

条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
職
員
の
同
意
は
、
書
面
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す

る
。 

３

条
例
第
九
条
第
二
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認
の
申

請
は
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
書
に
は
、
前
項
の
職
員
の
同
意
を

得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

４

条
例
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
監
督

職
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
職

と
す
る
。 

一 

行
政
系
部
長
級
職
員
の
特
定
管
理
監
督
職
群 
東
京
都
組
織
規
程
（
昭
和

二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
本
庁
行
政
機

関
（
住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
、
都
営
住
宅
経
営
部
及
び
民
間
住
宅
部

に
限
る
。
）
及
び
中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に
限
る
。
）
を
除

く
。
）
、
同
規
程
第
六
条
に
規
定
す
る
地
方
行
政
機
関
、
東
京
都
教
育
庁
出

張
所
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第

二
十
三
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
東
京
都
教
育
庁
出
張
所
、
東
京
都
教
育
事

務
所
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第

七
十
三
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
東
京
都
教
育
事
務
所
、
東
京
都
学
校
経
営

支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
三
十
九
号
）
第

一
条
に
規
定
す
る
東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
、
同
条
例
第
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
支
所
、
東
京
都
教
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
（
平
成
十
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二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
東
京
都
教
職
員
研
修

セ
ン
タ
ー
、
東
京
都
教
育
相
談
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都

条
例
第
二
百
七
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
東
京
都
教
育
相
談
セ
ン
タ
ー
、
東

京
都
立
図
書
館
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第
百
十
二
号
）
第
一
条

に
規
定
す
る
東
京
都
立
図
書
館
、都
立
学
校
、東
京
都
交
通
局
組
織
規
程（
昭

和
三
十
七
年
交
通
局
規
程
第
三
十
三
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
事
業
所
、
東

京
都
水
道
局
分
課
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
五

号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
事
業
機
関
及
び
東
京
都
下
水
道
局
分
課
規
程
（
昭

和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
事

業
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
「
出
先
機
関
」
と
い
う
。
）
に

置
か
れ
る
管
理
監
督
職
で
あ
つ
て
、
職
層
名
参
事
又
は
専
門
参
事
の
職
に
あ

る
者
を
も
つ
て
充
て
る
職
並
び
に
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
職 

二

行
政
系
課
長
級
職
員
の
特
定
管
理
監
督
職
群 

出
先
機
関
に
置
か
れ
る

管
理
監
督
職
で
あ
つ
て
、
職
層
名
副
参
事
又
は
専
門
副
参
事
の
職
に
あ
る
者

を
も
つ
て
充
て
る
職
及
び
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
職
（
第
三
号
及
び
第

六
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

三 

行
政
専
門
職
の
特
定
管
理
監
督
職
群 

専
門
課
長
の
職
及
び
人
事
委
員

会
が
別
に
定
め
る
職 

四 

校
長
の
特
定
管
理
監
督
職
群 

都
立
学
校
及
び
区
市
町
村
立
学
校
の
校

長
の
職
並
び
に
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
職 

五 

副
校
長
の
特
定
管
理
監
督
職
群 

都
立
学
校
及
び
区
市
町
村
立
学
校
の

副
校
長
の
職
並
び
に
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
職 

六 

運
輸
系
職
員
の
特
定
管
理
監
督
職
群 

東
京
都
交
通
局
組
織
規
程
第
六

条
に
規
定
す
る
事
業
所
に
置
か
れ
る
管
理
監
督
職
で
あ
つ
て
職
層
名
副
参

事
又
は
専
門
副
参
事
の
職
に
あ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
職
及
び
人
事
委
員
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会
が
別
に
定
め
る
職
（
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
給
料
等
に
関
す
る
規
程

（
昭
和
三
十
三
年
交
通
局
規
程
第
十
四
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
交

通
局
企
業
職
員
給
料
表
（
二
）
又
は
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
交
通
局
企
業

職
員
給
料
表
（
二
）
の
二
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
職
に
限
る
。
） 

（
異
動
期
間
の
延
長
に
係
る
状
況
の
報
告
） 

第
七
条 

任
命
権
者
は
、
毎
年
五
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
の
四
月
二
日
か
ら
そ
の

年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
が
延
長

さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
係
る
当
該
異
動
期
間
の
延
長
の
状
況

を
人
事
委
員
会
に
対
し
て
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
設
） 

（
定
年
前
再
任
用
） 

第
八
条 

条
例
第
十
三
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
定
年
前
再
任

用
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）
を
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。 

一 

人
事
評
価
の
結
果
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
く
従
前
の

勤
務
実
績 

二 

定
年
前
再
任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
に
必
要
と
さ
れ
る
経
験
又
は
資

格
の
有
無
そ
の
他
定
年
前
再
任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
上
必
要
な
事
項 

（
新
設
） 

２ 

任
命
権
者
は
、
定
年
前
再
任
用
を
行
う
場
合
に
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
旨

を
明
示
し
た
発
令
通
知
書
等
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

附

則

１ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
二
条
の
規
定
は
、条
例
附
則
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
四
条
の

規
定
に
よ
り
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法

律
第
九
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り

附

則

１ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
三
条
の
規
定
は
、条
例
附
則
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
四
条
の

規
定
に
よ
り
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律

第
九
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
退
職

　7　



退
職
す
る
職
員
を
引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

す
る
職
員
を
引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

別
表
第
一
（
第
四
条
第
一
項
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
二
条
第
一
項
関
係
） 

一
か
ら
五
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
五
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
二
（
第
四
条
第
三
項
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
二
条
第
二
項
関
係
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
略
） 
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職
員
の
休
職
の
事
由
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
休
職
の
事
由
） 

（
休
職
の
事
由
） 

第
二
条 

職
員
が
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
二
項
に
該
当
す
る
場
合
の
ほ
か
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
休
職
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
非
常
勤
職
員
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
は
、
第
一

号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

第
二
条 

職
員
が
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
二
項
に
該
当
す
る
場
合
の
ほ
か
、

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
休
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
非
常
勤
職
員
（
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間

勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
は
、
第
一
号
及
び
第

二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

一
か
ら
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
四
ま
で 

（
略
） 

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で 

（
略
） 
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職
員
か
ら
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
人
事
委
員
会
に
対
す
る
苦
情
相
談
） 

（
人
事
委
員
会
に
対
す
る
苦
情
相
談
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
条 

（
略
） 

一

（
現
行
の
と
お
り
） 

一

（
略
） 

二

法
第
二
十
二
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
く
採
用
に
関
す
る
苦
情
相
談 

二

法
第
二
十
八
条
の
四
又
は
第
二
十
八
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
く
採
用
に

関
す
る
苦
情
相
談 

第
三
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
略
） 
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職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
八
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
八
条
ま
で 

（
略
） 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
係
る
通

勤
手
当
の
減
額
） 

第
八
条
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
九
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
係
る
通
勤
手
当

の
減
額
） 

第
八
条
の
二 

（
略
） 

第
九
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
略
） 

別
表 

（
略
） 
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職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
等
に
よ
る
旅
費
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
略
） 

（
島
し
よ
等
に
お
け
る
退
職
者
の
旅
費
） 

第
三
条
の
二 
（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

由
は
、
定
年
に
達
し
た
こ
と
に
よ
る
退
職
（
定
年
に
達
し
た
者
が
、
職
員
の

定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
条
例
第
四
号
）
第
四
条
の

規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
し
た
後
の
退
職
を
含
み
、
地
方
公
務
員
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
場
合
の
退
職
を
除
く
。
）
、
臨
時
的
任
用
職
員

（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号
、
女

子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例

（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
八
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
臨

時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
）
の
任
期
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
る
退

職
及
び
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
任

期
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
る
退
職
と
す
る
。 

（
島
し
よ
等
に
お
け
る
退
職
者
の
旅
費
） 

第
三
条
の
二 

（
略
） 

２

（
略
） 

３ 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

由
は
、
定
年
に
達
し
た
こ
と
に
よ
る
退
職
（
定
年
に
達
し
た
者
が
、
職
員
の

定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
条
例
第
四
号
）
第
四
条
の

規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
し
た
後
の
退
職
を
含
み
、
地
方
公
務
員
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十

八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
再
任
用
の
採
用
に
関
す
る
規
定
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
場
合
の
退
職
を
除
く
。
）
、
臨
時
的
任
用
職

員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号
、

女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例

（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
八
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
臨

時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
）
の
任
期
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
る
退

職
及
び
再
任
用
職
員
（
再
任
用
の
採
用
に
関
す
る
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
任
期
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
る
退
職
（
再

任
用
の
採
用
に
関
す
る
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
場
合
の
退
職
を

除
く
。
）
と
す
る
。 
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４
及
び
５ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

ア

行
政
職
給
料
表
㈠
の
各
級
に
相
当
す
る
職
務
の
級
（
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

イ

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
行
政
職
給
料
表
㈠
の
各
級
に
相
当

す
る
職
務
の
級 

（
現
行
の
と
お
り
） 

ウ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４
及
び
５ 

（
略
） 

第
四
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

ア

行
政
職
給
料
表
㈠
の
各
級
に
相
当
す
る
職
務
の
級
（
再
任
用
職
員
を
除

く
。
） 

（
略
） 

イ

再
任
用
職
員
の
行
政
職
給
料
表
㈠
の
各
級
に
相
当
す
る
職
務
の
級 

（
略
） 

ウ 

（
略
） 

別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
略
） 
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初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
職
及
び
職
員
の
範
囲
） 

（
職
及
び
職
員
の
範
囲
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
条 

（
略
） 

一
か
ら
三
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
略
） 

四

保
健
所
等
の
公
署
に
置
か
れ
る
職
で
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の 

四

保
健
所
及
び
都
立
病
院
等
の
公
署
に
置
か
れ
る
職
で
、
人
事
委
員
会
の

定
め
る
も
の 

五
及
び
六 

（
現
行
の
と
お
り
） 

五
及
び
六 

（
略
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

第
三
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
略
） 

付

則 

付

則 

１

（
現
行
の
と
お
り
） 

１

（
略
） 

２

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
六
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
中
「
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は

「
付
則
別
表
第
一
」
と
、
「
別
表
第
二
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
別
表
第
二
」

と
す
る
。 

２ 

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
三
十
日

以
前
の
結
核
性
疾
患
に
よ
る
休
養
期
間
は
、
休
職
の
期
間
に
含
む
も
の
と
す

る
。 

（
削
除
） 

３

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

か
か
る
本
手
当
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
こ
の
規

則
施
行
日
以
降
の
日
に
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

付
則
別
表
第
一
（
付
則
第
二
項
関
係
） 

（
新
設
） 
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付
則
別
表
第
二
（
付
則
第
二
項
関
係
） 

（
新
設
） 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二 

（
略
） 
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初任給調整手当に関する規則の運用について（昭和42年３月30日付42人委発第113号）新旧対照表（抄） 

改正案 現行 

第２条関係 （現行のとおり） 第２条関係 （略） 

（削除） 

第４条関係からその他まで （現行のとおり） 

別表 

第３条関係 

  第７号中「人事委員会がこれらに準ずると認めるもの」とは、採用

試験又は選考に伴う内部職員の能力認定に合格し、第２条第２項の職

に採用された者をいう。 

第４条関係からその他まで （略） 

別表 

区分 公署 

規則第２条第１項第
１号の職 

（現行のとおり） 

規則第２条第１項第
３号の職 

（現行のとおり） 

規則第２条第１項第
４号の職 

職員共済組合事業部  職員共済組合シ
ティ・ホール診療所
各保健所（島しょ保健所各出張所を除く。）
児童相談センター 女性相談センター 心
身障害者福祉センター 精神保健福祉セン
ター 各総合精神保健福祉センター 北療
育医療センター 府中療育センター
教育庁都立学校教育部 教育庁地域教育支
援部
東京消防庁警防部 東京消防庁人事部 東
京消防庁安全推進部
警視庁健康管理本部 警察学校

区分 公署 

規則第２条第１項
第１号の職 

（略） 

規則第２条第１項
第３号の職 

（略） 

規則第２条第１項
第４号の職 

職員共済組合事業部 職員共済組合シティ・
ホール診療所
各保健所（島しょ保健所各出張所を除く。）
児童相談センター 女性相談センター 心身
障害者福祉センター 精神保健福祉センター
各総合精神保健福祉センター 北療育医療セ
ンター 府中療育センター 各病院
教育庁都立学校教育部 教育庁地域教育支援
部
東京消防庁警防部 東京消防庁人事部 東京
消防庁安全推進部
警視庁健康管理本部 警察学校
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初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
８
 
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
（
第
20条

関
係
）
 

別
表
第
８
 
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
（
第
20条

関
係
）
 

イ
行
政
職
給
料
表
（
一
）
５
級
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表

イ
行
政
職
給
料
表
（
一
）
５
級
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表

職
務

区
分
 

昇
格
の
日
に
お
け
る
職
 

昇
格
後
 

の
号
給
 

機
関
又
は
組
織
の
名
称
 

職
 

一
 

本
庁
及
び
東
京
都
住
宅

政
策
本
部
 

（
現
行
の
と
お
り
）
 

（
現
行
の

と
お
り
）
 

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
 管

理
部
長
 

東
京
都
職
員
共
済
組
合

事
務
局
か
ら
東
京
都
議

会
議
会
局
ま
で
 

（
現
行
の
と
お
り
）
 

二
 

本
庁
 

（
現
行
の
と
お
り
）

 

（
現
行
の

と
お
り
）
 

東
京
都
住
宅
政
策
本
部
 （

現
行
の
と
お
り
）
 

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
 

東
京
都
職
員
共
済
組
合

事
務
局
 

職
務

区
分
 

昇
格
の
日
に
お
け
る
職
 

昇
格
後
 

の
号
給
 

機
関
又
は
組
織
の
名
称
 

職
 

一
 

本
庁
及
び
東
京
都
住
宅

政
策
本
部
 

（
略
）
 

（
略
）
 

東
京
都
病
院
経
営
本
部

（
都
立
病
院
を
除
く
。
） 経

営
企
画
部
長
 

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
 管

理
部
長
 

東
京
都
職
員
共
済
組
合

事
務
局
か
ら
東
京
都
議

会
議
会
局
ま
で
 

（
略
）
 

二
 

本
庁
 

（
略
）

 

（
略
）
 

東
京
都
住
宅
政
策
本
部
 （

略
）
 

東
京
都
病
院
経
営
本
部

（
都
立
病
院
を
除
く
。
） 

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
 

東
京
都
職
員
共
済
組
合

事
務
局
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地
方
公
務
員
災
害
補
償

基
金
東
京
都
支
部
か
ら

東
京
都
議
会
議
会
局
ま

で
 

（
現
行
の
と
お
り
）
 

三
 

本
庁
 

（
現
行
の
と
お
り
）
 

（
現
行
の

と
お
り
）
 

東
京
都
住
宅
政
策
本
部
 （

現
行
の
と
お
り
）
 

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
 

東
京
都
職
員
共
済
組
合

事
務
局
 

東
京
都
教
育
庁
 

警
視
庁
本
部
か
ら
東
京

都
議
会
議
会
局
ま
で
 

（
現
行
の
と
お
り
）
 

四
 
本
庁
等
（
警
視
庁
本
部

を
除
く
。
）
 

（
現
行
の
と
お
り
）
 

（
現
行
の

と
お
り
）
 

地
方
公
務
員
災
害
補
償

基
金
東
京
都
支
部
か
ら

東
京
都
議
会
議
会
局
ま

で
 

（
略
）
 

三
 

本
庁
 

（
略
）
 

（
略
）
 

東
京
都
住
宅
政
策
本
部
 （

略
）
 

東
京
都
病
院
経
営
本
部

（
都
立
病
院
を
除
く
。
） 

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
 

東
京
都
職
員
共
済
組
合

事
務
局
 

東
京
都
教
育
庁
 

警
視
庁
本
部
か
ら
東
京

都
議
会
議
会
局
ま
で
 

（
略
）
 

四
 
本
庁
等
（
警
視
庁
本
部

を
除
く
。
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

ロ
公
安
職
給
料
表
８
級
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
 
（
現
行
の
と
お
り
）

ロ
公
安
職
給
料
表
８
級
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
 
（
略
）
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初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について（昭和50年12月25日付50人委第1200号）新旧対照表（抄） 

改 正 案 現 行 

第１条関係から経験年数換算表関係まで （現行のとおり） 第１条関係から経験年数換算表関係まで （略） 

昇格時職務区分別号給表関係（第20条関係） 昇格時職務区分別号給表関係（第20条関係） 

１ （現行のとおり） １ （略） 

（削除） ２  イの表の職務区分一の項（同表の職務区分二の項及び職務

区分三の項において同じ。）に規定する東京都病院経営本部

（都立病院を除く。）における「都立病院」とは、東京都立病

院条例（昭和36年東京都条例第 13号）第1条に規定する東京都

立病院をいう。 

２から10まで （現行のとおり） ３から11まで （略） 

別表第１から別表第２の３まで （現行のとおり） 別表第１から別表第２の３まで （略） 

別表第３ 学歴免許等資格区分表（学歴免許等資格区分表関係） 別表第３ 学歴免許等資格区分表（学歴免許等資格区分表関係） 

学歴免許等の区分 
学歴免許等の資格 

区分 学歴区分 

１ 大

学卒 

（現行のと

おり） 
（現行のとおり） 

２ 短

大卒 

一 短大３

卒 
（現行のとおり） 

二 短大２

卒 

⑴ 独立行政法人海技教育機構海技士教

育科の海技課程専修科若しくは航海専

科又は海技専攻課程（海上技術コース

（航海）及び同コース（機関）に限

る。）（旧独立行政法人海技大学校海上

技術科、旧独立行政法人海技大学校又

は旧海技大学校の海技士科及び旧独立

行政法人海員学校専修科を含むものと

し、「高校３卒」を入学資格とする修業

年限２年のものに限る。）の卒業 

⑵から (33)まで （現行のとおり）

学歴免許等の区分 
学歴免許等の資格 

区分 学歴区分 

１ 大

学卒 
（略） （略） 

２ 短

大卒 

一 短大３

卒 
（略） 

二 短大２

卒 

⑴ 独立行政法人海技教育機構海技士教

育科の海技専攻課程（海上技術コース

（航海）及び同コース（機関）に限

る。）及び海技課程専修科（旧独立行政

法人海技大学校海上技術科、旧独立行

政法人海技大学校又は旧海技大学校の

海技士科及び旧独立行政法人海員学校

専修科を含むものとし、「高校３卒」を

入学資格とする修業年限２年のものに

限る。）の卒業 

⑵から (33)まで （略）
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３ 高

校卒 

（ 現 行 の と

おり） 
（現行のとおり） 

４ 中

学卒 

（ 現 行 の と

おり） 
（現行のとおり） 

３ 高

校卒 
（略） （略） 

４ 中

学卒 
（略） （略） 
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公
益
的
法
人
等
へ
の
東
京
都
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）

新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

一
般
財
団
法
人
救
急
振
興
財
団
か
ら
一
般
財
団
法
人
地
方
公
務
員
安
全
衛
生
推
進
協
会
ま
で

一
般
財
団
法
人
地
方
債
協
会

（
削
除
）

一
般
財
団
法
人
東
京
港
湾
福
利
厚
生
協
会
か
ら
公
益
財
団
法
人
全
国
市
町
村
研
修
財
団
ま
で

公
益
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会

公
益
財
団
法
人
東
京
学
校
支
援
機
構

公
益
財
団
法
人
東
京
観
光
財
団
か
ら
公
益
財
団
法
人
東
京
都
福
祉
保
健
財
団
ま
で

公
益
財
団
法
人
東
京
都
防
災
・
建
築
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

（
削
除
）

公
益
財
団
法
人
東
京
都
歴
史
文
化
財
団
か
ら
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー

ま
で地

方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
病
院
機
構

東
京
信
用
保
証
協
会
か
ら
東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会
ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
万
引
犯
罪
防
止
機
構

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
か
ら
日
本
消
防
検
定
協
会
ま
で

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

一
般
財
団
法
人
救
急
振
興
財
団
か
ら
一
般
財
団
法
人
地
方
公
務
員
安
全
衛
生
推
進
協
会
ま
で

一
般
財
団
法
人
地
方
債
協
会

一
般
財
団
法
人
東
京
学
校
支
援
機
構

一
般
財
団
法
人
東
京
港
湾
福
利
厚
生
協
会
か
ら
公
益
財
団
法
人
全
国
市
町
村
研
修
財
団
ま
で

公
益
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会

（
新
設
）

公
益
財
団
法
人
東
京
観
光
財
団
か
ら
公
益
財
団
法
人
東
京
都
福
祉
保
健
財
団
ま
で

公
益
財
団
法
人
東
京
都
防
災
・
建
築
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

公
益
財
団
法
人
東
京
都
保
健
医
療
公
社

公
益
財
団
法
人
東
京
都
歴
史
文
化
財
団
か
ら
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー

ま
で地

方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー

（
新
設
）

東
京
信
用
保
証
協
会
か
ら
東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会
ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
万
引
犯
罪
防
止
機
構

（
新
設
）

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
か
ら
日
本
消
防
検
定
協
会
ま
で

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

（
略
）
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東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
再
就
職
状
況
の
公
表
） 

第
二
十
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
削
除
） 

二

（
現
行
の
と
お
り
） 

三

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
（
第
九
条
関
係
） 

一
般
財
団
法
人
救
急
振
興
財
団
か
ら
一
般
財
団
法
人
地
方
公
務
員
安
全
衛
生
推
進
協
会
ま
で 

一
般
財
団
法
人
地
方
債
協
会 

（
削
除
） 

一
般
財
団
法
人
東
京
港
湾
福
利
厚
生
協
会
か
ら
公
益
財
団
法
人
全
国
市
町
村
研
修
財
団
ま
で 

公
益
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会 

公
益
財
団
法
人
東
京
学
校
支
援
機
構 

公
益
財
団
法
人
東
京
観
光
財
団
か
ら
公
益
財
団
法
人
東
京
都
福
祉
保
健
財
団
ま
で 

公
益
財
団
法
人
東
京
都
防
災
・
建
築
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー 

（
削
除
） 

公
益
財
団
法
人
東
京
都
歴
史
文
化
財
団
か
ら
東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会
ま
で 

第
一
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

（
再
就
職
状
況
の
公
表
） 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二

離
職
日
に
お
い
て
、
職
員
給
与
条
例
別
表
第
六
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
の

う
ち
、
東
京
都
立
病
院
条
例(

昭
和
三
十
六
年
東
京
都
条
例
第
十
三
号)

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
東
京
都
立
病
院
の
副
院
長
の
職
に
就
い
て
い
た
職
員 

三

（
略
） 

四

（
略
） 

２ 

（
略
） 

第
二
十
三
条 

（
略
） 

別
表
第
一
（
第
九
条
関
係
） 

一
般
財
団
法
人
救
急
振
興
財
団
か
ら
一
般
財
団
法
人
地
方
公
務
員
安
全
衛
生
推
進
協
会
ま
で 

一
般
財
団
法
人
地
方
債
協
会 

一
般
財
団
法
人
東
京
学
校
支
援
機
構 

一
般
財
団
法
人
東
京
港
湾
福
利
厚
生
協
会
か
ら
公
益
財
団
法
人
全
国
市
町
村
研
修
財
団
ま
で 

公
益
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会 

（
新
設
） 

公
益
財
団
法
人
東
京
観
光
財
団
か
ら
公
益
財
団
法
人
東
京
都
福
祉
保
健
財
団
ま
で 

公
益
財
団
法
人
東
京
都
防
災
・
建
築
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー 

公
益
財
団
法
人
東
京
都
保
健
医
療
公
社 

公
益
財
団
法
人
東
京
都
歴
史
文
化
財
団
か
ら
東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会
ま
で 
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特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
万
引
犯
罪
防
止
機
構 

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構 

 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
か
ら
日
本
消
防
検
定
協
会
ま
で 

別
表
第
二
（
第
九
条
関
係
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
万
引
犯
罪
防
止
機
構 

（
新
設
） 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
か
ら
日
本
消
防
検
定
協
会
ま
で 

別
表
第
二
（
第
九
条
関
係
） 

（
略
） 
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職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規
則
第
五
十
五
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
） 

（
船
員
の
勤
務
時
間
等
の
特
例
） 

（
船
員
の
勤
務
時
間
等
の
特
例
） 

第
五
条 

条
例
第
八
条
に
規
定
す
る
場
合
の
正
規
の
勤
務
時
間
、
週
休
日
等
は
、

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で

の
各
規
定
に
定
め
ら
れ
て
い
る
限
度
の
時
間
数
及
び
日
数
と
す
る
。
た
だ
し
、

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の

四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
正
規
の
勤
務
時
間
に
あ
っ
て
は
、

条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
時
間
と
す
る
。 

第
五
条 

条
例
第
八
条
に
規
定
す
る
場
合
の
正
規
の
勤
務
時
間
、
週
休
日
等
は
、

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で

の
各
規
定
に
定
め
ら
れ
て
い
る
限
度
の
時
間
数
及
び
日
数
と
す
る
。
た
だ
し
、

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の

五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
正
規
の
勤
務
時
間
に
あ
っ
て
は
、
条
例

第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
時
間
と
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
略
） 

（
年
次
有
給
休
暇
の
単
位
） 

（
年
次
有
給
休
暇
の
単
位
） 

第
十
一
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
） 

３ 

第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
う
ち
、

一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
（
条
例
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

正
規
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
数
又

は
勤
務
日
ご
と
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
（
以
下
「
勤
務
形
態
」
と
い

う
。
）
が
同
一
で
な
い
も
の
（
以
下
「
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」

と
い
う
。
）
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
条
例
第
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
勤
務
時
間
が
三
十
一
時
間
未
満
の
者
及
び
条
例
第

３ 

第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
う
ち
、

一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
（
条
例
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

正
規
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
数
又

は
勤
務
日
ご
と
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
（
以
下
「
勤
務
形
態
」
と
い

う
。
）
が
同
一
で
な
い
も
の
（
以
下
「
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」

と
い
う
。
）
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
る
勤
務
時
間
が
三
十
一
時
間
未
満
の
者
及
び
条
例
第
三
条
第
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三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
は
、
半
日
又
は
一
時
間
を

単
位
と
し
て
与
え
る
。 

二
項
に
規
定
す
る
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
は
、
半
日
又
は
一
時
間
を
単
位
と

し
て
与
え
る
。 

４ 
（
現
行
の
と
お
り
） 

４ 

（
略
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
略
） 

四 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
る
勤
務
時
間
が
三
十
一
時
間
未
満
の
者 

一
週
間
当
た
り

の
正
規
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
そ
の
者
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
の

日
数
（
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
が
異
な
る
者
に
あ
っ
て
は
、
別
表

第
一
の
一
年
間
の
勤
務
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
一
週
間
の
勤
務
日
数
の
欄

に
掲
げ
る
日
数
）
で
除
し
て
得
た
時
間
（
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
時
間
単
位
に
切
り
上
げ
た
時
間
） 

四 

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
る
勤
務
時
間
が
三
十
一
時
間
未
満
の
者 

一
週
間
当
た
り
の
正
規

の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
そ
の
者
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
の
日
数

（
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
が
異
な
る
者
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
一

の
一
年
間
の
勤
務
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
一
週
間
の
勤
務
日
数
の
欄
に
掲

げ
る
日
数
）
で
除
し
て
得
た
時
間
（
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
時
間
単
位
に
切
り
上
げ
た
時
間
） 

５

半
日
を
単
位
と
す
る
年
次
有
給
休
暇
は
、
一
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た

勤
務
時
間
（
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
時
間
単
位
に
切
り
上
げ
た
時
間
）
（
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
等
に
つ
い
て
は
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
時
間
数
と
し
、
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
る
勤
務
時
間
が
三
十
一
時
間
未
満
の
者
に
つ
い
て
は
第
四
項
第
四
号
に
規

定
す
る
時
間
と
す
る
。
）
の
半
分
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
第
三
条
第
二
項

に
規
定
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
四
時
間
と
す
る
。 

５

半
日
を
単
位
と
す
る
年
次
有
給
休
暇
は
、
一
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た

勤
務
時
間
（
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
時
間
単
位
に
切
り
上
げ
た
時
間
）
（
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
等
に
つ
い
て
は
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
時
間
数
と
し
、
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
勤

務
時
間
が
三
十
一
時
間
未
満
の
者
に
つ
い
て
は
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る

時
間
と
す
る
。
）
の
半
分
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
第
三
条
第
二
項
に
規
定

す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
四
時
間
と
す
る
。 

６
及
び
７ 

（
現
行
の
と
お
り
） 
６
及
び
７ 

（
略
） 

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
年
次
有

給
休
暇
の
付
与
） 

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
年
次
有
給
休
暇

の
付
与
） 

第
十
一
条
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
一
条
の
二 

（
略
） 

一

斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

一

斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

一

　26　



員

一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
一
週
間
ご
と
の
正
規
の
勤
務
時

間
の
時
間
数
の
区
分
に
応
じ
、
別
表
第
一
に
定
め
る
日
数
の
う
ち
、
斉
一

型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
な

っ
た
月
が
一
月
の
場
合
に
相
当
す
る
日
数 

週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
一
週
間
ご
と
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
時

間
数
の
区
分
に
応
じ
、
別
表
第
一
に
定
め
る
日
数
の
う
ち
、
斉
一
型
育
児

短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
な
っ
た
月
が
一
月

の
場
合
に
相
当
す
る
日
数 

二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

二 

（
略
） 

（
新
た
に
条
例
等
の
適
用
を
受
け
る
職
員
等
の
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
） 

（
新
た
に
条
例
等
の
適
用
を
受
け
る
職
員
等
の
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
） 

第
十
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

一

（
現
行
の
と
お
り
） 

一

（
略
） 

二

斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員

一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
の
日
数
、
一
週
間
当
た
り
の
正
規
の
勤
務

時
間
の
時
間
数
及
び
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
と
な
っ
た
月
の
区
分
に
応
じ
、
別
表
第
一
に
定
め
る

日
数 

二 

斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

一

週
間
当
た
り
の
勤
務
日
の
日
数
、
一
週
間
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時
間
の

時
間
数
及
び
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
と
な
っ
た
月
の
区
分
に
応
じ
、
別
表
第
一
に
定
め
る
日
数 

三

（
現
行
の
と
お
り
） 

三 

（
略
） 

２ 

次
に
掲
げ
る
者
（
非
常
勤
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除

く
。
）
を
除
く
。
）
で
、
新
た
に
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
前
に

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
て
い
た
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等

（
以
下
「
旧
条
例
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
引
き
続
き
条
例
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
（
以
下
「
異
動
」
と
い
う
。
）
と
な
り
条
例
第
十
四
条
第
二
項
に
定
め

る
当
該
年
の
中
途
に
お
い
て
新
た
に
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た

も
の
の
そ
の
年
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
日
数
と

す
る
。 

２

次
に
掲
げ
る
者
（
非
常
勤
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）
で
、
新
た
に
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
前
に
そ
の
者

に
適
用
さ
れ
て
い
た
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
（
以
下

「
旧
条
例
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
引
き
続
き
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
（
以

下
「
異
動
」
と
い
う
。
）
と
な
り
条
例
第
十
四
条
第
二
項
に
定
め
る
当
該
年

の
中
途
に
お
い
て
新
た
に
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
の
そ

の
年
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
日
数
と
す
る
。 

一
か
ら
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
四
ま
で 

（
略
） 

３

（
現
行
の
と
お
り
） 

３

（
略
） 

　27　



４ 

非
常
勤
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
前
項
に
規
定
す
る

者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
新
た
に
こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な

る
職
員
の
そ
の
年
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、
新
た
に
こ
の
規
則
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
と
な
る
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
採
用
日
」
と
い
う
。
）

前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に
当
該
年
次
有
給

休
暇
の
付
与
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
前
付
与
日
」
と
い
う
。
）
か
ら

採
用
日
の
前
日
ま
で
の
月
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数

（
一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
日
単
位
に
切
り
上
げ
た
日
数
）

に
前
付
与
日
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う

ち
使
用
し
な
か
っ
た
日
数
及
び
こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た

月
に
応
じ
別
表
第
一
の
二
に
定
め
る
日
数
を
加
え
た
日
数
か
ら
、
前
付
与
日

か
ら
採
用
日
の
前
日
ま
で
に
使
用
し
た
日
数
を
差
し
引
い
た
も
の
と
す
る
。 

５

（
現
行
の
と
お
り
） 

４ 

非
常
勤
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
前
項
に
規
定
す
る
者
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
新
た
に
こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
職
員

の
そ
の
年
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、
新
た
に
こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
と
な
る
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
採
用
日
」
と
い
う
。
）
前
一

年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に
当
該
年
次
有
給
休
暇

の
付
与
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
前
付
与
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
採
用

日
の
前
日
ま
で
の
月
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
一

日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
日
単
位
に
切
り
上
げ
た
日
数
）
に

前
付
与
日
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち

使
用
し
な
か
っ
た
日
数
及
び
こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
月

に
応
じ
別
表
第
一
の
二
に
定
め
る
日
数
を
加
え
た
日
数
か
ら
、
前
付
与
日
か

ら
採
用
日
の
前
日
ま
で
に
使
用
し
た
日
数
を
差
し
引
い
た
も
の
と
す
る
。 

５

（
略
） 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
特
例
） 

（
再
任
用
職
員
等
に
関
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
特
例
） 

第
十
二
条
の
二 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
退
職
後
引
き
続
き
採
用
さ
れ

た
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
当
該
採
用
さ
れ
た
年
の
年
次
有
給
休

暇
の
日
数
は
、
当
該
退
職
以
前
の
勤
務
と
当
該
採
用
以
後
の
勤
務
と
が
継
続

す
る
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
当
該
採
用
日
以
後
に
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
日
数
と
す
る
。 

第
十
二
条
の
二 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
退
職
後
引
き
続
き
地
方
公
務

員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八

条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下

「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
当
該
採
用
さ
れ
た
年
の
年
次
有
給
休
暇
の

日
数
は
、
当
該
退
職
以
前
の
勤
務
と
当
該
採
用
以
後
の
勤
務
と
が
継
続
す
る

も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
当
該
採
用
日
以
後
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

日
数
と
す
る
。
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
東
京
都
条
例

第
十
一
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
任
期
の
更
新
（
以
下
「
任
期
の
更
新
」
と

い
う
。
）
を
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
退
職
以
前
に
前
条
第
二
項
に
掲
げ
る
者
で
、

旧
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
年
次
有
給
休
暇
が
付
与
さ
れ
て
い
た
も
の
の
そ
の

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
退
職
以
前
又
は
任
期
の
更
新
前
に
前
条
第

二
項
に
掲
げ
る
者
で
、
旧
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
年
次
有
給
休
暇
が
付
与
さ
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年
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、
別
表
第
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
表
中
「
異
動
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
後
引
き
続
き
採
用
」

と
、
「
異
動
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
以
前
の
勤
務

と
採
用
以
後
の
勤
務
と
が
継
続
す
る
も
の
と
み
な
し
た
」
と
、
「
二
十
日
」

と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
が
一
月
に
採
用
さ
れ
た
場
合
に
付
与
さ
れ
た
日
数
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

れ
て
い
た
も
の
の
そ
の
年
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、
別
表
第
二
の
規
定

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
中
「
異
動
」
と
あ
る
の
は
「
退

職
後
引
き
続
き
採
用
又
は
任
期
の
更
新
」
と
、
「
異
動
が
な
か
っ
た
も
の
と

し
た
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
以
前
の
勤
務
と
採
用
以
後
の
勤
務
又
は
任
期
の

更
新
前
の
勤
務
と
任
期
の
更
新
以
後
の
勤
務
と
が
継
続
す
る
も
の
と
み
な
し

た
」
と
、
「
二
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
が
一
月
に
採
用
さ
れ
た
場
合

に
付
与
さ
れ
た
日
数
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与

の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下

「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
及
び
第
二
条
の
二
又
は
東
京
都

の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と

い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
任
期
付
職
員

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中

「
採
用
さ
れ
た
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付

職
員
等
に
採
用
さ
れ
た
者
」
と
、
「
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
。

任
期
付
職
員
条
例
第
三
条
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
任

期
の
更
新
（
以
下
「
任
期
の
更
新
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
き
も
同
様
と
す

る
。
」
と
、
前
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与

の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下

「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
及
び
第
二
条
の
二
又
は
東
京
都

の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と

い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
任
期
付
職
員

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中

「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又

は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員

等
に
採
用
さ
れ
た
者
」
と
、
「
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三

年
東
京
都
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
条
例
第

三
条
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
」
と
、
前
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の

は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
特
例
） 

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
特
例
） 

第
十
二
条
の
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
二
条
の
三 

（
略
） 

一

（
現
行
の
と
お
り
） 

二

（
現
行
の
と
お
り
） 

一

（
略
） 

二

（
略
） 
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イ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以

外
の
職
員
が
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
、
斉
一
型

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異
に
す
る
斉
一

型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
又
は
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
等
が
当
該
短
時
間
勤
務
を
終
え
る
場
合 

勤
務
形
態
の
変
更
後

に
お
け
る
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
を
当
該
勤
務
形
態
の
変
更
前

に
お
け
る
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
率 

イ 

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職

員
が
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
、
斉
一
型
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異
に
す
る
斉
一
型
育
児

短
時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
又
は
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
が
当
該
短
時
間
勤
務
を
終
え
る
場
合 

勤
務
形
態
の
変
更
後
に
お
け

る
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
を
当
該
勤
務
形
態
の
変
更
前
に
お
け

る
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
率 

ロ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以

外
の
職
員
が
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
、
不
斉

一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異
に
す
る

不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
又
は
不
斉
一
型
育
児

短
時
間
勤
務
職
員
等
が
当
該
短
時
間
勤
務
を
終
え
る
場
合 

勤
務
形
態

の
変
更
後
に
お
け
る
一
週
間
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を

当
該
勤
務
形
態
の
変
更
前
に
お
け
る
一
週
間
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時

間
の
時
間
数
で
除
し
て
得
た
率 

ロ 

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職

員
が
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
、
不
斉
一
型
育

児
短
時
間
勤
務
職
員
等
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異
に
す
る
不
斉
一

型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
又
は
不
斉
一
型
育
児
短
時
間

勤
務
職
員
等
が
当
該
短
時
間
勤
務
を
終
え
る
場
合 

勤
務
形
態
の
変
更

後
に
お
け
る
一
週
間
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
当
該
勤

務
形
態
の
変
更
前
に
お
け
る
一
週
間
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
時

間
数
で
除
し
て
得
た
率 

ハ
及
び
ニ 

（
現
行
の
と
お
り
）

ハ
及
び
ニ 

（
略
）

三
及
び
四 

（
現
行
の
と
お
り
） 

三
及
び
四 

（
略
） 

第
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

（
夏
季
休
暇
） 

（
夏
季
休
暇
） 

第
二
十
六
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 
第
二
十
六
条 

（
略
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 
（
略
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
略
） 

四 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

五
日
に
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間

四 

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

五
日
に
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
定
め
ら
れ
た
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
三
十
八
時
間
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を
三
十
八
時
間
四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
一
日

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
） 

四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
一
日
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
） 

３

（
現
行
の
と
お
り
） 

３

（
略
） 

（
長
期
勤
続
休
暇
） 

（
長
期
勤
続
休
暇
） 

第
二
十
六
条
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
六
条
の
二 

（
略
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
） 

３

（
現
行
の
と
お
り
） 

３

（
略
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
略
） 

四

勤
続
二
十
五
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
に
お
い
て
六
十
四 

歳
に
満
た
な
い
職
員
で
、
当
該
職
員
の
勤
務
成
績
、
欠
勤
の
状
況
、
賞
罰
そ 

の
他
が
別
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の 

勤
続
二
十
六
年
に
達
す
る 

日
が
属
す
る
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
二
年
間 

四

勤
続
二
十
五
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
に
お
い
て
五
十
九 

歳
に
満
た
な
い
職
員
で
、
当
該
職
員
の
勤
務
成
績
、
欠
勤
の
状
況
、
賞
罰
そ 

の
他
が
別
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の 

勤
続
二
十
六
年
に
達
す
る 

日
が
属
す
る
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
二
年
間 

五 

（
現
行
の
と
お
り
） 

五 

（
略
） 

第
二
十
六
条
の
三
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
六
条
の
三
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で 

（
略
） 

（
特
別
休
暇
等
の
特
例
） 

第
二
十
八
条
の
二 

東
京
都
の
い
ず
れ
か
の
職
を
退
職
し
た
者
が
引
き
続
き
職

員
（
臨
時
的
任
用
職
員
を
除
く
。
）
に
採
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
採

用
さ
れ
た
年
に
お
け
る
条
例
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
退
職
以
前
の
勤
務
と
当
該
採
用
以
後
の
勤
務
と
が
継

続
す
る
も
の
と
み
な
す
。
任
期
の
更
新
を
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
常
勤
の
職
を
退
職
し
た
者
が
引
き
続
き
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
又
は
任
期
付
職
員
等
に
採
用
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
条
例
第
十
六
条

第
一
項
の
規
定
（
長
期
勤
続
休
暇
に
限
る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

（
特
別
休
暇
等
の
特
例
） 

第
二
十
八
条
の
二 

東
京
都
の
い
ず
れ
か
の
職
を
退
職
し
た
者
が
引
き
続
き
職

員
（
臨
時
的
任
用
職
員
を
除
く
。
）
に
採
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
採

用
さ
れ
た
年
に
お
け
る
条
例
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
退
職
以
前
の
勤
務
と
当
該
採
用
以
後
の
勤
務
と
が
継

続
す
る
も
の
と
み
な
す
。
任
期
の
更
新
を
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
常
勤
の
職
を
退
職
し
た
者
が
引
き
続
き
再
任
用
職
員
又
は
任
期
付

職
員
等
に
採
用
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
（
長
期

勤
続
休
暇
に
限
る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
一
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
特
別
休
暇
の
日
へ
の
換
算
等
） 

２ 

（
略
） 

（
一
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
特
別
休
暇
の
日
へ
の
換
算
等
） 

第
二
十
八
条
の
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
八
条
の
三 

（
略
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
略
） 

四 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
る
勤
務
時
間
が
三
十
一
時
間
未
満
の
者 

一
週
間
当
た
り

の
正
規
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
そ
の
者
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
の

日
数
（
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
が
異
な
る
者
に
あ
っ
て
は
、
別
表

第
一
の
一
年
間
の
勤
務
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
一
週
間
の
勤
務
日
数
の
欄

に
掲
げ
る
日
数
）
で
除
し
て
得
た
時
間
（
一
分
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
時
間
） 

四 

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
る
勤
務
時
間
が
三
十
一
時
間
未
満
の
者 

一
週
間
当
た
り
の
正
規

の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
そ
の
者
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
の
日
数

（
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
が
異
な
る
者
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
一

の
一
年
間
の
勤
務
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
一
週
間
の
勤
務
日
数
の
欄
に
掲

げ
る
日
数
）
で
除
し
て
得
た
時
間
（
一
分
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
時
間
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
） 

第
二
十
八
条
の
四
及
び
第
二
十
九
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

附

則

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
長
期
勤
続
休
暇
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

お
け
る
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
同
号
中
「
六
十
四
歳
」
と
あ

る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

六
十
歳 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

六
十
一
歳 

令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で 

六
十
二
歳 

令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日

六
十
三
歳 

第
二
十
八
条
の
四
及
び
第
二
十
九
条 

（
略
） 

附

則

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
略
） 

（
新
設
） 
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ま
で 

別
表
第
一
（
第
十
一
条
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
二
条
、
第
二
十
八
条
の
三
関

係
） 

別
表
第
一
（
第
十
一
条
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
二
条
、
第
二
十
八
条
の
三
関

係
） 

（
注
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
注
） 

（
略
） 

別
表
第
一
の
二
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
の
二
か
ら
別
表
第
三
ま
で
（
略
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
）

（
船
員
の
勤
務
時
間
等
の
特
例
）

第
五
条 
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
場
合
の
正
規
の
勤
務
時
間
、
週
休
日
等
は
、

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
の

各
規
定
に
定
め
ら
れ
て
い
る
限
度
の
時
間
数
及
び
日
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
地

方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第

一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。）
の
正
規
の
勤
務
時
間
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
時
間
と
す
る
。 

（
船
員
の
勤
務
時
間
等
の
特
例
）

第
五
条 

条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
場
合
の
正
規
の
勤
務
時
間
、
週
休
日
等
は
、

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
の

各
規
定
に
定
め
ら
れ
て
い
る
限
度
の
時
間
数
及
び
日
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
地

方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第

一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
正
規
の
勤
務
時
間
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第
三
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
時
間
と
す
る
。 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
）

第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
略
）

（
年
次
有
給
休
暇
の
単
位
）

第
十
一
条 

（
現
行
の
と
お
り
）

（
年
次
有
給
休
暇
の
単
位
）

第
十
一
条 

（
略
） 

２
及
び
３ 

（
現
行
の
と
お
り
）

２
及
び
３ 

（
略
） 

４

第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
う
ち
、

一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
（
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
正

規
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
日
数
又
は
勤

務
日
ご
と
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
（
以
下
「
勤
務
形
態
」
と
い
う
。）

が
同
一
で
な
い
も
の
（
以
下
「
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い

う
。）、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
る
勤
務
時
間
が
三
十
一
時
間
未
満
の
者
及
び
条
例
第
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
は
、
教
育
職
員
等
以
外
の
職
員
の
場
合

は
半
日
又
は
一
時
間
を
、
教
育
職
員
等
の
場
合
は
一
時
間
を
単
位
と
し
て
与
え

る
。

４

第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
う
ち
、

一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
（
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
正

規
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
日
数
又
は
勤

務
日
ご
と
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
（
以
下
「
勤
務
形
態
」
と
い
う
。）

が
同
一
で
な
い
も
の
（
以
下
「
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い

う
。）、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
る
勤
務
時
間
が
三
十
一
時
間
未
満
の
者
及
び
条
例
第
四
条
第
二
項
に
規

定
す
る
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
は
、
教
育
職
員
等
以
外
の
職
員
の
場
合
は
半
日

又
は
一
時
間
を
、
教
育
職
員
等
の
場
合
は
一
時
間
を
単
位
と
し
て
与
え
る
。

５

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

四

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定

５

（
略
）

一
か
ら
三
ま
で 
（
略
） 

四

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

　34　



に
よ
り
定
め
る
勤
務
時
間
が
三
十
一
時
間
未
満
の
者

一
週
間
当
た
り
の

正
規
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
そ
の
者
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
の
日

数
（
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
が
異
な
る
者
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
一

の
一
年
間
の
勤
務
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
一
週
間
の
勤
務
日
数
の
欄
に
掲
げ

る
日
数
）
で
除
し
て
得
た
時
間
（
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
時
間
単
位
に
切
り
上
げ
た
時
間
） 

五

（
現
行
の
と
お
り
） 

定
め
る
勤
務
時
間
が
三
十
一
時
間
未
満
の
者

一
週
間
当
た
り
の
正
規
の

勤
務
時
間
の
時
間
数
を
そ
の
者
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
の
日
数
（
一
週

間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
が
異
な
る
者
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
一
の
一
年
間

の
勤
務
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
一
週
間
の
勤
務
日
数
の
欄
に
掲
げ
る
日
数
）

で
除
し
て
得
た
時
間
（
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
時
間

単
位
に
切
り
上
げ
た
時
間
） 

五

（
略
）

６

（
現
行
の
と
お
り
） 

６

（
略
）

７

半
日
を
単
位
と
す
る
年
次
有
給
休
暇
は
、
一
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た
勤

務
時
間
（
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
時
間
単
位
に
切
り
上
げ
た
時
間
）
（
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
に
つ
い
て
は
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
時
間
数
と
し
、
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
勤
務
時

間
が
三
十
一
時
間
未
満
の
者
に
つ
い
て
は
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
時
間

と
す
る
。
）
の
半
分
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職

員
に
つ
い
て
は
、
四
時
間
と
す
る
。

７

半
日
を
単
位
と
す
る
年
次
有
給
休
暇
は
、
一
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た
勤

務
時
間
（
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
時
間
単
位
に
切
り
上
げ
た
時
間
）
（
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
に
つ
い
て
は
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
時
間
数
と
し
、
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
の
う
ち
、
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
勤
務
時
間
が
三

十
一
時
間
未
満
の
者
に
つ
い
て
は
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
時
間
と
す

る
。
）
の
半
分
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
に

つ
い
て
は
、
四
時
間
と
す
る
。 

８
及
び
９ 

（
現
行
の
と
お
り
）

８
及
び
９ 

（
略
） 

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
年
次
有

給
休
暇
の
付
与
）

第
十
一
条
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一

斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員

一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
一
週
間
ご
と
の
正
規
の
勤
務
時

間
の
時
間
数
の
区
分
に
応
じ
、
別
表
第
一
に
定
め
る
日
数
の
う
ち
、
斉
一
型

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
な
っ

た
月
が
四
月
の
場
合
に
相
当
す
る
日
数 

二

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
年
次
有
給
休
暇

の
付
与
） 

第
十
一
条
の
二 

（
略
） 

一

斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

一

週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
一
週
間
ご
と
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
時

間
数
の
区
分
に
応
じ
、
別
表
第
一
に
定
め
る
日
数
の
う
ち
、
斉
一
型
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
又
は
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
な
っ
た
月
が
四
月
の

場
合
に
相
当
す
る
日
数

二

（
略
） 

（
新
た
に
条
例
等
の
適
用
を
受
け
る
職
員
等
の
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
） 

第
十
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
新
た
に
条
例
等
の
適
用
を
受
け
る
職
員
等
の
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
） 

第
十
二
条 
（
略
） 

一

（
略
）
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二

斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員

一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
の
日
数
、
一
週
間
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時

間
の
時
間
数
及
び
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
と
な
っ
た
月
の
区
分
に
応
じ
、
別
表
第
一
に
定
め
る
日
数 

三

（
現
行
の
と
お
り
） 

二

斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

一

週
間
当
た
り
の
勤
務
日
の
日
数
、
一
週
間
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
時

間
数
及
び
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
と
な
っ
た
月
の
区
分
に
応
じ
、
別
表
第
一
に
定
め
る
日
数 

三

（
略
） 

２

次
に
掲
げ
る
者
（
非
常
勤
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除

く
。）
を
除
く
。
）
で
、
新
た
に
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
前
に
そ
の

者
に
適
用
さ
れ
て
い
た
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
（
以
下

「
旧
条
例
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
引
き
続
き
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
（
以

下
「
異
動
」
と
い
う
。
）
と
な
り
条
例
第
十
五
条
第
二
項
に
定
め
る
当
該
年
度

の
中
途
に
お
い
て
新
た
に
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
の
そ

の
年
度
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
日
数
と
す
る
。

一
か
ら
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

次
に
掲
げ
る
者
（
非
常
勤
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
を

除
く
。
）
で
、
新
た
に
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
前
に
そ
の
者
に
適

用
さ
れ
て
い
た
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
（
以
下
「
旧
条

例
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
引
き
続
き
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
（
以
下
「
異

動
」
と
い
う
。
）
と
な
り
条
例
第
十
五
条
第
二
項
に
定
め
る
当
該
年
度
の
中
途

に
お
い
て
新
た
に
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
の
そ
の
年
度

の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
日
数
と
す
る
。 

一
か
ら
三
ま
で 

（
略
） 

３

（
現
行
の
と
お
り
） 

３

（
略
）

４

非
常
勤
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
前
項
に
規
定
す
る
者

を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
新
た
に
こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
職

員
の
そ
の
年
度
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、
新
た
に
こ
の
規
則
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
と
な
る
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
採
用
日
」
と
い
う
。
）
前
一

年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に
当
該
年
次
有
給
休
暇

の
付
与
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
前
付
与
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
採
用
日

の
前
日
ま
で
の
月
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
一
日
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
日
単
位
に
切
り
上
げ
た
日
数
）
に
前
付
与

日
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
使
用
し

な
か
っ
た
日
数
及
び
こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
月
に
応
じ

別
表
第
一
の
二
に
定
め
る
日
数
を
加
え
た
日
数
か
ら
、
前
付
与
日
か
ら
採
用
日

の
前
日
ま
で
に
使
用
し
た
日
数
を
差
し
引
い
た
も
の
と
す
る
。

４

非
常
勤
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
前
項
に
規
定
す
る
者
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
新
た
に
こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
職
員
の

そ
の
年
度
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、
新
た
に
こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
と
な
る
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
採
用
日
」
と
い
う
。
）
前
一
年
の

期
間
内
に
付
与
さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に
当
該
年
次
有
給
休
暇
の
付

与
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
前
付
与
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
採
用
日
の
前

日
ま
で
の
月
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
一
日
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
日
単
位
に
切
り
上
げ
た
日
数
）
に
前
付
与
日
前

一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
使
用
し
な

か
っ
た
日
数
及
び
こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
月
に
応
じ
別

表
第
一
の
二
に
定
め
る
日
数
を
加
え
た
日
数
か
ら
、
前
付
与
日
か
ら
採
用
日
の

前
日
ま
で
に
使
用
し
た
日
数
を
差
し
引
い
た
も
の
と
す
る
。 

５

（
現
行
の
と
お
り
） 

５

（
略
） 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
特
例
）

第
十
二
条
の
二 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
退
職
後
引
き
続
き
採
用
さ
れ
た

（
再
任
用
職
員
等
に
関
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
特
例
） 

第
十
二
条
の
二 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
退
職
後
引
き
続
き
地
方
公
務
員
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定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
当
該
採
用
さ
れ
た
年
度
の
年
次
有
給
休

暇
の
日
数
は
、
当
該
退
職
以
前
の
勤
務
と
当
該
採
用
以
後
の
勤
務
と
が
継
続
す

る
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
当
該
採
用
日
以
後
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

日
数
と
す
る
。 

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の

六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任

用
職
員
」
と
い
う
。）
の
当
該
採
用
さ
れ
た
年
度
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、

当
該
退
職
以
前
の
勤
務
と
当
該
採
用
以
後
の
勤
務
と
が
継
続
す
る
も
の
と
み

な
し
た
場
合
に
、
当
該
採
用
日
以
後
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
数
と
す

る
。
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
東
京
都
条
例
第
十
一
号
）

第
三
条
に
規
定
す
る
任
期
の
更
新
（
以
下
「
任
期
の
更
新
」
と
い
う
。
）
を
し

た
と
き
も
同
様
と
す
る
。 

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
退
職
以
前
に
前
条
第
二
項
に
掲
げ
る
者
で
、

旧
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
年
次
有
給
休
暇
が
付
与
さ
れ
て
い
た
も
の
の
そ
の

年
度
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、
別
表
第
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
表
中
「
異
動
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
後
引
き
続
き
採
用
」
と
、

「
異
動
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
以
前
の
勤
務
と
採
用

以
後
の
勤
務
と
が
継
続
す
る
も
の
と
み
な
し
た
」
と
、
「
二
十
五
日
」
と
あ
る

の
は
「
そ
の
者
が
四
月
に
採
用
さ
れ
た
場
合
に
付
与
さ
れ
た
日
数
に
そ
の
者
が

一
月
に
採
用
さ
れ
た
場
合
に
付
与
さ
れ
た
日
数
を
加
え
た
日
数
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
退
職
以
前
又
は
任
期
の
更
新
前
に
前
条
第
二

項
に
掲
げ
る
者
で
、
旧
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
年
次
有
給
休
暇
が
付
与
さ
れ
て

い
た
も
の
の
そ
の
年
度
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、
別
表
第
二
の
規
定
を
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
中
「
異
動
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
後
引

き
続
き
採
用
又
は
任
期
の
更
新
」
と
、
「
二
十
五
日
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者

が
四
月
に
採
用
さ
れ
た
場
合
に
付
与
さ
れ
た
日
数
に
そ
の
者
が
一
月
に
採
用

さ
れ
た
場
合
に
付
与
さ
れ
た
日
数
を
加
え
た
日
数
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の

特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任

期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
及
び
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
採
用
さ
れ
た
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
に
採
用
さ
れ
た
者
」
と
、「
と
す
る
。」
と
あ

る
の
は
「
と
す
る
。
任
期
付
職
員
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
任
期
の
更
新
（
以

下
「
任
期
の
更
新
」
と
い
う
。）
を
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。」
と
、
前
項
中

「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

３

前
二
項
の
規
定
は
、
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の

特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任

期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
及
び
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。）」
と
あ

る
の
は
「
任
期
付
職
員
に
採
用
さ
れ
た
者
」
と
、「
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
三
年
東
京
都
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
任
期

付
職
員
条
例
第
三
条
」
と
、
前
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て

準
用
す
る
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
特
例
）

第
十
二
条
の
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
特
例
）

第
十
二
条
の
三 

（
略
） 
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一

（
現
行
の
と
お
り
） 

二

（
現
行
の
と
お
り
） 

イ

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以

外
の
職
員
が
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
、
斉
一
型
育

児
短
時
間
勤
務
職
員
等
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異
に
す
る
斉
一
型

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
又
は
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務

職
員
等
が
当
該
短
時
間
勤
務
を
終
え
る
場
合

勤
務
形
態
の
変
更
後
に

お
け
る
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
を
当
該
勤
務
形
態
の
変
更
前
に

お
け
る
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
率 

ロ

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以

外
の
職
員
が
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
、
不
斉
一

型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異
に
す
る
不

斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
又
は
不
斉
一
型
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
が
当
該
短
時
間
勤
務
を
終
え
る
場
合

勤
務
形
態
の

変
更
後
に
お
け
る
一
週
間
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
当

該
勤
務
形
態
の
変
更
前
に
お
け
る
一
週
間
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時
間

の
時
間
数
で
除
し
て
得
た
率

ハ
及
び
ニ 

（
現
行
の
と
お
り
）

三
及
び
四 

（
現
行
の
と
お
り
）

一

（
略
）

二

（
略
）

イ

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職

員
が
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
、
斉
一
型
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
等
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異
に
す
る
斉
一
型
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
又
は
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等

が
当
該
短
時
間
勤
務
を
終
え
る
場
合

勤
務
形
態
の
変
更
後
に
お
け
る

一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
を
当
該
勤
務
形
態
の
変
更
前
に
お
け
る

一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
率 

ロ

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職

員
が
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
、
不
斉
一
型
育
児

短
時
間
勤
務
職
員
等
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異
に
す
る
不
斉
一
型

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
な
る
場
合
又
は
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
等
が
当
該
短
時
間
勤
務
を
終
え
る
場
合

勤
務
形
態
の
変
更
後

に
お
け
る
一
週
間
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
当
該
勤
務

形
態
の
変
更
前
に
お
け
る
一
週
間
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
時
間

数
で
除
し
て
得
た
率 

ハ
及
び
ニ 

（
略
） 

三
及
び
四 

（
略
） 

第
十
三
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
十
三
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で

（
略
） 

（
夏
季
休
暇
） 

第
二
十
七
条

（
現
行
の
と
お
り
）

（
夏
季
休
暇
） 

第
二
十
七
条

（
略
）

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

四

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

五
日
に
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間

を
三
十
八
時
間
四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
一
日
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）

２

（
略
）

一
か
ら
三
ま
で 

（
略
） 

四

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

五
日
に
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
定
め
ら
れ
た
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
三
十
八
時
間

四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
一
日
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
） 

３

（
現
行
の
と
お
り
） 

３

（
略
）
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(

長
期
勤
続
休
暇)

第
二
十
七
条
の
二

（
現
行
の
と
お
り
）

(

長
期
勤
続
休
暇)

第
二
十
七
条
の
二

（
略
）

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
）

３

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
三
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

四

勤
続
二
十
五
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
に
お
い
て
六
十
四

歳
に
満
た
な
い
職
員
で
、
当
該
職
員
の
勤
務
成
績
、
欠
勤
の
状
況
、
賞
罰
そ

の
他
が
別
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の

勤
続
二
十
六
年
に
達
す
る

日
が
属
す
る
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
二
年
間 

五

（
現
行
の
と
お
り
） 

３

（
略
）

一
か
ら
三
ま
で

（
略
）

四

勤
続
二
十
五
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
に
お
い
て
五
十
九

歳
に
満
た
な
い
職
員
で
、
当
該
職
員
の
勤
務
成
績
、
欠
勤
の
状
況
、
賞
罰
そ

の
他
が
別
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の

勤
続
二
十
六
年
に
達
す
る

日
が
属
す
る
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
二
年
間 

五

（
略
） 

第
二
十
七
条
の
三
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
七
条
の
三
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で 

（
略
）

（
特
別
休
暇
等
の
特
例
） 

第
二
十
九
条
の
二

東
京
都
の
い
ず
れ
か
の
職
を
退
職
し
た
者
が
引
き
続
き
職

員
（
臨
時
的
任
用
職
員
を
除
く
。
）
に
採
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
採

用
さ
れ
た
年
に
お
け
る
条
例
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
の
二
ま
で
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
退
職
以
前
の
勤
務
と
当
該
採
用
以
後
の
勤
務
と
が
継

続
す
る
も
の
と
み
な
す
。
任
期
の
更
新
を
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
常
勤
の
職
を
退
職
し
た
者
が
引
き
続
き
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
又
は
任
期
付
職
員
に
採
用
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
条
例
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
（
長
期
勤
続
休
暇
に
限
る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

（
特
別
休
暇
等
の
特
例
） 

第
二
十
九
条
の
二

東
京
都
の
い
ず
れ
か
の
職
を
退
職
し
た
者
が
引
き
続
き
職

員
（
臨
時
的
任
用
職
員
を
除
く
。
）
に
採
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
採

用
さ
れ
た
年
に
お
け
る
条
例
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
の
二
ま
で
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
退
職
以
前
の
勤
務
と
当
該
採
用
以
後
の
勤
務
と
が
継

続
す
る
も
の
と
み
な
す
。
任
期
の
更
新
を
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
常
勤
の
職
を
退
職
し
た
者
が
引
き
続
き
再
任
用
職
員
又
は
任
期
付

職
員
等
に
採
用
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
（
長
期

勤
続
休
暇
に
限
る
。）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
）

（
一
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
特
別
休
暇
の
日
へ
の
換
算
等
） 

第
二
十
九
条
の
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

四

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
る
勤
務
時
間
が
三
十
一
時
間
未
満
の
者

一
週
間
当
た
り
の

正
規
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
そ
の
者
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
の
日

数
（
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
が
異
な
る
者
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
一

（
一
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
特
別
休
暇
の
日
へ
の
換
算
等
） 

第
二
十
九
条
の
三

（
略
）

一
か
ら
三
ま
で 

（
略
） 

四

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
る
勤
務
時
間
が
三
十
一
時
間
未
満
の
者

一
週
間
当
た
り
の
正
規
の

勤
務
時
間
の
時
間
数
を
そ
の
者
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
の
日
数
（
一
週

間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
が
異
な
る
者
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
一
の
一
年
間
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の
一
年
間
の
勤
務
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
一
週
間
の
勤
務
日
数
の
欄
に
掲
げ

る
日
数
）
で
除
し
て
得
た
時
間
（
一
分
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
四
捨
五
入
し
て
得
た
時
間
） 

の
勤
務
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
一
週
間
の
勤
務
日
数
の
欄
に
掲
げ
る
日
数
）

で
除
し
て
得
た
時
間
（
一
分
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五

入
し
て
得
た
時
間
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
） 

第
二
十
九
条
の
四
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
九
条
の
四
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で

（
略
）

附

則

附

則

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
略
） 

（
長
期
勤
続
休
暇
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

け
る
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
同
号
中
「
六
十
四
歳
」
と
あ
る
の
は

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

六
十
歳

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
一
歳 

令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

六
十
二
歳 

令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

で

六
十
三
歳 

（
新
設
） 
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別
表
第
一
（
第
十
一
条
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
二
条
、
第
二
十
九
条
の
三
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
十
一
条
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
二
条
、
第
二
十
九
条
の
三
関
係
） 

別
表
第
一
の
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
一
の
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
略
）

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で

（
略
）
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職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
二
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
及
び
第
一
条
の
二

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
及
び
第
一
条
の
二

（
略
）

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端

数
計
算
）

（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計

算
）

第
一
条
の
三

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二

条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。）
及
び
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員(

同
法
第
十
七
条
の
規

定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
条
例
第
六
条
第
十
項
及
び
第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
給
料
月
額
に
円
位
未
満
の
端
数
を
生
ず
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額

を
も
つ
て
当
該
職
員
の
給
料
月
額
と
す
る
。

第
一
条
の
三

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。）
及
び
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ

る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
、
条
例
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料

月
額
に
円
位
未
満
の
端
数
を
生
ず
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
つ

て
当
該
職
員
の
給
料
月
額
と
す
る
。

第
二
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で

（
略
）

(

勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
料
等
の
額
の
算
出) 

(

勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
料
等
の
額
の
算
出) 

第
十
二
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
十
二
条

（
略
）

２

条
例
第
十
八
条
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
年
間
の
勤
務
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
と
す
る
。

一

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員

勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
週
間
の
正
規
の
勤
務
時
間
に
五

十
二
を
乗
じ
て
得
た
も
の
か
ら
七
時
間
四
十
五
分
に
十
八
を
乗
じ
て
得
た
も
の
を

減
じ
た
時
間

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

前
号
に
規
定
す
る
時
間
に
、
勤
務
時
間
条

例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間

三

（
現
行
の
と
お
り
）

２

条
例
第
十
八
条
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
年
間
の
勤
務
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
と
す
る
。

一

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員

勤
務

時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
週
間
の
正
規
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を

乗
じ
て
得
た
も
の
か
ら
七
時
間
四
十
五
分
に
十
八
を
乗
じ
て
得
た
も
の
を
減
じ

た
時
間

二

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

前
号
に
規
定
す
る
時
間
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間

三

（
略
）

３

（
現
行
の
と
お
り
）

３

（
略
）

第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で

（
略
）

別
記
様
式
第
一
号

（
現
行
の
と
お
り
）

別
記
様
式
第
一
号

（
略
）
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別
記
様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

別
記
様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で

（
略
）
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学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
一
条
の
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計

算
） 

第
一
条
の
五 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の

四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務

を
し
て
い
る
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
、
条
例
第
八
条
第
九
項
及
び
第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
円
位
未
満
の
端

数
を
生
ず
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
つ
て
当
該
職
員
の
給
料
月
額
と

す
る
。 

第
二
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
料
等
の
額
の
算
出
） 

第
十
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

一 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員 

勤

務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
週
間
の
正
規
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗

じ
て
得
た
も
の
か
ら
七
時
間
四
十
五
分
に
十
九
を
乗
じ
て
得
た
も
の
を
減
じ
た
時
間 

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

前
号
に
規
定
す
る
時
間
に
、
勤
務
時
間
条
例
第

第
一
条
か
ら
第
一
条
の
四
ま
で 

（
略
） 

（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
） 

第
一
条
の
五 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の

五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

第
百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育

児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て

い
る
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
条
例

第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
円
位
未
満
の
端
数
を
生
ず

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
つ
て
当
該
職
員
の
給
料
月
額
と
す
る
。 

第
二
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

（
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
料
等
の
額
の
算
出
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２

（
略
） 

一 

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員 

勤
務
時
間

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
週
間
の
正
規
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
て
得

た
も
の
か
ら
七
時
間
四
十
五
分
に
十
九
を
乗
じ
て
得
た
も
の
を
減
じ
た
時
間 

二

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

前
号
に
規
定
す
る
時
間
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
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三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間 

三 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤

務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間 

三 

（
略
） 

第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
二
条
の
二
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
新
規
採
用
職
員
の
特
例
） 

第
二
条
の
三 
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百 

六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
（
以
下
「
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に

よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
又
は
特
に
教
育
委
員
会
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
の

う
ち
、
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
の
う
ち
東
京
都
の
部
に
規
定
す
る
支
給
地
域
以
外

の
地
域
に
勤
務
す
る
者
の
地
域
手
当
の
額
は
、
当
分
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
日
か
ら
三
年
（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過

す
る
際
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
四
年
）
を
経
過
す
る
ま

で
の
間
、
合
計
額
に
、
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
の
う
ち
東
京
都
の
部
以
外
に
規
定

す
る
支
給
地
域
（
以
下
「
都
外
地
域
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
十
を
、
別
表

上
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
以
外
の
地
域
（
以
下
「
支
給
地
域
以
外
の
地
域
」
と
い
う
。
）

に
あ
つ
て
は
百
分
の
九
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

一
か
ら
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
異
動
保
障
） 

第
二
条
の
四 

職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て 

同
じ
。
）
が
在
勤
す
る
地
域
が
都
外
地
域
で
あ
つ
て
、
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
の

う
ち
東
京
都
の
部
に
規
定
す
る
支
給
地
域
及
び
東
京
都
公
営
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及

び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
条
例
第
十
九
号
）
に
基
づ
き
定
め
ら
れ

第
一
条
か
ら
第
二
条
の
二
ま
で 

（
略
） 

（
新
規
採
用
職
員
の
特
例
） 

第
二
条
の
三 

新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百 

六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の

六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
か

ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
者
又
は
特
に
教
育
委
員
会
が
定
め
る

者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
の
う
ち
東
京
都
の
部
に
規
定
す

る
支
給
地
域
以
外
の
地
域
に
勤
務
す
る
者
の
地
域
手
当
の
額
は
、
当
分
の
間
、
第
二
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
三
年
（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日

か
ら
三
年
を
経
過
す
る
際
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
四

年
）
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
合
計
額
に
、
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
の
う
ち
東
京

都
の
部
以
外
に
規
定
す
る
支
給
地
域
（
以
下
「
都
外
地
域
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
百

分
の
二
十
を
、
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
以
外
の
地
域
（
以
下
「
支
給
地
域
以
外
の

地
域
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
百
分
の
九
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

一
か
ら
三
ま
で 

（
略
） 

（
異
動
保
障
） 

第
二
条
の
四 

職
員
が
在
勤
す
る
地
域
が
都
外
地
域
で
あ
つ
て
、
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
支
給 

地
域
の
う
ち
東
京
都
の
部
に
規
定
す
る
支
給
地
域
及
び
東
京
都
公
営
企
業
職
員
の
給
与
の

種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
条
例
第
十
九
号
）
に
基
づ
き
定

め
ら
れ
て
い
る
公
営
企
業
管
理
規
程
に
よ
り
支
給
割
合
が
百
分
の
二
十
で
あ
る
東
京
都
の
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て
い
る
公
営
企
業
管
理
規
程
に
よ
り
支
給
割
合
が
百
分
の
二
十
で
あ
る
東
京
都
の
区
域
外

の
地
域
（
以
下
「
区
部
・
多
摩
地
域
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
異
動
後
三
年
以
内
（
異
動

後
三
年
を
経
過
す
る
際
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
八
年
以

内
）
の
者
（
当
該
在
勤
し
て
い
た
地
域
に
当
該
異
動
の
日
の
前
日
ま
で
引
き
続
き
六
箇
月

を
超
え
て
在
勤
し
て
い
た
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
異
動
後
三
年
以
内
の

者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
分
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
合
計
額

に
、
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
地
域
手
当
を
支
給
す
る
。 

２
及
び
３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
及
び
第
四
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表 

（
現
行
の
と
お
り
） 

区
域
外
の
地
域
（
以
下
「
区
部
・
多
摩
地
域
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
異
動
後
三
年
以
内

（
異
動
後
三
年
を
経
過
す
る
際
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、

八
年
以
内
）
の
者
（
当
該
在
勤
し
て
い
た
地
域
に
当
該
異
動
の
日
の
前
日
ま
で
引
き
続
き

六
箇
月
を
超
え
て
在
勤
し
て
い
た
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
異
動
後
三
年

以
内
の
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
分
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

合
計
額
に
、
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
地
域
手
当
を
支
給
す
る
。 

２
及
び
３ 

（
略
） 

第
三
条
及
び
第
四
条 

（
略
） 

別
表 

（
略
） 
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職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
範
囲
及
び
額
） 

（
範
囲
及
び
額
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

給
料
の
調
整
額
は
、
別
表
イ
の
表
及
び
ロ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
調
整
額

の
区
分
に
対
応
す
る
次
の
額
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を

占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
地
方
公
務

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間

勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し

て
い
る
職
員
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ

の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

と
す
る
。 

２ 

給
料
の
調
整
額
は
、
別
表
イ
の
表
及
び
ロ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
調
整
額

の
区
分
に
対
応
す
る
次
の
額
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を

占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
地
方
公
務

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間

勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し

て
い
る
職
員
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ

の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

と
す
る
。 

調
整
額
の
区
分 

額

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

調
整
額
の
区
分 

額

（
略
） 

（
略
） 

第
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条 

（
略
） 
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附

則

附

則

１

（
現
行
の
と
お
り
） 

１

（
略
） 

２

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
二
条
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
次
の
額
」
と
あ
る

の
は
、
「
次
の
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円

未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満

の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。 

２

削
除 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

イ

調
整
額
の
区
分
一
か
ら
八
ま
で 

イ

調
整
額
の
区
分
一
か
ら
八
ま
で 

勤
務
箇
所 

職
務 

調
整
額
の
区

分

環
境
局 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

福
祉
保

健
局 

高
齢
社
会
対
策
部
施

設
支
援
課
か
ら
障
害

者
施
策
推
進
部
施
設

サ
ー
ビ
ス
支
援
課
ま

で

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

都
立
病
院
支
援
部
法

人
調
整
課 

１ 

精
神
科
病
棟
、
精
神
医
療
の

専
門
病
院
の
病
棟
又
は
脳
・
神

経
難
病
医
療
の
専
門
病
院
の
病

棟
に
お
い
て
、
昼
夜
を
通
し
、

患
者
の
看
護
又
は
保
育
の
業
務

に
従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す

る
看
護
師
及
び
福
祉
（
総
務
局

四 

勤
務
箇
所 

職
務 

調
整
額
の
区

分

環
境
局 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

福
祉
保

健
局 

高
齢
社
会
対
策
部
施

設
支
援
課
か
ら
障
害

者
施
策
推
進
部
施
設

サ
ー
ビ
ス
支
援
課
ま

で

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 
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長
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。
） 

２ 

精
神
医
療
の
専
門
病
院
又
は

脳
・
神
経
難
病
医
療
の
専
門
病

院
に
お
い
て
、
患
者
の
看
護
等

の
た
め
、
深
夜
に
わ
た
る
勤
務

を
常
例
と
す
る
看
護
長
（
総
務

局
長
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。
） 

３ 

神
経
科
病
棟
に
お
い
て
、
昼

夜
を
通
し
、
患
者
の
看
護
及
び

精
神
科
救
急
医
療
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
看
護

師
（
総
務
局
長
が
指
定
す
る
者

に
限
る
。
） 

１ 

病
棟
に
お
い
て
、
昼
夜
を
通

し
、
患
者
の
看
護
の
業
務
に
従

事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
保

健
師
、
助
産
師
及
び
看
護
師
（
区

分
四
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除

く
。
） 

２ 

患
者
の
看
護
等
の
た
め
、
深

夜
に
わ
た
る
勤
務
を
常
例
と
す

る
看
護
長
（
区
分
四
の
適
用
を

受
け
る
者
を
除
く
。
） 

３ 

手
術
室
に
お
い
て
、
患
者
の

手
術
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と

二 

（
新
設
） 

（
新
設
） 
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を
本
務
と
し
、
深
夜
に
わ
た
る

勤
務
を
常
例
と
す
る
看
護
師

（
総
務
局
長
が
指
定
す
る
者
に

限
る
。
） 

４ 

救
急
室
に
お
い
て
、
救
急
医

療
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
本

務
と
し
、
深
夜
に
わ
た
る
勤
務

を
常
例
と
す
る
看
護
師
（
総
務

局
長
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。
） 

１ 
手
術
室
に
お
い
て
、
患
者
の

手
術
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と

を
本
務
と
し
、
深
夜
に
わ
た
る

勤
務
を
常
例
と
す
る
看
護
師

（
総
務
局
長
が
指
定
す
る
者
に

限
る
。
） 

２ 

救
急
医
療
業
務
に
従
事
す
る

た
め
深
夜
に
わ
た
る
勤
務
を
常

例
と
す
る
保
健
師
、
助
産
師
及

び
看
護
師
（
総
務
局
長
が
指
定

す
る
者
に
限
る
。
） 

一 

監
察
医
務
院
か
ら
動

物
愛
護
相
談
セ
ン
タ

ー
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

監
察
医
務
院
か
ら
動

物
愛
護
相
談
セ
ン
タ

ー
ま
で 

（
略
） 

（
略
） 
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（
削

除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

病
院
経

営
本
部 

経
営
企
画
部
総
務
課 

神
経
科
病
棟
に
お
い
て
、
昼
夜

を
通
し
、
患
者
の
看
護
及
び
精
神

科
救
急
医
療
業
務
に
従
事
す
る
こ

と
を
本
務
と
す
る
看
護
師 

四 

１

病
棟
に
お
い
て
、
昼
夜
を
通

し
、
看
護
の
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
本
務
と
す
る
保
健
師
、

助
産
師
及
び
看
護
師 

２

患
者
の
看
護
等
の
た
め
、
深

夜
に
わ
た
る
勤
務
を
常
例
と
す

る
看
護
長 

３

手
術
室
に
お
い
て
、
患
者
の

手
術
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と

を
本
務
と
し
、
深
夜
に
わ
た
る

勤
務
を
常
例
と
す
る
看
護
師

（
総
務
局
長
が
指
定
す
る
者
に

限
る
。
） 

４

救
急
室
に
お
い
て
、
救
急
医

療
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
本

務
と
し
、
深
夜
に
わ
た
る
勤
務

を
常
例
と
す
る
看
護
師
（
総
務

局
長
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。
） 

二 

１

手
術
室
に
お
い
て
、
患
者
の

手
術
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と

を
本
務
と
し
、
深
夜
に
わ
た
る

一 
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（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

勤
務
を
常
例
と
す
る
看
護
師 

２

救
急
医
療
業
務
に
従
事
す
る

た
め
深
夜
に
わ
た
る
勤
務
を
常

例
と
す
る
保
健
師
、
助
産
師
及

び
看
護
師 

墨
東
病
院 

多
摩
総
合
医
療
セ
ン

タ
ー

神
経
科
病
棟
に
お
い
て
、
昼
夜

を
通
し
、
患
者
の
看
護
及
び
精
神

科
救
急
医
療
業
務
に
従
事
す
る
こ

と
を
本
務
と
す
る
看
護
師 

四 

松
沢
病
院 

１

病
棟
に
お
い
て
、
昼
夜
を
通

し
、
患
者
の
看
護
の
業
務
に
従

事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
看

護
師 

２

患
者
の
看
護
等
の
た
め
深
夜

に
わ
た
る
勤
務
を
常
例
と
す
る

看
護
長 

四 

小
児
総
合
医
療
セ
ン

タ
ー

精
神
科
病
棟
に
お
い
て
、
昼
夜

を
通
し
、
患
者
の
看
護
又
は
保
育

の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
本
務

と
す
る
看
護
師
及
び
福
祉 

四 

神
経
病
院 

１

病
棟
に
お
い
て
、
昼
夜
を
通

し
、
看
護
の
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
本
務
と
す
る
看
護
師 

２

患
者
の
看
護
等
の
た
め
深
夜

に
わ
た
る
勤
務
を
常
例
と
す
る

四 
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（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

中
央
卸

売
市
場 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

看
護
長 

広
尾
病
院 

大
塚
病
院 

駒
込
病
院 

墨
東
病
院 

多
摩
総
合
医
療
セ
ン

タ
ー

小
児
総
合
医
療
セ
ン

タ
ー

１

病
棟
に
お
い
て
、
昼
夜
を
通

し
、
看
護
の
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
本
務
と
す
る
保
健
師
、

助
産
師
及
び
看
護
師 

２

患
者
の
看
護
等
の
た
め
深
夜

に
わ
た
る
勤
務
を
常
例
と
す
る

看
護
長 

二 

広
尾
病
院 

大
塚
病
院 

駒
込
病
院 

墨
東
病
院 

多
摩
総
合
医
療
セ
ン

タ
ー

手
術
室
に
お
い
て
、
患
者
の
手

術
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
本

務
と
し
、
深
夜
に
わ
た
る
勤
務
を

常
例
と
す
る
看
護
師 

二 

広
尾
病
院 

墨
東
病
院 

救
急
室
に
お
い
て
、
救
急
医
療

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と

し
、
深
夜
に
わ
た
る
勤
務
を
常
例

と
す
る
看
護
師 

二 

墨
東
病
院 

小
児
総
合
医
療
セ
ン

タ
ー

救
急
医
療
業
務
に
従
事
す
る
た

め
深
夜
に
わ
た
る
勤
務
を
常
例
と

す
る
保
健
師
、
助
産
師
及
び
看
護

師

一 

中
央
卸

売
市
場 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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建
設
局 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

建
設
局 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ロ

調
整
額
の
区
分
九 

（
現
行
の
と
お
り
） 

ロ

調
整
額
の
区
分
九 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
五
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条 
給
料
の
調
整
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
額
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の

四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
学
校
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
四
十
五

号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
地
方

公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職

員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含
む
。
）
に
あ
つ

て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得

た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

と
す
る
。 

一
及
び
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

付

則 

１
か
ら
４
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

５

条
例
付
則
第
九
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
各
号
中
「
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
掲
げ
る
額
に
百

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
略
） 

第
三
条 

給
料
の
調
整
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
額
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の

五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
学
校
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
四
十
五

号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
地
方

公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職

員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含
む
。
）
に
あ
つ

て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得

た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

と
す
る
。 

一
及
び
二 

（
略
） 

第
四
条 

（
略
） 

付

則

１
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

（
新
設
） 
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分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を

切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ

た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
表
中
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
号
給
の
職
員
に

あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額

と
す
る
。
）
」
と
す
る
。 
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警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程（平成７年３月３１日訓令甲第１６号）新旧対照表 

改 正 案 現 行 

第１条 （現行のとおり） 

 （支給の範囲及び額） 

第２条 給料の調整額の支給を受ける職員の範囲及び調整額は、

次表のとおりとする（地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定による承認を受

け、同条第１項に規定する育児短時間勤務をしている職員（同法

第１７条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。）にあっ

ては、その額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平

成７年東京都条例第１５号。以下「勤務時間条例」という。）第２

条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項

に規定する勤務時間で除して得た数を、定年前再任用短時間勤務

職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４

第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。）にあって

は、その額に勤務時間条例第２条第３項の規定により定められた

その者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た

数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額とする。）。 

第１条 （略） 

 （支給の範囲及び額） 

第２条 給料の調整額の支給を受ける職員の範囲及び調整額

は、次表のとおりとする（地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定によ 

る承認を受け、同条第１項に規定する育児短時間勤務をして

いる職員（同法第１７条の規定による短時間勤務をしている

職員を含む。）にあっては、その額に職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第１５号。以下

「勤務時間条例」という。）第２条第２項の規定により定めら

れたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除

して得た数を、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員

にあっては、その額に勤務時間条例第２条第３項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務

時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に

１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。）。 
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範囲 

勤務所属 職員 

（現行のとおり） （現行のとおり） 

調整額 

（現行のと

おり） 

 

範囲 

勤務所属 職員 

（略） （略） 

調整額 

（略） 

第３条 （現行のとおり） 

附 則 

１ この訓令は、平成７年４月１日から施行する。 

２ 職員の給与に関する条例附則第１０項の規定の適用を受ける職

員に対する第２条の規定の適用については、当分の間、同条中

「職員の範囲及び調整額は、次表のとおり」とあるのは、「職員の

範囲は次表のとおりとし、その調整額は当該範囲に対応した同表

の調整額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未

満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未

満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額）」とす

る。 

第３条 （略） 

附 則 

 この訓令は、平成７年４月１日から施行する。 

（新設） 
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給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
訓
令
甲
第
十
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条

（
現
行
の
と
お
り
）

（
範
囲
及
び
額
）

第
二
条

（
現
行
の
と
お
り
）

２

（
現
行
の
と
お
り
）

一

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ

る
給
料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ
る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
二

の
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十

号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育

児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務

を
し
て
い
る
職
員
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
勤
務

時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た

額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

た
額
と
す
る
。
）

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別

表
第
一
に
掲
げ
る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
三
の
額
に
勤
務
時
間

条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）

第
三
条
及
び
第
四
条

（
現
行
の
と
お
り
）

附

則

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
二
条
第
二
項
第
一
号

第
一
条

（
略
）

（
範
囲
及
び
額
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

一

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の

六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用

職
員
」
と
い
う
。）
以
外
の
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第

一
に
掲
げ
る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
二
の
額
（
地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い

る
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含

む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十

五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得

た
数
（
以
下
「
算
出
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）

二

再
任
用
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ
る
特

別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
三
の
額
（
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に

規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
条

例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ

つ
て
は
そ
の
額
に
算
出
率
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）

第
三
条
及
び
第
四
条

（
略
）

（
新
設
）
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の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「
別
表
第
二
の
額
」
と
あ
る
の

は
、
「
別
表
第
二
の
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の

端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）」
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

組
織
の
区
分

職

特
別
調
整
額
の
区
分

本
庁

（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

本
庁
行
政
機

関
及
び
地
方

行
政
機
関

（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

担
当
部
長
（
住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企

画
部
、
民
間
住
宅
部
及
び
都
営
住
宅
経

営
部
に
限
る
。
）
及
び
中
央
卸
売
市
場

（
管
理
部
及
び
事
業
部
に
限
る
。
）
の

担
当
部
長
を
除
き
、
職
層
名
専
門
参
事

の
職
に
限
る
。
）

参
事
研
究
員

部
長
監
察
医

保
健
所
の
所
長

心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
次
長

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
府
中
療
育

セ
ン
タ
ー
の
部
長

総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
副
所

長健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
部
長
（
企

画
調
整
部
長
及
び
広
域
監
視
部
長
を
除

く
。
）
及
び
精
度
管
理
室
長

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

組
織
の
区
分

職

特
別
調
整
額
の
区
分

本
庁

（
略
）

（
略
）

本
庁
行
政
機

関
及
び
地
方

行
政
機
関

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

担
当
部
長
（
住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企

画
部
、
民
間
住
宅
部
及
び
都
営
住
宅
経

営
部
に
限
る
。
）
、
病
院
経
営
本
部
（
経

営
企
画
部
及
び
サ
ー
ビ
ス
推
進
部
に
限

る
。
）
及
び
中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部

及
び
事
業
部
に
限
る
。
）
の
担
当
部
長

を
除
き
、
職
層
名
専
門
参
事
の
職
に
限

る
。
）

参
事
研
究
員

部
長
監
察
医

保
健
所
の
所
長

心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
次
長

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
府
中
療
育

セ
ン
タ
ー
の
部
長

総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
副
所

長健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
部
長
（
企

（
略
）
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（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

住
宅
政
策
本
部
及
び
中
央
卸
売
市
場
の

総
務
課
長

（
現
行
の
と
お
り
）

住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
、
民
間

住
宅
部
及
び
都
営
住
宅
経
営
部
に
限

る
。
）
の
課
長
（
総
務
課
長
を
除
く
。
）

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部

に
限
る
。
）
の
課
長
（
総
務
課
長
を
除

く
。
）

医
長
、
監
察
医
長
、
地
域
援
助
医
長
及

び
医
療
審
査
医
長

保
健
所
の
保
健
対
策
課
長
、
歯
科
保
健

担
当
課
長
及
び
出
張
所
副
所
長

児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
の
治
療
指
導
課
長

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
南
分
園
及
び

城
北
分
園
の
園
長

総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
科
長

及
び
課
長

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
所
長

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
科
長
、
健

康
危
機
管
理
情
報
課
長
、
疫
学
情
報
担

当
課
長
及
び
精
度
管
理
室
副
室
長

画
調
整
部
長
及
び
広
域
監
視
部
長
を
除

く
。
）
及
び
精
度
管
理
室
長

都
立
病
院
の
部
長
（
看
護
部
長
を
除

く
。
）

（
略
）

（
略
）

住
宅
政
策
本
部
、
病
院
経
営
本
部
及
び

中
央
卸
売
市
場
の
総
務
課
長

（
略
）

住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
、
民
間

住
宅
部
及
び
都
営
住
宅
経
営
部
に
限

る
。
）
の
課
長
（
総
務
課
長
を
除
く
。
）

病
院
経
営
本
部
（
経
営
企
画
部
及
び

サ
ー
ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。
）
の
課
長

（
総
務
課
長
を
除
く
。
）
及
び
担
当
課

長
（
職
層
名
専
門
副
参
事
の
職
に
限

る
。
）

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部

に
限
る
。
）
の
課
長
（
総
務
課
長
を
除

く
。
）

医
長
、
監
察
医
長
、
地
域
援
助
医
長
及

び
医
療
審
査
医
長

保
健
所
の
保
健
対
策
課
長
、
歯
科
保
健

担
当
課
長
及
び
出
張
所
副
所
長

児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
の
治
療
指
導
課
長

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
南
分
園
及
び

城
北
分
園
の
園
長

総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
科
長

及
び
課
長

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
所
長

（
略
）
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住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
、
民
間

住
宅
部
及
び
都
営
住
宅
経
営
部
に
限

る
。
）
の
担
当
課
長

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部

に
限
る
。
）
の
担
当
課
長

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
副
参
事
研

究
員

（
現
行
の
と
お
り
）

課
長
（
住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画

部
、
民
間
住
宅
部
及
び
都
営
住
宅
経
営

部
に
限
る
。
）
及
び
中
央
卸
売
市
場

（
管
理
部
及
び
事
業
部
に
限
る
。
）
の

課
長
並
び
に
保
健
所
の
保
健
対
策
課

長
、
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
の
治
療
指
導

課
長
、
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
課
長
及
び
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー

の
健
康
危
機
管
理
情
報
課
長
を
除

く
。
）

担
当
課
長
（
住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企

画
部
、
民
間
住
宅
部
及
び
都
営
住
宅
経

営
部
に
限
る
。
）
及
び
中
央
卸
売
市
場

（
管
理
部
及
び
事
業
部
に
限
る
。
）
の

担
当
課
長
並
び
に
保
健
所
の
歯
科
保
健

（
現
行
の
と
お
り
）

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
科
長
、
健

康
危
機
管
理
情
報
課
長
、
疫
学
情
報
担

当
課
長
及
び
精
度
管
理
室
副
室
長

住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
、
民
間

住
宅
部
及
び
都
営
住
宅
経
営
部
に
限

る
。
）
の
担
当
課
長

病
院
経
営
本
部
（
経
営
企
画
部
及
び

サ
ー
ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。
）
の
担
当

課
長
（
職
層
名
専
門
副
参
事
の
職
を
除

く
。
）

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部

に
限
る
。
）
の
担
当
課
長

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
副
参
事
研

究
員

（
略
）

課
長
（
住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画

部
、
民
間
住
宅
部
及
び
都
営
住
宅
経
営

部
に
限
る
。
）
、
病
院
経
営
本
部
（
経
営

企
画
部
及
び
サ
ー
ビ
ス
推
進
部
に
限

る
。
）
及
び
中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部

及
び
事
業
部
に
限
る
。
）
の
課
長
、
保

健
所
の
保
健
対
策
課
長
、
児
童
相
談
セ

ン
タ
ー
の
治
療
指
導
課
長
、
総
合
精
神

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
課
長
及
び
健
康

安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
健
康
危
機
管
理

情
報
課
長
を
除
く
。）

担
当
課
長
（
住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企

画
部
、
民
間
住
宅
部
及
び
都
営
住
宅
経

営
部
に
限
る
。
）
、
病
院
経
営
本
部
及
び

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部

（
略
）
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担
当
課
長
及
び
健
康
安
全
研
究
セ
ン

タ
ー
の
疫
学
情
報
担
当
課
長
を
除

く
。
）

副
参
事
研
究
員
（
健
康
安
全
研
究
セ
ン

タ
ー
の
副
参
事
研
究
員
を
除
く
。
）

技
師
長
及
び
看
護
担
当
科
長

分
課
で
あ
る
事
業
所
の
長
（
職
層
名
副

参
事
の
職
に
限
る
。）

当
該
事
業
所
の
長
が
課
長
相
当
職
と
さ

れ
て
い
る
事
業
所
の
長
（
職
層
名
副
参

事
の
職
に
限
る
。
）

副
所
長
（
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
の
副
所
長
及
び
職
層
名
参
事
の
職

を
除
く
。
）

副
園
長
（
職
層
名
参
事
の
職
を
除

く
。
）

副
場
長
（
職
層
名
参
事
の
職
を
除

く
。
）

監
察
医
務
院
、
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー

及
び
府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
の
科
長

府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
の
地
域
療
育
支
援

担
当
科
長

監
察
医
務
院
及
び
総
合
精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
の
事
務
長

看
護
専
門
学
校
の
副
校
長

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
南
分
園
及
び

城
北
分
園
の
次
長

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
府
中
療
育

セ
ン
タ
ー
の
事
務
次
長

皮
革
技
術
セ
ン
タ
ー
の
所
長
（
職
層
名

に
限
る
。
）
の
担
当
課
長
（
病
院
経
営

本
部
に
つ
い
て
は
、
経
営
企
画
部
若
し

く
は
サ
ー
ビ
ス
推
進
部
に
所
属
す
る
者

又
は
職
層
名
専
門
副
参
事
の
職
に
限

る
。
）
、
保
健
所
の
歯
科
保
健
担
当
課
長

及
び
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
疫
学

情
報
担
当
課
長
を
除
く
。
）

副
参
事
研
究
員
（
健
康
安
全
研
究
セ
ン

タ
ー
の
副
参
事
研
究
員
を
除
く
。
）

技
師
長
及
び
看
護
担
当
科
長

分
課
で
あ
る
事
業
所
の
長
（
職
層
名
副

参
事
の
職
に
限
る
。）

当
該
事
業
所
の
長
が
課
長
相
当
職
と
さ

れ
て
い
る
事
業
所
の
長
（
職
層
名
副
参

事
の
職
に
限
る
。
）

副
所
長
（
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
の
副
所
長
及
び
職
層
名
参
事
の
職

を
除
く
。
）

副
園
長
（
職
層
名
参
事
の
職
を
除

く
。
）

副
場
長
（
職
層
名
参
事
の
職
を
除

く
。
）

監
察
医
務
院
、
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー

及
び
府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
の
科
長

府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
の
地
域
療
育
支
援

担
当
科
長

監
察
医
務
院
及
び
総
合
精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
の
事
務
長

看
護
専
門
学
校
の
副
校
長

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
南
分
園
及
び
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専
門
参
事
の
職
を
除
く
。
）

島
し
よ
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
の
室

長
及
び
事
業
所
長
（
三
宅
事
業
所
長
を

除
く
。
）

中
央
・
城
北
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

の
再
就
職
促
進
訓
練
室
長

（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

東
京
都
収
用

委
員
会
事
務

局
か
ら
地
方

公
務
員
災
害

補
償
基
金
東

京
都
支
部
ま

で

（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三

（
現
行
の
と
お
り
）

城
北
分
園
の
次
長

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
府
中
療
育

セ
ン
タ
ー
の
事
務
次
長

神
経
病
院
の
事
務
局
次
長

都
立
病
院
の
科
長

皮
革
技
術
セ
ン
タ
ー
の
所
長
（
職
層
名

専
門
参
事
の
職
を
除
く
。
）

島
し
よ
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
の
室

長
及
び
事
業
所
長
（
三
宅
事
業
所
長
を

除
く
。
）

中
央
・
城
北
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

の
再
就
職
促
進
訓
練
室
長

（
略
）

（
略
）

東
京
都
収
用

委
員
会
事
務

局
か
ら
地
方

公
務
員
災
害

補
償
基
金
東

京
都
支
部
ま

で

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三

（
略
）
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給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
範
囲
及
び
額
） 

（
範
囲
及
び
額
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
条 

（
略
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
） 

一 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外

の
職
員 

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ
る
特

別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
二
の
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休

業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を

し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い

る
職
員
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
。
以
下

「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し

て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
） 

一 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一

項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
職
員 

当
該

職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ
る
特
別
調
整
額
の
区

分
に
対
応
す
る
別
表
第
二
の
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員

（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含

む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年

東
京
都
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
（
以
下
「
算
出
率
」
と
い

う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
） 

二 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表

及
び
別
表
第
一
に
掲
げ
る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
三
の

二 

再
任
用
職
員 

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲

げ
る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
三
の
額
（
法
第
二
十
八
条
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額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者

の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を

乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
） 

の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は

そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ

の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た

数
を
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
算
出
率
を
そ
れ

ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
） 

第
三
条
及
び
第
四
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
及
び
第
四
条 

（
略
） 

付

則

付

則

１

こ
の
訓
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

こ
の
訓
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

２

条
例
附
則
第
十
項
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
二
条
第
二
項
第
一

号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
「
別
表
第
二
の
額
」
と
あ
る

の
は
、
「
別
表
第
二
の
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、

五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百

円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す

る
。 

（
新
設
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
甲
第
二
号
）

新
旧
対
照
表
（
抄
）

改
正
案

現
行

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で

（
略
）

（
給
料
の
特
別
調
整
額
）

（
給
料
の
特
別
調
整
額
）

第
四
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
四
条

（
略
）

２

（
現
行
の
と
お
り
）

２

（
略
）

一

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外

の
職
員

別
表
一
に
掲
げ
る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
二
の

額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百

十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に

よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額

に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京

都
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す

る
。
）

一

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一

項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
職
員

別
表

一
に
掲
げ
る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
二
の
額
（
地
方
公
務

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短

時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤

務
を
し
て
い
る
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い

う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条

例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の

勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
（
以

下
「
算
出
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

別
表
一
に
掲
げ
る
特
別
調
整
額
の

区
分
に
対
応
す
る
別
表
三
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤

二

再
任
用
職
員

別
表
一
に
掲
げ
る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別

表
三
の
額
（
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職

を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の
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務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
つ
て

は
そ
の
額
に
算
出
率
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で

（
略
）

附

則

（
新
設
）

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
四
条
第
二
項

第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「
別
表
二
の
額
」

と
あ
る
の
は
、
「
別
表
二
の
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額

に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上

百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す

る
。

別
表
一
か
ら
別
表
三
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
一
か
ら
別
表
三
ま
で

（
略
）
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給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
甲
第
三
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

（
範
囲
及
び
額
） 

第
二
条
（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

一

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給

料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ
る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
二
の
額
（
地

方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て

い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含

む
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
） 

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第

一
に
掲
げ
る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
三
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。） 

第
三
条
及
び
第
四
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

附

則

第
一
条

（
略
）

（
範
囲
及
び
額
） 

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

一

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」

と
い
う
。
）
以
外
の
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ

る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
二
の
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受

け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条

の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

（
以
下
「
算
出
率
」
と
い
う
。
）
を
乗

じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り

捨
て
た
額
と
す
る
。） 

二

再
任
用
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ
る
特
別
調

整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
三
の
額
（
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務

時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
算
出
率

を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。） 

第
三
条
及
び
第
四
条 
（
略
） 

（
新
設
）
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条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「
別
表
第
二
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
別
表

第
二
の
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円

に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
）
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給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

（
範
囲
及
び
額
） 

第
二
条

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

一

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給

料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ
る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
二
の
額
（
地

方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て

い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含

む
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
） 

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第

一
に
掲
げ
る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
三
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。） 

第
三
条
及
び
第
四
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

附

則

第
一
条

（
略
）

（
範
囲
及
び
額
） 

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

一

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」

と
い
う
。
）
以
外
の
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ

る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
二
の
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受

け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条

の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
（
以
下
「
算
出
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ

て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
額
と
す
る
。） 

二

再
任
用
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ
る
特
別
調

整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
三
の
額
（
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務

時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
算
出
率

を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。） 

第
三
条
及
び
第
四
条 
（
略
） 

（
新
設
）
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条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「
別
表
第
二
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
別
表

第
二
の
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円

に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
）
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給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
）（ 

（
範
囲
及
び
額
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

一

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給

料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ
る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
二
の
額
（
地

方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て

い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含

む
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
） 

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第

一
に
掲
げ
る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
三
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。） 

第
三
条
及
び
第
四
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

附

則

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規

第
一
条

（
略
）

（
範
囲
及
び
額
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

一

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」

と
い
う
。
）
以
外
の
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ

る
特
別
調
整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
二
の
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受

け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条

の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
（
以
下
「
算
出
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ

て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
額
と
す
る
。） 

二

再
任
用
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ
る
特
別
調

整
額
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
三
の
額
（
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務

時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
算
出
率

を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。） 

第
三
条
及
び
第
四
条 

（
略
） 

（
新
設
） 
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定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「
別
表
第
二
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
別
表

第
二
の
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円

に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る 

。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
）
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給料の特別調整額に関する規程（昭和３５年４月１５日訓令甲第１４号）改正新旧対照表  
 （傍線の部分は、改正部分）  

改 正 案  現   行  

第１条  （現行のとおり）  

 （範囲及び額）  

第２条  （現行のとおり）  

２  （現行のとおり）  

( 1 )  地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）

第 ２ ２ 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 定 年 前   

再 任用 短時間 勤務 職員」 とい う。） 以外の 職員  当 該職 員に適 用さ

れる給料表及び別表第１に掲げる特別調整額の区分に対応する別表

第２の額（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

１１０号）第１０条第３項の規定による承認を受け、同条第１項に

規定する育児短時間勤務をしている職員（同法第１７条の規定によ

る 短時 間勤務 をし ている 職員 を含む 。）に あつ ては 、そ の額に 職員

の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第１

５ 号。 以下「 勤務 時間条 例」 という 。）第 ２条 第２ 項の 規定に より

定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた額とする。）  

( 2 )  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  当 該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 及   

び別表第１に掲げる特別調整額の区分に対応する別表第３の額に勤

務時間条例第２条第３項の規定により定められたその者の勤務時間

を 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額

（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

とする。）  

第３条及び第４条  （現行のとおり）  

第１条  （略）  

（範囲及び額）  

第２条  （略）  

２  （略）  

( 1 ) 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 。 以 下 「 法 」 と い

う。）第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定により採

用された職員（以下「再任用職員」という。）以外の職員  当該職

員 に 適用 され る給 料表 及び 別表 第１ に掲 げる 特別 調 整額 の区 分に

対 応 す る 別 表 第 ２ の 額 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成３ 年法 律第 １１ ０号 ）第 １０ 条第 ３項 の規 定 によ る承 認を

受 け 、同 条第 １項 に規 定す る育 児短 時間 勤務 をし て いる 職員 （同

法 第 １７ 条の 規定 によ る短 時間 勤務 をし てい る職 員 を含 む。 以下

「育児短時間勤務職員等」という。）にあつては、その額に職員の

勤 務 時間 、休 日、 休暇 等に 関す る条 例（ 平成 ７年 東 京都 条例 第１

５号。以下「勤務時間条例」という。）第２条第２項の規定により

定 め られ たそ の者 の勤 務時 間を 同条 第１ 項に 規定 す る勤 務時 間で

除して得た数（以下「算出率」という。）を乗じて得た額とし、そ

の 額 に１ 円未 満の 端数 があ ると きは 、そ の端 数を 切 り捨 てた 額と

する。）   

( 2 )  再 任 用 職 員  当 該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料表 及 び 別 表 第 １ に 掲 げ  

る 特 別調 整額 の区 分に 対応 する 別表 第３ の額 （法 第 ２８ 条の ５第

１ 項 に規 定す る短 時間 勤務 の職 を占 める 職員 にあ つ ては 、そ の額

に 勤 務時 間条 例第 ２条 第３ 項の 規定 によ り定 めら れ たそ の者 の勤

務 時 間を 同条 第１ 項に 規定 する 勤務 時間 で除 して 得 た数 を、 育児

短 時 間勤 務職 員等 にあ つて は、 その 額に 算出 率を そ れぞ れ乗 じて

得 た 額と し、 その 額に １円 未満 の端 数が ある とき は 、そ の端 数を

切り捨てた額とする。）  

第３条及び第４条  （略）  
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別表第１から別表第３まで  （現行のとおり）  別表第１から別表第３まで  （略）  
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東京消防庁職員の給料の特別調整額に関する規程（昭和３２年４月東京消防庁訓令甲第３号）

の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその表記部

分に二重下線を付した規定（以下「対象規定」という。）で、その標記部分が同一のものは、当

該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。 

改正後 改正前

（範囲及び額） 

第２条 ［略］ 

２ 前項の職にある職員に支給する特別調整

額の額は，次の各号に掲げる職員の区分に

応じ，当該各号に定める額とする。 

⑴ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号。以下「法」という。）第２２条の４

第１項の規定により採用された職員（以

下「定年前再任用短時間勤務職員」とい

う。）以外の職員 当該職員に適用される

給料表及び別表第１に掲げる特別調整額

の区分に対応する別表第２及び別表第３

の額（地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第１１０号）第１０条

第３項の規定による承認を受け，同条第

１項に規定する育児短時間勤務をしてい

る職員（同法第１７条の規定による短時

間勤務をしている職員を含む。）にあって

は，その額に職員の勤務時間，休日，休暇

等に関する条例（平成７年東京都条例第

１５号。以下「勤務時間条例」という。）

第２条第２項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項に規定する

勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

とし，その額に１円未満の端数があると

きは，その端数を切り捨てた額とする。）

⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 当該職

員に適用される給料表及び別表第１に掲

げる特別調整額の区分に対応する別表第

４及び別表第５の額に勤務時間条例第２

条第３項の規定により定められたその者

の勤務時間を同条第１項に規定する勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額（そ

の額に１円未満の端数があるときは，そ

の端数を切り捨てた額とする。） 

（範囲及び額） 

第２条 ［同左］ 

２ ［同左］ 

⑴ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号。以下「法」という。）第２８条の４

第１項，第２８条の５第１項又は第２８

条の６第１項若しくは第２項の規定によ

り採用された職員（以下「再任用職員」と

いう。） 以外の職員 当該職員に適用さ

れる給料表及び別表第１に掲げる特別調

整額の区分に対応する別表第２及び別表

第３の額（地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律第１１０号）第１

０条第３項の規定による承認を受け，同

条第１項に規定する育児短時間勤務をし

ている職員（同法第１７条の規定による

短時間勤務をしている職員を含む。以下

「育児短時間勤務職員等」という。）にあ

っては，その額に職員の勤務時間，休日，

休暇等に関する条例（平成７年東京都条

例第１５号。以下「勤務時間条例」とい

う。）第２条第２項の規定により定められ

たその者の勤務時間を同条第１項に規定

する勤務時間で除して得た数（以下「算出

率」という。）を乗じて得た額とし，その

額に１円未満の端数があるときは，その

端数を切り捨てた額とする。） 

⑵ 再任用職員 当該職員に適用される給

料表及び別表第１に掲げる特別調整額の

区分に対応する別表第４及び別表第５の

額（法第２８条の５第１項に規定する短

時間勤務の職を占める職員にあってはそ

の額に勤務時間条例第２条第３項の規定

により定められたその者の勤務時間を同

条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数を，育児短時間勤務職員等にあって

はその額に算出率をそれぞれ乗じて得た

額とし，その額に１円未満の端数がある

ときは，その端数を切り捨てた額とす

る。）
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第３条及び第４条 ［略］ 第３条及び第４条 ［同左］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。

 附 則

１ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「改正法」という。）

附則第４条第１項又は第２項の規定により採用された職員に対するこの訓令による改正後の

東京消防庁職員の給料の特別調整額に関する規程第２条第２項第１号の規定の適用について

は、同号中「別表第２及び別表第３」とあるのは、「別表第４及び別表第５」とする。

３ 改正法附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員は、この訓令による改正

後の東京消防庁職員の給料の特別調整額に関する規程第２条第２項第１号に規定する定年前

再任用短時間勤務職員とみなす。
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管
理
職
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

（
範
囲
及
び
額
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

一

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
職
員 

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給

料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ
る
管
理
職
手
当
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
二
の
額
（
地

方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て

い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含

む
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
四
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
） 

二 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第

一
に
掲
げ
る
管
理
職
手
当
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
三
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
三

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す

第
一
条 

（
略
） 

（
範
囲
及
び
額
） 

第
二
条 

（
略
） 

２

（
略
） 

一

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」

と
い
う
。
）
以
外
の
職
員 

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ

る
管
理
職
手
当
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
二
の
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受

け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条

の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
四
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」

と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
（
以
下
「
算
出
率
」
と
い
う
。
）
を

乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
額
と
す
る
。
） 

二

再
任
用
職
員 

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ
る
管
理
職

手
当
の
区
分
に
対
応
す
る
別
表
第
三
の
額
（
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
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る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
） 

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

付

則 

１

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

条
例
付
則
第
九
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「
別
表
第
二
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
別

表
第
二
の
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生

じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ

を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務

時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
算
出
率

を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
） 

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で 

（
略
） 

付

則 

１

（
略
） 

（
新
設
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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特
地
勤
務
手
当
等
支
給
規
程
（
昭
和
六
十
二
年
東
京
都
訓
令
第
九
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
略
） 

（
特
地
手
当
の
月
額
） 

（
特
地
手
当
の
月
額
） 

第
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
略
） 

四 

前
三
号
及
び
こ
の
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
職
員
が
、
地
方
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
と
し
て
採
用
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引

き
続
き
同
一
の
特
地
公
署
に
勤
務
し
て
い
る
場
合 

当
該
採
用
の
日 

四 

前
三
号
及
び
こ
の
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
職
員
が
、
地
方
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第

一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と

い
う
。
）
と
し
て
採
用
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
同
一
の

特
地
公
署
に
勤
務
し
て
い
る
場
合 

当
該
採
用
の
日 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３

（
略
） 

第
四
条
及
び
第
五
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
及
び
第
五
条 

（
略
） 

（
準
ず
る
手
当
の
月
額
） 

（
準
ず
る
手
当
の
月
額
） 

第
六
条 

準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
特
地
公
署
に
勤
務

す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
職
員
が
当
該
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
そ
の
日
前
一

年
以
内
に
在
勤
し
て
い
た
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
知
事
が

定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
日
前
の
知
事
が
定
め
る
日
。
以
下
「
異

動
等
の
日
」
と
い
う
。
）
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
り
、
か

つ
、
異
動
等
の
日
が
当
該
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
日
よ
り
前
で
あ
る
場
合

は
、
当
該
採
用
の
日
以
後
初
め
て
特
地
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）

に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二

第
六
条 

準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
特
地
公
署
に
勤
務

す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
職
員
が
当
該
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
そ
の
日
前
一

年
以
内
に
在
勤
し
て
い
た
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
知
事
が

定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
日
前
の
知
事
が
定
め
る
日
。
以
下
「
異

動
等
の
日
」
と
い
う
。
）
（
再
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
直
近
の
採
用
に
伴

い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）
に
受
け
て
い
た
給
料

の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及

び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
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に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と

き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、

別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
た
期
間
の
区
分
に
対

応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

度
と
す
る
。
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
別
表
第
三
の
上
欄
に

掲
げ
る
異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
た
期
間
の
区
分
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄

に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
） 

一 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
に
お

い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た
も
の 

前
項
中
「
給
料
の
月
額

（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ

の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度

と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用

を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級

に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
異
動

等
の
日
に
お
け
る
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し

て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。 

一

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
（
再

任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
直
近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務

す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た

も
の 

前
項
中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表

第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超

え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給

料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料

表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の

額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
異
動
等
の
日
（
再
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
直

近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）
に

お
け
る
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の

者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

で
除
し
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。 

二 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
に
お
い
て
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
た
も
の 

前
項
中
「
給
料
の
月
額

（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ

の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度

と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用

を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級

に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
に
勤
務

二

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
（
再
任
用
職
員
に

あ
つ
て
は
、
直
近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と

な
つ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
た

も
の 

前
項
中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表

第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超

え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給

料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
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時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

た
額
及
び
」
と
す
る
。 

表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の

額
を
限
度
と
す
る
。
）
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
」
と
す
る
。 

三 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
に
お
い
て
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た
も
の 

前
項
中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員

が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職

務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）

及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い

た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る

額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
異
動
等
の
日
に
お

け
る
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者

の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で

除
し
て
得
た
額
に
現
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で

除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。 

三

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
（
再
任
用
職
員
に

あ
つ
て
は
、
直
近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と

な
つ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た
も
の 

前
項

中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ

る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き

は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月
額

（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ

の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度

と
す
る
。
）
を
異
動
等
の
日
（
再
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
直
近
の
採
用

に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）
に
お
け
る
勤

務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務

時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て

得
た
額
に
現
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て

得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。 

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
略
） 

附

則

附

則

（
施
行
期
日
） 

１

こ
の
訓
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
訓
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
特
地
手
当
の
基
礎
額
） 

２

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
第
三
条
第
二
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項
各
号
に
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ
た
も
の
に
対

す
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
受
け
て
い
た

給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表

及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限

度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
に
百
分
の

七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ

る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗

じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
同
日
に
受

け
て
い
た
」
と
す
る
。 

３ 

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
第
三
条
第
三
項

各
号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
る
も
の
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
地
手
当
の

基
礎
額
は
、
同
条
第
三
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定

に
準
じ
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
出
し
た
額
と
す
る
。 

（
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
準
ず
る
手
当
の
月
額
） 

４ 

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
条
例
第
十
三

条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
採
用
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
日

に
お
い
て
当
該
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ
た
者
に
対
す
る
第
六
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額

（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の

職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す

る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
に
百
分
の
七
十
を

乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料

表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得

た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
同
日
に
受
け
て
い
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た
」
と
す
る
。 

５

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
第
六
条
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
る
も
の
の
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
同
条
第
二
項
及

び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
て
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 

　88　



東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
支
給
規
程
（
昭
和
六
十
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
八
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
略
） 

（
特
地
手
当
の
月
額
） 

（
特
地
手
当
の
月
額
） 

第
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
略
） 

四 

前
三
号
及
び
こ
の
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
職
員
が
、
地
方
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
と
し
て
採
用
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引

き
続
き
同
一
の
特
地
公
署
に
勤
務
し
て
い
る
場
合 

当
該
採
用
の
日 

四 

前
三
号
及
び
こ
の
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
職
員
が
、
地
方
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第

一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と

い
う
。
）
と
し
て
採
用
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
同
一
の

特
地
公
署
に
勤
務
し
て
い
る
場
合 

当
該
採
用
の
日 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３

（
略
） 

第
四
条
及
び
第
五
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
及
び
第
五
条 

（
略
） 

（
準
ず
る
手
当
の
月
額
） 

（
準
ず
る
手
当
の
月
額
） 

第
六
条 

準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
特
地
公
署
に
勤
務

す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
職
員
が
当
該
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
そ
の
日
前
一

年
以
内
に
在
勤
し
て
い
た
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
教
育
長

が
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
日
前
の
教
育
長
が
定
め
る
日
。
以

下
「
異
動
等
の
日
」
と
い
う
。
）
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ

り
、
か
つ
、
異
動
等
の
日
が
当
該
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
日
よ
り
前
で
あ

る
場
合
は
、
当
該
採
用
の
日
以
後
初
め
て
特
地
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な

第
六
条 

準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
特
地
公
署
に
勤
務

す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
職
員
が
当
該
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
そ
の
日
前
一

年
以
内
に
在
勤
し
て
い
た
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
教
育
長

が
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
日
前
の
教
育
長
が
定
め
る
日
。
以

下
「
異
動
等
の
日
」
と
い
う
。
）
（
再
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
直
近
の
採

用
に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）
に
受
け
て
い

た
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
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つ
た
日
）
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た

別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を

超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合

計
額
に
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
た
期
間
の

区
分
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。 

料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の

額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
別
表
第
三
の

上
欄
に
掲
げ
る
異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
た
期
間
の
区
分
に
対
応
す
る
同
表

の
下
欄
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
に
お

い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た
も
の 

前
項
中
「
給
料
の
月
額

（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ

の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度

と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用

を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級

に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
異
動

等
の
日
に
お
け
る
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し

て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。 

一

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
（
再

任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
直
近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務

す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た

も
の 

前
項
中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表

第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超

え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給

料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料

表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の

額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
異
動
等
の
日
（
再
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
直

近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）
に

お
け
る
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の

者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

で
除
し
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。 

二 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
に
お
い
て
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
た
も
の 

前
項
中
「
給
料
の
月
額

（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ

の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度

二

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
（
再
任
用
職
員
に

あ
つ
て
は
、
直
近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と

な
つ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
た

も
の 

前
項
中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
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と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用

を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級

に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
に
勤
務

時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

た
額
及
び
」
と
す
る
。 

第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超

え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給

料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料

表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の

額
を
限
度
と
す
る
。
）
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
」
と
す
る
。 

三 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
に
お
い
て
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た
も
の 

前
項
中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員

が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職

務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）

及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い

た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る

額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
異
動
等
の
日
に
お

け
る
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者

の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で

除
し
て
得
た
額
に
現
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で

除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。 

三

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
（
再
任
用
職
員
に

あ
つ
て
は
、
直
近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と

な
つ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た
も
の 

前
項

中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ

る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き

は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月
額

（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ

の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度

と
す
る
。
）
を
異
動
等
の
日
（
再
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
直
近
の
採
用

に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）
に
お
け
る
勤

務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務

時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て

得
た
額
に
現
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て

得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。 

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
略
） 

附

則

（
施
行
期
日
） 

附

則
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１

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
特
地
手
当
の
基
礎
額
） 

２ 
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
第
三
条
第

二
項
各
号
に
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ
た
も
の
に

対
す
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
受
け
て

い
た
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る

給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ

の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
て
い
た
給
料
の
月

額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別

表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
に
百

分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す

る
。
）
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。 

（
略
） 

（
新
設
） 

３

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
第
三
条
第
三

項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
る
も
の
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
地
手
当

の
基
礎
額
は
、
同
条
第
三
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
準
じ
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

（
新
設
） 

（
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
準
ず
る
手
当
の
月
額
） 

４ 

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
条
例
第
十

三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
採
用
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た

日
に
お
い
て
当
該
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ
た
も
の
に
対
す
る
第
六
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
受
け
て
い
た
給
料

の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及

び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限

度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
に
百
分

（
新
設
） 
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の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に

掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
に
百
分
の
七
十

を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
同

日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。 

５

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
第
六
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
る
も
の
の
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
同
条
第
二

項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て
人
事
委
員

会
の
承
認
を
得
て
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す

る
。 

（
新
設
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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都
立
学
校
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
支
給
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
九
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
）

（
特
地
手
当
の
月
額
）

第
三
条

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
）

一
か
ら
三
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
） 

四

前
三
号
及
び
こ
の
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
職
員
が
、
地
方
公
務
員

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と

い
う
。
）
と
し
て
採
用
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
特
地

学
校
に
勤
務
し
て
い
る
場
合 

当
該
採
用
の
日

３

（
現
行
の
と
お
り
）

第
四
条
及
び
第
五
条 

（
現
行
の
と
お
り
）

（
準
ず
る
手
当
の
月
額
）

第
六
条

準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
特
地
学
校
に
勤
務
す
る

こ
と
と
な
つ
た
日
（
職
員
が
当
該
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
そ
の
日
前
一
年
以
内
に

在
勤
し
て
い
た
都
立
学
校
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
教
育
長
が
定
め
る

場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
日
前
の
教
育
長
が
定
め
る
日
。
以
下
「
異
動
等
の

日
」
と
い
う
。
）
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
り
、
か
つ
、
異
動
等

の
日
が
当
該
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
日
よ
り
前
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
採
用
の

日
以
後
初
め
て
特
地
学
校
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）
に
受
け
て
い
た
給
料

の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
職

給
料
表
㈡
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き

は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
別
表
第

三
の
上
欄
に
掲
げ
る
異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
た
期
間
の
区
分
に
対
応
す
る
同
表

の
下
欄
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

２

（
現
行
の
と
お
り
）

一

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
に
お
い
て

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た
も
の 

前
項
中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
略
） 

（
特
地
手
当
の
月
額
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
） 

一
か
ら
三
ま
で

（
略
） 

四

前
三
号
及
び
こ
の
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
職
員
が
、
地
方
公
務
員

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第

二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
と
し
て
採

用
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
特
地
学
校
に
勤
務
し
て
い

る
場
合

当
該
採
用
の
日

３

（
略
） 

第
四
条
及
び
第
五
条 

（
略
） 

（
準
ず
る
手
当
の
月
額
）

第
六
条

準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
特
地
学
校
に
勤
務
す
る

こ
と
と
な
つ
た
日
（
職
員
が
当
該
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
そ
の
日
前
一
年
以
内
に

在
勤
し
て
い
た
都
立
学
校
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
教
育
長
が
定
め
る

場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
日
前
の
教
育
長
が
定
め
る
日
。
以
下
「
異
動
等
の

日
」
と
い
う
。
）
（
再
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
直
近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当

該
学
校
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
そ
の
職

員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
職
給
料
表
㈡
の
職
務

の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度

と
す
る
。
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る

異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
た
期
間
の
区
分
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
支

給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

（
略
） 

一

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
（
再
任
用

職
員
に
あ
つ
て
は
、
直
近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
学
校
に
勤
務
す
る
こ
と
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員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
職
給
料
表
㈡
の
職

務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を

限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用

を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
職
給
料
表
㈡
の
職
務
の
級
に

対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す

る
。
）
を
異
動
等
の
日
に
お
け
る
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で

除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

二

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間

勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
た
も
の 

前
項
中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職

員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
職
給
料
表
㈡
の
職

務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を

限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用

を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
職
給
料
表
㈡
の
職
務
の
級
に

対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す

る
。
）
に
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者

の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

て
得
た
額
及
び
」
と
す
る
。 

三

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間

勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た
も
の 

前
項
中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を

受
け
て
い
た
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
職
給
料
表
㈡
の
職
務
の
級
に
対

応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す

る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て

い
た
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
職
給
料
表
㈡
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る

同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を

異
動
等
の
日
に
お
け
る
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得

た
数
で
除
し
て
得
た
額
に
現
に
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除

と
な
つ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た
も
の

前
項
中

「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
行
政
職
給
料
表
㈡
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超

え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の

月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
職

給
料
表
㈡
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き

は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
異
動
等
の
日
（
再
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、

直
近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
学
校
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）
に
お

け
る
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得

た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。 

二

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
（
再
任
用
職
員
に
あ
つ

て
は
、
直
近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
学
校
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）

に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
た
も
の

前
項
中

「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
行
政
職
給
料
表
㈡
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超

え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の

月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
職

給
料
表
㈡
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き

は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
に
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
」
と
す
る
。

三

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
異
動
等
の
日
（
再
任
用
職
員
に
あ
つ

て
は
、
直
近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
学
校
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）

に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た
も
の

前
項
中
「
給
料
の
月
額

（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
職
給
料

表
㈡
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、

そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職

員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
職
給
料
表
㈡
の
職

務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を

限
度
と
す
る
。
）
を
異
動
等
の
日
（
再
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
直
近
の
採
用

に
伴
い
最
初
に
当
該
学
校
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）
に
お
け
る
勤
務
時

間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
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し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。 

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
） 

附

則

（
施
行
期
日
）

１

（
現
行
の
と
お
り
）

（
経
過
措
置
）

２

（
現
行
の
と
お
り
）

（
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
特
地
手
当
の
基
礎
額
） 

３

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
第
三
条
第
二
項

各
号
に
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ
た
も
の
に
対
す
る
同

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
受
け
て
い
た
給
料
の
月

額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職

員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）

及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得

た
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の

職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と

き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

４

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
第
三
条
第
三
項
各

号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
る
も
の
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
地
手
当
の
基
礎
額

は
、
同
条
第
三
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額

と
す
る
。

（
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
準
ず
る
手
当
の
月
額
） 

５

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
条
例
第
十
三
条

の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
採
用
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
日
に
お
い

て
当
該
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ
た
も
の
に
対
す
る
第
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員

が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級

に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る

の
は
、
「
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
職

条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
に
現
に

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で

（
略
）

附

則

１

（
略
） 

２

（
略
） 

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）
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員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の

級
に
対
応
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額

を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。 

６

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
第
六
条
第
二
項
各

号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
る
も
の
の
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
同
条
第
二
項
及
び
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
）

（
新
設
）

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
支
給
規
程
（
平
成
十
六
年
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
第
二
号
）

新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
及
び
第
二
条

（
現
行
の
と
お
り
）

（
特
地
手
当
の
月
額
）

第
三
条

（
現
行
の
と
お
り
）

２

（
現
行
の
と
お
り
）

一
か
ら
三
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

四

前
三
号
及
び
こ
の
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
職
員
が
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
と
し
て
採
用
さ
れ
、

当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
特
地
公
署
に
勤
務
し
て
い
る
場
合

当
該
採

用
の
日

３

（
現
行
の
と
お
り
）

第
四
条
及
び
第
五
条

（
現
行
の
と
お
り
）

（
準
ず
る
手
当
の
月
額
）

第
六
条

準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
特
地
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な

っ
た
日
（
職
員
が
当
該
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
そ
の
日
前
一
年
以
内
に
在
勤
し
て
い
た
公
署

に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
日
前

の
委
員
会
が
定
め
る
日
。
以
下
「
異
動
等
の
日
」
と
い
う
。
）（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
で
あ
り
、
か
つ
、
異
動
等
の
日
が
当
該
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
日
よ
り
前
で
あ
る
場

合
は
、
当
該
採
用
の
日
以
後
初
め
て
特
地
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
）
に
受
け
て

い
た
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ

の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び

扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
た

期
間
の
区
分
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

（
現
行
の
と
お
り
）

一

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
異
動
等
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の

前
項
中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て

い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え

第
一
条
及
び
第
二
条

（
略
）

（
特
地
手
当
の
月
額
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

一
か
ら
三
ま
で

（
略
）

四

前
三
号
及
び
こ
の
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
職
員
が
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一

項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
と
し
て
採
用
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き

続
き
同
一
の
特
地
公
署
に
勤
務
し
て
い
る
場
合

当
該
採
用
の
日

３

（
略
）

第
四
条
及
び
第
五
条

（
略
）

（
準
ず
る
手
当
の
月
額
）

第
六
条

準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
特
地
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な

っ
た
日
（
職
員
が
当
該
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
そ
の
日
前
一
年
以
内
に
在
勤
し
て
い
た
公
署

に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
日
前

の
委
員
会
が
定
め
る
日
。
以
下
「
異
動
等
の
日
」
と
い
う
。
）（
再
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、

直
近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
）
に
受
け
て
い
た
給

料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員

の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
扶
養
手

当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
た
期
間
の

区
分
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

（
略
）

一

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
異
動
等
の
日
（
再
任
用
職
員
に
あ

っ
て
は
、
直
近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
）
に
お

い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の

前
項
中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
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る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職

員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に

対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
異
動
等
の
日
に
お
け
る

勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受

け
て
い
た
」
と
す
る
。

二

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
異
動
等
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
た
も
の

前
項
中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て

い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職

員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に

対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
」
と
す
る
。

三

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
異
動
等
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
で
あ
っ
た
も
の

前
項
中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第

二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ

の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受

け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を

超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
異
動
等
の
日
に
お
け
る
勤
務
時
間
条
例

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
に
現
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応

す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、「
給
料
の

月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の

職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
異
動
等
の

日
（
再
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
直
近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ

と
と
な
っ
た
日
）
に
お
け
る
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し

て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

二

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
異
動
等
の
日
（
再
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
直

近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
た
も
の

前
項
中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が

適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応

す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、「
給
料
の

月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の

職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
に
勤
務
時
間

条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
」
と
す
る
。

三

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
異
動
等
の
日
（
再
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
直

近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の

前
項
中
「
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け

て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超

え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、「
給
料
の
月
額
（
そ
の

職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級

に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
異
動
等
の
日
（
再
任

用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
直
近
の
採
用
に
伴
い
最
初
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ

た
日
）
に
お
け
る
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の

勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額

に
現
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同

日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。
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第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
八
月
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
特
地
手
当
の
基
礎
額
）

２

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ
て
、
第
三
条
第
二
項
各
号
に
定

め
る
日
に
お
い
て
当
該
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
た
も
の
に
対
す
る
同
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受

け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超

え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、「
受
け
て
い
た
給
料
の
月

額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ

る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

３

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
第
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ

る
職
員
で
あ
る
も
の
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
地
手
当
の
基
礎
額
は
、
同
条
第
三
項
及

び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
委

員
会
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

（
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
準
ず
る
手
当
の
月
額
）

４

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ
て
、
条
例
第
十
三
条
の
三
第
二

項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
採
用
に
伴
っ
て
住
居
を
移
転
し
た
日
に
お
い
て
当
該
職
員
以
外

の
職
員
で
あ
っ
た
も
の
に
対
す
る
第
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
同
項
中
「
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に

掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を

限
度
と
す
る
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ

て
得
た
額
（
そ
の
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
そ
の
職
員

の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額

を
限
度
と
す
る
。
）
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

５

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
第
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
職
員
で
あ
る
も
の
の
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
同
条
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
委
員
会
が
別
に
定
め
る
と
こ

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で

（
略
）

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
八
月
五
日
か
ら
適
用
す
る
。
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ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で

（
略
）
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特地勤務手当等支給規程（昭和６２年４月１日訓令甲第８号）新旧対照表

改正案 現 行

第１条及び第２条 （現行のとおり） 第１条及び第２条 （略）

 （特地手当の月額）  （特地手当の月額）

第３条 （現行のとおり） 第３条 （略）

２ （現行のとおり） ２ （略）

⑴から⑶まで （現行のとおり） ⑴から⑶まで （略）

⑷ 前３号及びこの号の規定の適用を受けている職員が、地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項の規

定により採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職

員」という。）として採用され、当該採用の日前から引き続き

同一の特地公署に勤務している場合 当該採用の日

⑷ 前３号及びこの号の規定の適用を受けている職員が、地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８

条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定によ

り採用された職員（以下「再任用職員」という。）として採用さ

れ、当該採用の日前から引き続き同一の特地公署に勤務している

場合 当該採用の日

３ （現行のとおり） ３ （略）

第４条及び第５条 （現行のとおり） 第４条及び第５条 （略）

（準ずる手当の月額） （準ずる手当の月額）
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第６条 準ずる手当の月額は、異動又は採用により特地公署に勤務

することとなつた日（職員が当該異動又は採用によりその日前１

年以内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合（警視総

監が定める場合に限る。）には、その日前の警視総監が定める

日。以下「異動等の日」という。）（定年前再任用短時間勤務職

員であり、かつ、異動等の日が当該職員として採用された日より

前である場合には、当該採用の日以降初めて特地公署に勤務する

こととなつた日）に受けていた給料の月額（その職員が適用を受

けていた別表第２に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応

する額を超えるときは、その額を限度とする。）及び扶養手当の

月額の合計額に、別表第３の左欄に掲げる異動等の日から起算し

た期間の区分に対応する同表の右欄に定める支給割合を乗じて得

た額とする。

第６条 準ずる手当の月額は、異動又は採用により特地公署に勤務す

ることとなつた日（職員が当該異動又は採用によりその日前１年以

内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合（警視総監が定

める場合に限る。）には、その日前の警視総監が定める日。以下

「異動等の日」という。）（再任用職員にあつては、直近の採用に

伴い最初に当該公署に勤務することとなつた日）に受けていた給料

の月額（その職員が適用を受けていた別表第２に掲げる給料表及び

その職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度と

する。）及び扶養手当の月額の合計額に、別表第３の左欄に掲げる

異動等の日から起算した期間の区分に対応する同表の右欄に定める

支給割合を乗じて得た額とする。

２ （現行のとおり） ２ （略）
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⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、異動等の日にお

いて育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「給料の月額

（その職員が適用を受けていた別表第２に掲げる給料表及びそ

の職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度

とする。）及び」とあるのは、「給料の月額（その職員が適用

を受けていた別表第２に掲げる給料表及びその職員の職務の級

に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。）を異動

等の日における勤務時間条例第２条第２項の規定により定めら

れたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し

て得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、異動等の日（再任

用職員にあつては、直近の採用に伴い最初に当該公署に勤務する

こととなつた日）において育児短時間勤務職員等であつたもの 

前項中「給料の月額（その職員が適用を受けていた別表第２に掲

げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるとき

は、その額を限度とする。）及び」とあるのは、「給料の月額

（その職員が適用を受けていた別表第２に掲げる給料表及びその

職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とす

る。）を異動等の日（再任用職員にあつては、直近の採用に伴い

最初に当該公署に勤務することとなつた日）における勤務時間条

例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同

日に受けていた」とする。

⑵ 育児短時間勤務職員等であつて、異動等の日において育児短

時間勤務職員等以外の職員であつたもの 前項中「給料の月額

（その職員が適用を受けていた別表第２に掲げる給料表及びそ

の職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限

度、とする。）及び」とあるのは、「給料の月額（その職員が

適用を受けていた別表第２に掲げる給料表及びその職員の職務

の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。）に

勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤

務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額及び」とする。

⑵ 育児短時間勤務職員等であつて、異動等の日（再任用職員にあ

つては、直近の採用に伴い最初に当該公署に勤務することとなつ

た日）において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 

前項中「給料の月額（その職員が適用を受けていた別表第２に掲

げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるとき

は、その額を限度とする。）及び」とあるのは、「給料の月額

（その職員が適用を受けていた別表第２に掲げる給料表及びその

職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とす

る。）に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額及び」とする。
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⑶ 育児短時間勤務職員等であつて、異動等の日において育児短

時間勤務職員等であつたもの 前項中「給料の月額（その職員

が適用を受けていた別表第２に掲げる給料表及びその職員の職

務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。）

及び」とあるのは、「給料の月額（その職員が適用を受けてい

た別表第２に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する

額を超えるときは、その額を限度とする。）を異動等の日にお

ける勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者

の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数で

除して得た額に現に勤務時間条例第２条第２項の規定により定

められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で

除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

⑶ 育児短時間勤務職員等であつて、異動等の日（再任用職員にあ

つては、直近の採用に伴い最初に当該公署に勤務することとなつ

た日）において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「給

料の月額（その職員が適用を受けていた別表第２に掲げる給料表

及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を

限度とする。）及び」とあるのは、「給料の月額（その職員が適

用を受けていた別表第２に掲げる給料表及びその職員の職務の級

に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。）を異動等

の日（再任用職員にあつては、直近の採用に伴い最初に当該公署

に勤務することとなつた日）における勤務時間条例第２条第２項

の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定す

る勤務時間で除して得た数で除して得た額に現に勤務時間条例第

２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に

受けていた」とする。

第７条から第９条まで （現行のとおり） 第７条から第９条まで （略）

附 則 附 則

 （施行期日）

１ この訓令は、昭和６２年４月１日から施行する。 この訓令は、昭和６２年４月１日から施行する。

（条例附則第１０項の規定の適用を受ける職員の特地手当の基礎 

額）
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２ 条例附則第１０項の規定の適用を受ける職員であつて、第３条

第２項各号に定める日において当該職員以外の職員であつたもの

に対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「給料

の月額（その職員が適用を受けていた別表第２に掲げる給料表及

びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限

度とする。）及び」とあるのは、「給料の月額に１００分の７０

を乗じて得た額（その職員が適用を受けていた別表第２に掲げる

給料表及びその職員の職務の級に対応する額に１００分の７０を

乗じて得た額を超えるときは、その額を限度とする。）及び同日

に受けていた」とする。

３ 条例附則第１０項の規定の適用を受ける職員のうち、第３条第

３項各号に掲げる職員であるものの同条第１項の特地手当の基礎

額は、同条第３項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定に

準じて人事委員会の承認を得て警視総監が別に定めるところによ

り算出した額とする。

（条例附則第１０項の規定の適用を受ける職員の準ずる手当の月

額）
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４ 条例附則第１０項の規定の適用を受ける職員であつて、条例第

１３条の３第２項に規定する異動又は採用に伴つて住居を移転し

た日において当該職員以外の職員であつたものに対する第６条第

１項の規定の適用については、当分の間、同項中「給料の月額

（その職員が適用を受けていた別表第２に掲げる給料表及びその

職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とす

る。）及び」とあるのは、「給料の月額に１００分の７０を乗じ

て得た額（その職員が適用を受けていた別表第２に掲げる給料表

及びその職員の職務の級に対応する額に１００分の７０を乗じて

得た額を超えるときは、その額を限度とする。）及び同日に受け

ていた」とする。

５ 条例附則第１０項の規定の適用を受ける職員のうち、第６条第

２項各号に掲げる職員であるものの準ずる手当の月額は、同条第

２項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委

員会の承認を得て警視総監が別に定めるところにより算出した額

とする。

別表第１から別表第３まで （現行のとおり） 別表第１から別表第３まで （略）
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職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
東
京
都
規
則
第
二
十
九
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案

現
行

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
）

（
均
衡
職
員
の
範
囲
等
） 

（
均
衡
職
員
の
範
囲
等
） 

第
五
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
五
条 

（
略
）

一

（
現
行
の
と
お
り
） 

イ

（
現
行
の
と
お
り
） 

ロ

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
こ
と
。 

一

（
略
） 

イ

（
略
） 

ロ

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第

一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
こ
と
。

二
か
ら
八
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

二
か
ら
八
ま
で 

（
略
） 

第
六
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
六
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
）
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学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
均
衡
職
員
の
範
囲
等
） 

第
五
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一

（
現
行
の
と
お
り
） 

イ

（
現
行
の
と
お
り
） 

ロ

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
こ
と
。 

 

二
か
ら
八
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
六
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
） 

（
均
衡
職
員
の
範
囲
等
） 

第
五
条 

（
略
） 

一

（
略
） 

イ

（
略
） 

ロ

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第

一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
こ
と
。 

 

二
か
ら
八
ま
で 

（
略
） 

第
六
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
規
則
第
二
十
八
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
三
条
の
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
三
条
の
三
ま
で 

（
略
） 

（
成
績
率
） 

（
成
績
率
） 

第
三
条
の
四 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
の
四 

（
略
） 

一 

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
局
長
級
職
員
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の

者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
二
百
四
十
以
上
一
万
分

の
一
万
二
千
五
百
九
十
九
以
下
の
範
囲
内
で
知
事
が
人
事
委
員
会
の
承
認

を
得
て
定
め
る
割
合 

一 

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
局
長
級
職
員
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項

又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ

れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者 

職
員
の
勤

務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
二
百
四
十
以
上
一
万
分
の
一
万
二
千
五

百
九
十
九
以
下
の
範
囲
内
で
知
事
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る

割
合 

二 

期
末
手
当
規
則
第
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
行
㈠
五
級
等
職
員

（
以
下
「
行
㈠
五
級
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上

一
万
分
の
一
万
九
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

二 

期
末
手
当
規
則
第
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
行
㈠
五
級
等
職
員

（
以
下
「
行
㈠
五
級
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の

者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上
一
万
分
の
一
万
九
千

五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
定
め
る
割
合 

三 

期
末
手
当
規
則
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
行
㈠
四
級
等
職
員

（
以
下
「
行
㈠
四
級
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上

一
万
分
の
二
万
一
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

三 

期
末
手
当
規
則
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
行
㈠
四
級
等
職
員

（
以
下
「
行
㈠
四
級
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の

者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上
一
万
分
の
二
万
一
千

五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
定
め
る
割
合 

四 

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員

の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績

四 

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員

の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
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に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
百
二
十
二
・
五
以
上
一
万
分
の
一
万
五
千
五
百

以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定

め
る
割
合 

九
千
百
二
十
二
・
五
以
上
一
万
分
の
一
万
五
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ

れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

五 
前
四
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
二
百
二

十
五
以
上
一
万
分
の
一
万
四
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権

者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

五 

前
四
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
二
百
二
十
五
以
上
一
万
分
の

一
万
四
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の

承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

六

局
長
級
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
者 

職

員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
四
千
八
百
四
十
以
上
一
万
分
の
六
千

五
百
九
十
九
以
下
の
範
囲
内
で
知
事
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め

る
割
合 

六 

局
長
級
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ

り
、
一
万
分
の
四
千
八
百
四
十
以
上
一
万
分
の
六
千
五
百
九
十
九
以
下
の

範
囲
内
で
知
事
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

七 

行
㈠
五
級
等
職
員
及
び
行
㈠
四
級
等
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
五
千
三

百
四
十
以
上
一
万
分
の
一
万
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人

事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

七

行
㈠
五
級
等
職
員
及
び
行
㈠
四
級
等
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る

者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
五
千
三
百
四
十
以
上
一
万
分

の
一
万
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を

得
て
定
め
る
割
合 

八

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員

の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤
務
成
績

に
よ
り
、
一
万
分
の
四
千
四
百
五
十
以
上
一
万
分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内

で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

八

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員

の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の

四
千
四
百
五
十
以
上
一
万
分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権

者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

九 

（
現
行
の
と
お
り
） 

九 

（
略
） 

２
か
ら
６
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 
２
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
三
条
の
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
成
績
率
） 

第
三
条
の
四 
（
現
行
の
と
お
り
） 

一

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
表
に
規
定
す
る
教
育
五
級
等
職
員
（
以
下
「
教
育
五
級

等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者 

職
員

の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上
一
万
分
の
二
万
一
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で

教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

二

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員
の
う
ち
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千

百
二
十
二
・
五
以
上
一
万
分
の
一
万
五
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外

の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
二
百
二
十
五
以
上
一
万
分
の
一
万

四
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

四 

教
育
五
級
等
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤

務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
五
千
三
百
四
十
以
上
一
万
分
の
一
万
以
下
の
範
囲
内
で
教

育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

五

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員
の
う
ち
定
年

第
一
条
か
ら
第
三
条
の
三
ま
で 

（
略
） 

（
成
績
率
） 

第
三
条
の
四 

（
略
） 

一

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
表
に
規
定
す
る
教
育
五
級
等
職
員
（
以
下
「
教
育
五
級

等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一

項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万

分
の
〇
以
上
一
万
分
の
二
万
一
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会

の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

二

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員
の
う
ち
再
任

用
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
百
二
十
二
・
五
以
上

一
万
分
の
一
万
五
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
定
め
る
割
合 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務

成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
二
百
二
十
五
以
上
一
万
分
の
一
万
四
千
五
百
以
下
の
範

囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

四 

教
育
五
級
等
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一

万
分
の
五
千
三
百
四
十
以
上
一
万
分
の
一
万
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委

員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

五

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員
の
う
ち
再
任
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前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
四
千

四
百
五
十
以
上
一
万
分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認

を
得
て
定
め
る
割
合 

 

六 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
６
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

用
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
四
千
四
百
五
十
以
上
一
万

分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

  

六 

（
略
） 

２
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
東
京
都
規
則
第
四
百
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
二
条
第
二
項
第
一
号
及

び
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
に
定

め
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
定
め
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額

に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満

の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）」
と
す
る
。

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
新
設
） 
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学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
十
六
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

附

則 

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

条
例
付
則
第
九
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
二
条
第
二
項
第
一
号
及

び
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
に
定

め
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
定
め
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額

に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満

の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
） 

附

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
新
設
） 
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学
校
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 
 

改 

正 

案 

現 
 

行 
第
一
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
略
） 

 
 
 

付 
則 

 
 
 

付 

則 

１ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

１ 

（
略
） 

２ 

条
例
付
則
第
九
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
中
「
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
別
表
第
一
」
と
、
「
別

表
第
二
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
別
表
第
二
」
と
す
る
。 

２ 

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
三
十
日
以
前
の
結
核
性

疾
患
に
よ
る
休
養
期
間
は
、
休
職
の
期
間
に
含
む
も
の
と
す
る
。 

（
削
除
） 

３ 

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
か
か
る
こ
の
手

当
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
こ
の
規
則
施
行
日
以
降
の
日
に
支
給

す
る
も
の
と
す
る
。 

          

付
則
別
表
第
１
（
付
則
第
２
項
関
係
） 

（
新
設
） 
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付
則
別
表
第
２
（
付
則
第
２
項
関
係
） 

　
　
　
付
則
別
表
第
２
（
付
則
第
２
項
関
係
）

円

4
,
1
0
0

（
２
）

(
１
)
の
期
間
の
満
了
す
る
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
の
３

月
3
1
日
ま
で
の
期
間

3
,
8
0
0

（
３
）

(
２
)
の
期
間
の
満
了
す
る
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
の
３

月
3
1
日
ま
で
の
期
間

2
,
7
0
0

（
４
）

(
３
)
の
期
間
の
満
了
す
る
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
の
３

月
3
1
日
ま
で
の
期
間

1
,
7
0
0

（
５
）

(
４
)
の
期
間
の
満
了
す
る
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
の
３

月
3
1
日
ま
で
の
期
間

6
0
0

第
３
条
第
４
号
の
職
員
及

び
第
４
条
第
４
号
の
職
員

（
１
）

採
用
の
日
又
は
第
４
条
第
４
号
の
職
員
と
な
つ
た
日

か
ら
そ
の
者
の
学
校
等
卒
業
の
日
又
は
修
業
年
限
の

経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
３
月
3
1
日
ま
で

の
期
間

職
務
の
区
分

期
間
の
区
分

 

        

（
新
設
） 
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義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
） 

第
四
条 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応

じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一

号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
学
校
職
員
の
勤

務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
四
十
五
号
。
以
下

「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の

勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
同
法

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
そ
の

額
に
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と

し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す

る
。 

一 

条
例
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
前
条
に
規
定
す
る
職
員
（
次

号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
） 

そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
そ
の

者
の
受
け
る
号
給
（
そ
の
者
が
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
応
す
る
別
表
に
掲
げ
る
額 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
略
） 

（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
） 

第
四
条 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応

じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一

号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て

は
そ
の
額
に
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京

都
条
例
第
四
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て

得
た
数
を
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤

務
を
し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を

含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ

れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。 

一 

条
例
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
前
条
に
規
定
す
る
職
員
（
次

号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
） 

そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
そ
の

者
の
受
け
る
号
給
（
そ
の
者
が
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八

条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
属
す
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二
及
び
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
五
条
及
び
第
六
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 
 
 

附 
則 

１
及
び
２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

条
例
付
則
第
九
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
各
号
中
「
別
表
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
に
掲

げ
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
」
と
す
る
。 

            

る
職
務
の
級
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
応
す
る
別
表
に
掲
げ
る
額 

 

二
及
び
三 

（
略
） 

第
五
条
及
び
第
六
条 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 

１
及
び
２ 

（
略
） 

（
新
設
） 
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別表

教育職給料表の適用を受ける者（第４条関係） 教育職給料表の適用を受ける者（第４条関係）

１  級 ２  級 ３  級 ４  級 ５  級 ６  級

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員

定年前
再任用
短時間
勤務職
員

職員の
区分

(現行のとおり） (現行のとおり） (現行のとおり） (現行のとおり） (現行のとおり） (現行のとおり） (現行のとおり）

(現行のとおり） (現行のとおり） (現行のとおり） (現行のとおり） (現行のとおり） (現行のとおり）

号給

職務の級
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教
職
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
教
職
調
整
額
の
端
数

計
算
） 

第
四
条 

地
方
公
務
員
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
二
条
の
四
第
一 

項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
及
び
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関 

す
る
法
律(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同 

条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員(

同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ 

る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含
む
。)
に
つ
い
て
、
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す 

る
教
職
調
整
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と 

す
る
。 

第
五
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

附

則 

１
か
ら
３
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下 

「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
付
則
第
九
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
教
職
調
整
額 

の
計
算
の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
と
す
る
。 

５

給
与
条
例
付
則
第
十
二
項
、
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ 

れ
る
職
員
の
教
職
調
整
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
給 

料
月
額
と
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
と
す
る
。 

第
一
条
及
び
第
三
条
ま
で 

（
略
） 

（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
教
職
調
整
額
の
端
数
計
算
） 

第
四
条 

地
方
公
務
員
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
の
五
第
一 

項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
及
び
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関 

す
る
法
律(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
同 

条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員(

同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ 

る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
含
む
。)

に
つ
い
て
、
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す 

る
教
職
調
整
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と 

す
る
。 

第
五
条 

（
略
） 

附

則 

１
か
ら
３
ま
で 

（
略
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 
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産
業
教
育
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
八
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
八
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

付

則 

１
及
び
２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３

条
例
付
則
第
九
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
産
業
教
育
手
当
の
計
算
の
基
礎
と

な
る
給
料
月
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
と
す
る
。 

４

条
例
付
則
第
十
二
項
、
第
十
四
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る

職
員
の
産
業
教
育
手
当
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料

月
額
と
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
と
す
る
。 

別
表 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
八
条
ま
で 

（
略
） 

付

則 

１
及
び
２ 

（
略
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

別
表 

（
略
） 
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定
時
制
通
信
教
育
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

改 

正 

案 

現 
 

行 
第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 
 
 

付 
則 

１
及
び
２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

条
例
付
則
第
九
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
計
算
の

基
礎
と
な
る
給
料
月
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
と
す
る
。 

４ 

条
例
付
則
第
十
二
項
、
第
十
四
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る

職
員
の
定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
給
料
月
額
と
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
と
す
る
。 

別
表 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
及
び
第
六
条
ま
で 

（
略
） 

 
 
 

付 

則 

第
一
項
及
び
第
二
項 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

  

別
表 

（
略
） 
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東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
一
号
）

新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条

（
現
行
の
と
お
り
）

（
手
当
の
支
給
範
囲
及
び
支
給
額
）

第
二
条

条
例
第
三
条
か
ら
第
四
十
三
条
の
六
ま
で
に
規
定
す
る
手
当
の
支
給
範
囲
及
び
支

給
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
条

（
現
行
の
と
お
り
）

（
支
給
方
法
）

第
四
条

（
現
行
の
と
お
り
）

一
か
ら
五
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

（
削
除
）

（
削
除
）

六

特
定
看
護
分
野
従
事
手
当

（
削
除
）

（
削
除
）

２

（
現
行
の
と
お
り
）

一
及
び
二

（
現
行
の
と
お
り
）

三

防
疫
等
業
務
手
当
の
⑴
及
び
⑶

（
削
除
）

四
か
ら
九
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

（
削
除
）

３

（
現
行
の
と
お
り
）

第
五
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
（
略
）

（
手
当
の
支
給
範
囲
及
び
支
給
額
）

第
二
条

条
例
第
三
条
か
ら
第
四
十
三
条
の
八
ま
で
に
規
定
す
る
手
当
の
支
給
範
囲
及
び
支

給
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
条

（
略
）

（
支
給
方
法
）

第
四
条

（
略
）

一
か
ら
五
ま
で

（
略
）

六

産
科
医
業
務
手
当

七

救
急
医
療
業
務
手
当

八

特
定
看
護
分
野
従
事
手
当

九

分
べ
ん
介
助
業
務
手
当

十

新
生
児
担
当
医
業
務
手
当

２

（
略
）

一
及
び
二

（
略
）

三

防
疫
等
業
務
手
当
の
⑴
及
び
⑸

四

精
神
神
経
疾
患
診
療
等
業
務
手
当
の
⑺

五
か
ら
十
ま
で

（
略
）

十
一

分
べ
ん
介
助
業
務
手
当

３

（
略
）

第
五
条

（
略
）

附

則

附

則

１

（
現
行
の
と
お
り
）

（
防
疫
等
業
務
手
当
に
関
す
る
措
置
）

２

（
現
行
の
と
お
り
）

一

福
祉
保
健
局
に
所
属
す
る
医
師
、
看
護
師
（
准
看
護
師
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
職
員

（
総
務
局
長
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。
）
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
改
正
後

の
条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
。
以
下
同

１

（
略
）

（
防
疫
等
業
務
手
当
に
関
す
る
措
置
）

２

（
略
）

一

福
祉
保
健
局
又
は
病
院
経
営
本
部
に
所
属
す
る
医
師
、
看
護
師
（
准
看
護
師
を
含

む
。）
そ
の
他
の
職
員
（
総
務
局
長
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。
）
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
（
改
正
後
の
条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
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じ
。）
に
係
る
患
者
の
検
体
採
取
、
移
送
そ
の
他
の
業
務
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体
そ

の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
総
務
局
長
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。）
に
接
触
す
る
業
務

に
従
事
し
た
と
き
。

日
額
又
は
一
勤
務

五
千
円

二

（
現
行
の
と
お
り
）

三

福
祉
保
健
局
に
所
属
す
る
歯
科
医
師
、
臨
床
検
査
技
師
又
は
救
急
救
命
士
が
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
を
行
う
業
務
で
あ
っ
て
総
務
局
長
が
指
定

す
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
。

日
額

三
千
円

３
か
ら
５
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
係
る
患
者
の
治
療
、
看
護
そ
の
他
の
業
務
又
は
当
該
感
染

症
の
病
原
体
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
総
務
局
長
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。）
に

接
触
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

日
額
又
は
一
勤
務

五
千
円

二

（
略
）

三

福
祉
保
健
局
又
は
病
院
経
営
本
部
に
所
属
す
る
歯
科
医
師
、
臨
床
検
査
技
師
又
は
救

急
救
命
士
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
を
行
う
業
務
で
あ
っ

て
総
務
局
長
が
指
定
す
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
。

日
額

三
千
円

３
か
ら
５
ま
で

（
略
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

手
当

番
号

種

類

支

給

範

囲

手

当

額

摘

要

１

死
体
取
扱

・
解
剖
等

業
務
手
当

⑴
か
ら
⑷
ま
で

（
現
行
の
と

お
り
）

⑸

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
又

は
府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
に
所

属
す
る
医
師
が
、
主
任
若
し

く
は
補
助
介
補
医
と
し
て
死

体
解
剖
業
務
に
従
事
し
た
と

き
、
又
は
医
師
以
外
の
職
員

が
、
死
体
解
剖
の
補
助
介
補

業
務
若
し
く
は
解
剖
に
伴
う

死
体
処
置
作
業
に
従
事
し
た

と
き
。

⑹

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
又

は
府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
に
勤

務
す
る
職
員
が
、
死
体
の
取

扱
い
に
従
事
し
た
と
き
。

（
現
行
の

と
お
り
）

（
現
行
の

と
お
り
）

（
現
行
の

と
お
り
）

（
現
行
の

と
お
り
）

２

（
現
行
の

と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の

と
お
り
）

（
現
行
の

と
お
り
）

３

防
疫
等
業

務
手
当

⑴

保
健
所
、
健
康
安
全
研
究

セ
ン
タ
ー
又
は
福
祉
保
健
局

（
現
行
の

と
お
り
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

手
当

番
号

種

類

支

給

範

囲

手

当

額

摘

要

１

死
体
取
扱

・
解
剖
等

業
務
手
当

⑴
か
ら
⑷
ま
で

（
略
）

⑸

福
祉
保
健
局
又
は
病
院
経

営
本
部
に
所
属
す
る
医
師

（
監
察
医
務
院
に
所
属
す
る

医
師
を
除
く
。
）
が
、
主
任

若
し
く
は
補
助
介
補
医
と
し

て
死
体
解
剖
業
務
に
従
事
し

た
と
き
、
又
は
医
師
以
外
の

職
員
が
、
死
体
解
剖
の
補
助

介
補
業
務
若
し
く
は
解
剖
に

伴
う
死
体
処
置
作
業
に
従
事

し
た
と
き
。

⑹

都
立
病
院
又
は
こ
れ
に
準

ず
る
医
療
施
設
若
し
く
は
入

所
施
設
に
勤
務
す
る
職
員

が
、
死
体
の
取
扱
い
に
従
事

し
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

３

防
疫
等
業

務
手
当

⑴

都
立
病
院
、
保
健
所
、
健

康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
又
は

（
略
）
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感
染
症
対
策
部
に
所
属
す
る

職
員
（
総
務
局
長
が
指
定
す

る
者
に
限
る
。
）
が
、
次
に

掲
げ
る
疾
病
に
係
る
患
者
の

検
体
採
取
、
移
送
そ
の
他
の

業
務
又
は
感
染
症
病
原
体
そ

の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

（
総
務
局
長
が
指
定
す
る
も

の
に
限
る
。）
に
接
触
す
る

業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

 

ア
及
び
イ 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
削
除
） 

      

（
削
除
） 

         

⑵
及
び
⑶ 

（
現
行
の
と
お

り
） 

 

           

（
現
行
の

と
お
り
） 

（
削
除
） 

      
（
削
除
） 

         

（
現
行
の

と
お
り
） 

４ 

精
神
神
経

疾
患
診
療

等
業
務
手

（
削
除
） 

  

（
削
除
） 

  

 

福
祉
保
健
局
感
染
症
対
策
部

に
所
属
す
る
職
員
（
総
務
局

長
が
指
定
す
る
者
に
限

る
。）
が
、
次
に
掲
げ
る
疾

病
に
係
る
患
者
の
治
療
、
看

護
そ
の
他
の
業
務
又
は
感
染

症
病
原
体
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
（
総
務
局
長
が
指

定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

接
触
す
る
業
務
に
従
事
し
た

と
き
。 

ア
及
び
イ 

（
略
） 

 ⑵ 

都
立
病
院
に
所
属
す
る
職

員
の
う
ち
、
常
時
、
結
核
患

者
の
受
付
、
物
品
の
直
接
授

受
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す

る
業
務
又
は
監
督
指
導
業
務

に
従
事
す
る
も
の
が
、
当
該

業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

⑶ 

都
立
病
院
に
所
属
す
る
医

師
、
看
護
師
（
准
看
護
師
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）、
臨
床

検
査
技
師
又
は
臨
床
工
学
技

士
が
、
本
務
と
し
て
総
務
局

長
が
定
め
る
疾
病
に
係
る
患

者
の
血
液
透
析
若
し
く
は
そ

の
補
助
又
は
血
液
透
析
用
機

器
の
消
毒
若
し
く
は
洗
浄
の

業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

⑷
及
び
⑸ 

（
略
） 

           

（
略
） 

 

日
額 

二

百
十
円 

     

日
額 

二

百
十
円 

        

（
略
） 

 

４ 
精
神
神
経

疾
患
診
療

等
業
務
手

⑴ 

松
沢
病
院
の
閉
鎖
病
棟
に

勤
務
す
る
職
員
が
、
患
者
の

看
護
業
務
に
従
事
し
た
と

日
額 

四

百
円 
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当

⑴
及
び
⑵

（
現
行
の
と
お

り
）

⑶

⑵
に
規
定
す
る
職
員
が
、

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
第
二
十

七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
精
神
障
害
者
又
は
そ
の

疑
い
の
あ
る
者
の
居
住
す
る

場
所
に
立
ち
入
っ
た
と
き
。

⑷

⑵
に
規
定
す
る
職
員
が
、

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
第
二
十

九
条
の
規
定
に
基
づ
く
入
院

措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
と

き
。

⑸

⑵
に
規
定
す
る
職
員
が
、

⑵
又
は
⑶
に
規
定
す
る
業
務

に
引
き
続
き
、
⑷
に
規
定
す

る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

（
削
除
）

（
現
行
の

と
お
り
）

（
現
行
の

と
お
り
）

（
現
行
の

と
お
り
）

（
現
行
の

と
お
り
）

（
削
除
）

５

（
現
行
の

と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の

と
お
り
）

６

放
射
線
・

有
害
物
等

取
扱
業
務

手
当

⑴

保
健
所
そ
の
他
医
療
関
係

の
機
関
に
お
い
て
、
エ
ッ
ク

ス
線
操
作
に
従
事
す
る
診
療

放
射
線
技
師
又
は
そ
の
助
手

が
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た

と
き
。

（
削
除
）

（
現
行
の

と
お
り
）

当

き
。

⑵
及
び
⑶

（
略
）

⑷

⑶
に
規
定
す
る
職
員
が
、

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
第
二
十

七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
精
神
障
害
者
又
は
そ
の

疑
い
の
あ
る
者
の
居
住
す
る

場
所
に
立
ち
入
っ
た
と
き
。

⑸

⑶
に
規
定
す
る
職
員
が
、

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
第
二
十

九
条
の
規
定
に
基
づ
く
入
院

措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
と

き
。

⑹

⑶
に
規
定
す
る
職
員
が
、

⑶
又
は
⑷
に
規
定
す
る
業
務

に
引
き
続
き
、
⑸
に
規
定
す

る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

⑺

墨
東
病
院
、
多
摩
総
合
医

療
セ
ン
タ
ー
又
は
松
沢
病
院

の
精
神
科
等
に
勤
務
す
る
医

師
又
は
看
護
師
が
、
精
神
科

夜
間
休
日
救
急
診
療
の
業
務

に
従
事
し
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

日
額

五

百
円

５

（
略
）

（
略
）

（
略
）

６

放
射
線
・

有
害
物
等

取
扱
業
務

手
当

⑴

次
に
掲
げ
る
職
員
が
、
次

に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た

と
き
。

ア

都
立
病
院
の
診
療
放
射

（
略
）
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（
削
除
）

⑵

保
健
所
そ
の
他
医
療
関
係

の
機
関
に
勤
務
す
る
医
師
、

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

（
准
看
護
師
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
若
し
く
は
臨
床
工

学
技
士
又
は
健
康
安
全
研
究

セ
ン
タ
ー
に
所
属
す
る
職
員

が
、
診
療
又
は
当
該
業
務
の

た
め
、
エ
ッ
ク
ス
線
操
作
又

は
ラ
ジ
ウ
ム
、
コ
バ
ル
ト
そ

の
他
の
放
射
性
同
位
元
素
の

取
扱
い
業
務
に
従
事
し
た
と

き
。

（
現
行
の

と
お
り
）

線
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相

当
す
る
科
又
は
駒
込
病
院

内
視
鏡
科
に
勤
務
し
、
エ

ッ
ク
ス
線
操
作
に
従
事
す

る
者
（
医
師
、
看
護
師
又

は
医
療
技
術
の
職
務
に
従

事
す
る
者
（
総
務
局
長
が

指
定
す
る
者
に
限
る
。
）

に
限
る
。）
が
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
業
務
に
従
事
し
た

と
き
。

イ

都
立
病
院
、
保
健
所
そ

の
他
医
療
関
係
の
機
関
に

お
い
て
、
エ
ッ
ク
ス
線
操

作
に
従
事
す
る
診
療
放
射

線
技
師
、
診
療
エ
ッ
ク
ス

線
技
師
又
は
そ
の
助
手

（
ア
に
規
定
す
る
者
を
除

く
。）
が
、
当
該
業
務
に

従
事
し
た
と
き
。

⑵

都
立
病
院
、
保
健
所
そ
の

他
医
療
関
係
の
機
関
（
⑴
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）

に
勤
務
す
る
医
師
、
保
健

師
、
助
産
師
、
看
護
師
若
し

く
は
臨
床
工
学
技
士
若
し
く

は
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー

に
所
属
す
る
職
員
が
、
診
療

若
し
く
は
当
該
業
務
の
た

め
、
エ
ッ
ク
ス
線
操
作
若
し

く
は
ラ
ジ
ウ
ム
、
コ
バ
ル
ト

そ
の
他
の
放
射
性
同
位
元
素

の
取
扱
い
業
務
に
従
事
し
た

と
き
又
は
駒
込
病
院
に
所
属

す
る
看
護
師
若
し
く
は
一
般

（
略
）
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⑶
及
び
⑷

（
現
行
の
と
お

り
）

（
現
行
の

と
お
り
）

７
か

ら
10

ま
で

（
現
行
の

と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の
と

お
り
）

（
現
行
の
と

お
り
）

11

交
替
制
勤

務
者
等
業

務
手
当

⑴

（
現
行
の
と
お
り
）

⑵

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
又

は
府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
の
病

棟
そ
の
他
の
棟
に
勤
務
す
る

看
護
師
、
助
産
師
、
保
健
師

そ
の
他
総
務
局
長
が
指
定
す

る
職
員
が
、
正
規
の
勤
務
時

間
に
よ
る
勤
務
の
全
部
又
は

一
部
が
深
夜
に
お
い
て
行
わ

れ
る
看
護
若
し
く
は
こ
れ
に

準
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
と

き
。

ア
か
ら
ウ
ま
で

（
現
行
の

と
お
り
）

（
削
除
）

（
現
行
の
と

お
り
）

（
現
行
の
と

お
り
）

（
現
行
の
と

お
り
）

技
能
職
員
（
看
護
の
助
手
に

当
た
る
者
に
限
る
。）
が
、

放
射
線
治
療
病
室
そ
の
他
の

場
所
に
お
い
て
、
患
者
の
看

護
若
し
く
は
術
処
理
補
助
業

務
若
し
く
は
汚
染
物
の
処
理

業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

⑶
及
び
⑷

（
略
）

（
略
）

７
か

ら
10

ま
で

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

11

交
替
制
勤

務
者
等
業

務
手
当

⑴

（
略
）

⑵

都
立
病
院
、
北
療
育
医
療

セ
ン
タ
ー
又
は
府
中
療
育
セ

ン
タ
ー
の
病
棟
そ
の
他
の
棟

に
勤
務
す
る
看
護
師
、
助
産

師
、
保
健
師
そ
の
他
総
務
局

長
が
指
定
す
る
職
員
が
、
正

規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務

の
全
部
又
は
一
部
が
深
夜
に

お
い
て
行
わ
れ
る
看
護
若
し

く
は
こ
れ
に
準
ず
る
業
務
に

従
事
し
た
と
き
。

ア
か
ら
ウ
ま
で

（
略
）

⑶

都
立
病
院
に
所
属
す
る
職

員
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も

の
が
、
手
術
、
診
療
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
業
務
の
た
め

に
、
夜
間
（
午
後
八
時
か
ら

翌
日
の
午
前
六
時
ま
で
の
間

を
い
う
。
16
の
項
を
除

き
、
以
下
同
じ
。）
に
緊
急

（
略
）

（
略
）

（
略
）

　132　



12
及

び
13

（
現
行
の

と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の
と

お
り
）

（
現
行
の
と

お
り
）

14

指
導
医
業

務
手
当

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
又
は

府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
に
所
属
す

る
医
師
（
総
務
局
長
が
指
定
す

る
者
に
限
る
。
）
が
、
東
京
医

師
ア
カ
デ
ミ
ー
の
研
修
計
画
に

基
づ
く
研
修
医
の
専
門
臨
床
研

修
指
導
業
務
に
従
事
し
た
と

き
。

（
現
行
の

と
お
り
）

（
削

除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

登
院
し
た
と
き
。

ア

医
師
（
医
療
職
給
料
表

(

一)

二
級
以
上
の
職
に
あ

る
者
又
は
特
定
任
期
付
職

員
に
限
る
。） 

イ

医
師
（
ア
に
規
定
す
る

者
を
除
く
。） 

ウ

看
護
師
、
診
療
放
射
線

技
師
そ
の
他
総
務
局
長
が

指
定
す
る
職
員

一
回

一
万

円一
回

三
千

円一
回

千
六

百
四
十
円

12
及

び
13

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

14

指
導
医
業

務
手
当

都
立
病
院
、
北
療
育
医
療
セ

ン
タ
ー
又
は
府
中
療
育
セ
ン
タ

ー
に
所
属
す
る
医
師
（
総
務
局

長
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。）

が
、
東
京
医
師
ア
カ
デ
ミ
ー
の

研
修
計
画
に
基
づ
く
研
修
医
の

専
門
臨
床
研
修
指
導
業
務
に
従

事
し
た
と
き
。

（
略
）

15

産
科
医
業

務
手
当

⑴

広
尾
病
院
、
大
塚
病
院
、

墨
東
病
院
又
は
多
摩
総
合
医

療
セ
ン
タ
ー
の
産
婦
人
科
に

所
属
す
る
医
師
（
産
科
の
業

務
を
担
当
す
る
者
に
限

る
。）
が
、
分
べ
ん
に
係
る

業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

⑵

大
塚
病
院
、
墨
東
病
院
又

は
多
摩
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

の
産
婦
人
科
に
所
属
す
る
医

師
（
産
科
の
業
務
を
担
当
す

る
者
に
限
る
。
）
が
、
緊
急

に
搬
送
さ
れ
た
妊
産
婦
の
診

療
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

一
回

一

万
円

一
回

一

万
五
千
円

⑵
に
規

定
す
る
場

合
の
う

ち
、
総
務

局
長
が
指

定
す
る
も

の
に
あ
っ

て
は
、
五

千
円
を
加

算
す
る
。
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（
削

除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

15

特
定
看
護

分
野
従
事

手
当

⑴

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
又

は
府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
に
所

属
す
る
看
護
師
が
、
医
療
安

全
対
策
、
感
染
管
理
そ
の
他

特
定
の
看
護
分
野
（
以
下

「
特
定
の
看
護
分
野
」
と
い

う
。）
に
係
る
業
務
の
う

ち
、
医
療
安
全
管
理
者
、
感

染
管
理
担
当
そ
の
他
の
業
務

（
総
務
局
長
が
定
め
る
も
の

に
限
る
。）
に
専
ら
従
事
し

た
と
き
。

⑵

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
又

は
府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
の
病

棟
等
に
勤
務
す
る
看
護
師

が
、
特
定
の
看
護
分
野
に
係

る
業
務
の
う
ち
、
院
内
感
染

防
止
対
策
の
推
進
そ
の
他
の

業
務
（
総
務
局
長
が
定
め
る

（
現
行
の

と
お
り
）

（
現
行
の

と
お
り
）

16

救
急
医
療

業
務
手
当

都
立
病
院
に
所
属
す
る
医
師

（
夜
間
（
午
後
五
時
四
十
五
分

か
ら
翌
日
の
午
前
八
時
三
十
分

ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
又
は
休
日
（
夜
間
に
当

た
る
時
間
を
除
く
。
以
下
同

じ
。）
に
、
正
規
の
勤
務
時
間

に
よ
る
勤
務
又
は
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年

東
京
都
規
則
第
五
十
五
号
）
第

六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
宿
日
直
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た

者
に
限
る
。）
が
、
夜
間
又
は

休
日
に
救
急
医
療
に
係
る
業
務

に
従
事
し
た
と
き
。

一
勤
務

二
万
円

17

特
定
看
護

分
野
従
事

手
当

⑴

都
立
病
院
そ
の
他
の
医
療

機
関
に
所
属
す
る
看
護
師

が
、
医
療
安
全
対
策
、
感
染

管
理
そ
の
他
特
定
の
看
護
分

野
（
以
下
「
特
定
の
看
護
分

野
」
と
い
う
。
）
に
係
る
業

務
の
う
ち
、
医
療
安
全
管
理

者
、
感
染
管
理
担
当
そ
の
他

の
業
務
（
総
務
局
長
が
定
め

る
も
の
に
限
る
。）
に
専
ら

従
事
し
た
と
き
。

⑵

都
立
病
院
そ
の
他
の
医
療

機
関
の
病
棟
等
に
勤
務
す
る

看
護
師
が
、
特
定
の
看
護
分

野
に
係
る
業
務
の
う
ち
、
院

内
感
染
防
止
対
策
の
推
進
そ

の
他
の
業
務
（
総
務
局
長
が

定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に

（
略
）

（
略
）
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も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
し

た
と
き
（
⑴
に
規
定
す
る
場

合
を
除
く
。
）。 

（
削

除
）

（
削
除
）

削
除
）

（
削
除
）

（
削

除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

従
事
し
た
と
き
（
⑴
に
規
定

す
る
場
合
を
除
く
。
）。 

18

分
べ
ん
介

助
業
務
手

当

都
立
病
院
に
所
属
す
る
助
産

師
が
、
分
べ
ん
室
に
お
い
て
分

べ
ん
の
介
助
業
務
に
従
事
し
た

と
き
。

一
回

三

千
円

19

新
生
児
担

当
医
業
務

手
当

大
塚
病
院
の
小
児
科
に
所
属

す
る
医
師
（
新
生
児
に
係
る
業

務
を
担
当
す
る
者
に
限
る
。）

又
は
墨
東
病
院
若
し
く
は
小
児

総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
の
新
生
児

科
に
所
属
す
る
医
師
が
、
新
生

児
特
定
集
中
治
療
室
に
入
院
す

る
新
生
児
に
対
す
る
診
療
業
務

（
入
院
初
日
の
業
務
に
限

る
。）
に
従
事
し
た
と
き
。

新
生
児
一

人

一
万

円
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非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）

新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で

（
略
）

附

則

附

則

１

（
現
行
の
と
お
り
）
） 

（
第
一
種
報
酬
の
特
例
）

２

（
現
行
の
と
お
り
）

一

福
祉
保
健
局
に
所
属
す
る
医
師
、
看
護
師
（
准
看
護
師
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
職
員

（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。
）
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原

体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人

民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新

た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
患
者
の
検
体
採
取
、
移
送
そ
の
他
の
業
務
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
接
触
す
る

業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

日
額
又
は
一
勤
務

五
千
円

二
か
ら
五
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

３
か
ら
５
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

１

（
略
）

（
第
一
種
報
酬
の
特
例
）

２

（
現
行
の
と
お
り
）

一

福
祉
保
健
局
又
は
病
院
経
営
本
部
に
所
属
す
る
医
師
、
看
護
師
（
准
看
護
師
を
含

む
。
）
そ
の
他
の
職
員
（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。
）
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二

年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力

を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
患
者
の
治
療
、
看
護
そ
の
他
の
業
務
又
は
当
該
感

染
症
の
病
原
体
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
も
の
に
限

る
。
）
に
接
触
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

日
額
又
は
一
勤
務

五
千
円

二
か
ら
五
ま
で

（
略
）

３
か
ら
５
ま
で

（
略
）

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二

（
略
）
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